
 

【資料第２号】 

 

地域福祉保健計画の最終案について 

 

 

１ 文京区地域福祉推進協議会での検討状況 

第１回（令和５年５月 31 日） ・新たな地域福祉保健計画の策定について 

第２回（令和５年７月 26 日） ・地域福祉保健の推進計画の主要項目(案)について 

第３回（令和５年８月 28 日） ・地域福祉保健計画の検討状況について 

第４回（令和５年 11 月２日） ・地域福祉保健計画の中間のまとめについて 

  ＊上記のほか、分野別計画の検討を各分野別検討部会で行った。 

   高齢者・介護保険部会…５回、障害者部会…５回、保健部会…４回 

 

２ 計画案 

地域福祉保健計画総論・地域福祉保健の推進計画・・・・・・ 別紙１のとおり 

高齢者・介護保険事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙２のとおり 

障害者・児計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙３のとおり 

保健医療計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙４のとおり 

 

３ 中間のまとめからの主な変更点 

地域福祉保健計画総論・地域福祉保健の推進計画・・・・・・ 別紙１－１のとおり 

高齢者・介護保険事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙２－１のとおり 

障害者・児計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙３－１のとおり 

保健医療計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙４－１のとおり 

   ※なお、細かい文言修正等については、記載しておりません。 

 

４ 今後のスケジュール 

  令和６年３月     令和６年２月定例議会報告（計画案の報告） 

             計画策定 
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※  第Ⅲ部～第Ⅵ部として、各分野別計画の「計画の目的」・「主要項目及びその方向性」・

「計画の体系」を掲載する。本資料において、子育て支援計画については、改定を行わな

いため、高齢者・介護保険事業計画、障害者・児計画、保健医療計画については、それぞ

れ別紙２、３、４に同一の内容が掲載されているため、その掲載は省略する。 

 

 

「文
ふみ

の京
みやこ

」ハートフルプラン 

区民の多様な地域生活課題について、福祉、保健医療、子どもそして日常生活の支援

に及ぶ地域福祉保健を包括的に推進し、「文の京」らしさのあふれるまちを目指します。 

そのために、みんなが主役のまちとして、区民及び区、そして関連する事業者などの

多様な主体間で、共通理解を深め、すべての区民が分け隔てなく、いつまでも心豊かに、

自分らしくだれもがいきいきと暮らせるまちとなるよう、文京区地域福祉保健計画を

『「文の京」ハートフルプラン』と名付けています。 
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第１章 策定の考え方 
 

 

１ 計画の目的 
 

少子高齢化や核家族化の進行、単身高齢者世帯の増加、就労形態の多様化、地域社会の

連帯感の希薄化など、社会状況が大きく変化しています。また、虐待やひきこもり、認知

症高齢者の増加、子育て家庭や単身高齢者の孤立など多様化・複雑化した福祉保健課題が

増大しており、それらに対してきめ細かく対応していくことがますます求められています。 

このような地域福祉保健を取り巻く現状や多様化するニーズに対して、公的な福祉保健

サービスは、それぞれの分野で充実を図ってはいるものの、公的なサービスだけでは対応

が困難な課題も増加しており、住み慣れた地域でこれまでの社会的関係を維持しながら、

生きがいや社会的役割をもつことができるよう、地域での支え合いが重要であり、相互の

連携が不可欠な状況にあります。 

社会福祉法第４条では、「地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合い

ながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。」とされて

います。また、社会全体では、国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）1」への取

組が求められており、地域福祉保健を推進する上で、重要な視点となっています。 

そこで、だれもが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、区の公的なサービ

スと地域の様々な主体との連携による地域の支え合いを強化し、地域福祉保健施策を総合

的かつ効果的に推進することを目的として、本計画を策定します。 

 

 

  

                                                
1
 持続可能な開発目標(SDGs) 2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジ
ェンダ」に記載された 2030 年までの国際目標。貧困対策や気候変動、生物多様性、ジェンダーなど、世界が抱
える課題を解決し、持続可能な社会をつくるための 17 のゴール・169 のターゲットから構成される。 
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２ 計画の位置付け 
 

本計画は、区の基本構想に掲げる将来都市像の実現に向けて策定する、本区の地域福祉

保健施策を推進するための基本となる総合計画です。 

また、本計画は、各法律に規定された次に掲げる行政計画を包含する計画となっていま

す。 

 

法律に基づく計画名 根拠法令 本計画における計画名 

地域福祉計画  社会福祉法第 107 条  

地域福祉保健の推進 
計画  

成年後見制度の利用の促進
に関する施策についての基
本的な計画  

成年後見制度の利用の促進に関す
る法律第 14 条第１項  

重層的支援体制整備事業実
施計画 

社会福祉法第 106 条の５第１項  

次世代育成支援行動計画  
次世代育成支援対策推進法第８条
第１項  

子育て支援計画  子ども・子育て支援事業計画 
子ども・子育て支援法第 61 条第１
項  

子どもの貧困対策計画  
子どもの貧困対策推進法第９条 
第２項  

老人福祉計画  老人福祉法第 20条の８  
高齢者・介護保険事業
計画  

介護保険事業計画  介護保険法第 117 条  

障害者計画  障害者基本法第 11 条第３項  

障害者・児計画  障害福祉計画  
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律第 88
条  

障害児福祉計画  児童福祉法第 33条の 20 第１項  

健康増進計画  健康増進法第８条第２項  

保健医療計画  
食育推進計画  食育基本法第 18条  

※また、地域住民及び福祉・保健等の関係団体が、地域福祉推進に主体的に関わるための具体的な活

動計画である「地域福祉活動計画」（社会福祉協議会が策定）と相互に連携しています。 
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３ 計画の構成 
 

本計画は、計画全体に係る策定の考え方、基本理念、基本目標等をまとめた総論（第Ⅰ

部）と、各論に当たる５つの分野別計画（第Ⅱ部～第Ⅵ部）で構成されています。 

５つの分野別計画は、地域福祉保健全般にかかわる施策等をまとめた「地域福祉保健の

推進計画」、「子育て支援計画」、「高齢者・介護保険事業計画」、「障害者・児計画」及び「保

健医療計画」で、計画ごとに施策の方向性や計画事業を定めています。 
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第１章 策定の考え方 
●計画の目的   ●計画の性格  ●計画の構成 
●計画の期間   ●計画の推進に向けて 

総論（第Ⅰ部） 

 

 

分野別計画（第Ⅱ部～第Ⅵ部） 
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４ 計画の期間 
 

本計画は、令和６年度から令和８年度までの３年を計画期間とします。 

ただし、分野別計画のうち、「子育て支援計画」については、令和２年度から令和６年度

までの５か年、「保健医療計画」については、令和６年度から令和 11 年度までの６か年と

します。 

 
２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 

          

          

          

          

          

          

          

整
合 

保健医療計画 

高齢者・介護保険事業計画 

障害者・児計画 

地域福祉保健の推進計画 

子育て支援計画 

地域福祉保健計画 

「文の京」総合戦略 
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５ 計画の推進に向けて 

（１）地域の連携と支え合いによる地域福祉保健の推進 
 

地域では、区民、町会・自治会、民生委員・児童委員、福祉関係事業者、医療機関、NPO、

ボランティア団体など様々な主体が地域福祉保健の推進のために、日々主体的に活動して

います。 

本計画を推進していく上では、こうした地域による主体的な活動の裾野をさらに広げ、

様々な主体間の連携を強化するとともに、支援される方たちが時には支援する担い手とし

て活躍するような地域ぐるみの支え合いを推進していくことが大切です。 

区は、制度的に位置づけられた公的な福祉保健サービスを適切に提供するとともに、地

域福祉の推進を担う社会福祉協議会と緊密に連携し、地域の主体的な活動への積極的な支

援や様々な主体間の連携を図ることを通して、各主体と協働して地域ぐるみの支え合いを

推進します。 
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社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき「地域福祉の推進」を目的に、全国・都道府県・

市区町村のそれぞれに組織されている非営利の民間団体で、文京区社会福祉協議会は、昭和

27 年（1952 年）に設立されました。 

 文京区社会福祉協議会では、地域福祉を推進するため、主に次のような事業を展開してい

ます。 

 

1   地域福祉コーディネーターの配置による小地域福祉活動の推進 

2   生活支援コーディネーターの配置による地域の支え合い体制づくりの推進 

3    地域の支え合い活動や日常的な相談の中心となる多機能な居場所の活動支援 

4   地域交流の場を通した支え合いの仕組みづくり（ふれあいいきいきサロン） 

5    地域の子どもを対象とした食事の提供を通した居場所づくり（子ども食堂） 

6  ボランティア・市民活動の相談・支援（文京ボランティアセンター） 

7  ＮＰＯ等によるつながりを創出した地域課題への解決支援（地域連携ステーション） 

8  家事援助を中心とした有償在宅福祉（いきいきサポート事業） 

9  子育ての相互援助事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

10  身近に頼れる親族がいない方向けの単身高齢者等終活支援事業（文京ユアストーリー） 

11  判断能力が不十分な方への福祉サービス利用援助事業 

12  権利擁護支援に係る地域連携ネットワークの推進（成年後見中核機関事業） 

13  被災者支援のボランティア活動を円滑に進めるための災害ボランティア体制の整備 

 

また、社会福祉協議会では「文京区地域福祉活動計画」を策定し、その基本理念である「知

り合い、伝え・伝わり、心を寛（ひろ）げ、つながりを持つことで、『お互いさま』が生まれ

るまち」の実現に向け、地域住民を始め、地域福祉関係者・関係団体等の様々な活動主体と

協働して、地域福祉の向上と充実に取り組んでいます。 

区では、文京区地域福祉活動計画とも連携を図りながら本計画を推進し、区、民生委員・

児童委員、地域福祉関係者等と一緒に、支え合いのまちづくりを進めています。 

 

 
 
  

社会福祉協議会とは？ 
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（２）地域共生社会の実現に向けた方向性 
 

区ではこれまで、地域共生社会2の実現に向けて、「必要な支援を包括的に提供する」考え

方を各分野に普遍化していくことを目指して、全区民を対象とした文京区における地域包

括ケアシステムの構築に取り組んでまいりました。あわせて、包括的な相談支援を進める

ため、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、生活困窮などの各社会保障制度に基づく専門

的支援について、組織間や地域との連携強化を図ることで、子どもの貧困対策、医療的ケ

ア児の支援、ひきこもり支援などの多分野にわたる課題に対応してまいりました。 

しかしながら、進行する少子高齢化や、血縁・地縁・社縁による共同体機能の脆弱化な

ど社会構造が変化しており、新たな生活課題が制度の狭間に陥りやすいリスクが生じてい

ます。このような必要な支援が届きにくく、孤立化するリスクが高い事例において、課題

や分野ごとの支援体制では対応が困難なケースが増加しており、一つの世帯に複数の課題

が存在している状態も見受けられるようになりました。 

区では、こうした複雑化・複合化した課題や制度の狭間にあるニーズにも対応できるよ

う、社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業を文京区における地域包括ケアシステム

に取り入れ、分野横断的に多機関が連携した重層的なセーフティーネットの構築を目指し

てまいります。また、重層的支援体制の３つの支援（相談支援、参加支援、地域づくりに向

けた支援）を一体的に実施できるよう、関係部署、機関、団体等と協議を重ねながら連携を

図り、適切な支援につなげ、家族全体の支援を行うことができる体制整備を進めてまいり

ます。 

同時に、都市部である本区において、社会経済活動の変化や、人口減少・少子高齢化に伴

う地域の生活課題の複雑化・個別化から生じる「2040 年問題3」も見据え、地域課題の解決

を試みる仕組みに全区民が主体的に参加しやすくなるよう、地域の再構築を進めていく必

要があります。 

引き続き、文京区における地域包括ケアシステムを推進しながら、世代や年齢、障害の

有無等に関わらずに参加できる多世代交流（ごちゃまぜ）の場を通じて、多様な主体が合

意形成を図りながら、緩やかなつながりをもって参画することで、区民一人ひとりが生き

がいや役割を持ちつつ、支え合い、助け合いながら暮らせる地域をともに創っていく「地

域共生社会」の実現を図ってまいります。 

  

                                                
2 地域共生社会 制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」、「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の
多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住
民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。 
3 2040 年問題 少子化による急速な人口減少と高齢者人口がピークに達することで、日本が 2040 年に直面す
ると考えられている問題の総称。 
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制度の狭間 

ダブルケア 
ヤングケアラー 孤独・孤立 

8050 

・・・ 

各分野の支援機関が連携して一つのチーム 

となり、地域資源やネットワークを重ね合わ 

せることで、本人やその世帯が有する地域生 

活課題や希望に応じた多様かつ柔軟な支援が 

できる体制を構築し、孤立させない地域づくりを目指します。 

文京区における地域包括ケアシステム 

「必要な支援を包括的に提供する」 

という考え方を普遍化してきた 

相談支援 

参加支援 

地域づくりに

向けた支援 

属性、世代、相談内容等に関わらず、地域住民からの 

相談を幅広く受け止め、本人に寄り添い、 

抱える課題の解きほぐしや整理を行う 

本人や世帯が地域や社会と関わり方を選択し、 

自らの役割を見出すために多様な接点を確保する 

世代や属性を超えて住民同士が交流できる多様な場や 

居場所の整備する 

重層的支援体制整備事業 
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社会福祉法第 106 条の４に基づく「重層的支援体制整備事業」とは、同法及び 

  他法に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える 

地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進の 

ために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいいます。 

具体的には、３つの支援「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向

けた支援」を柱として、一層効果的・円滑に実施するために、「多機関協働による支

援」、「アウトリーチ4等を通じた継続的支援」を新たな機能として強化し、５つの事業

を一体的に実施するとされています。 

 

３つの支援の柱  ５つの事業 

属性を問わな

い相談支援 

属性、世代、相談内容を問わない相談の受け止め  包括的支援体制整備事業 

分野間の協働のコーディネート  多機関協働事業 

支援が届いていない人への支援 
 アウトリーチ等を通じた

継続的支援事業 

参加支援 
既存の取組では対応困難なニーズへの対応  

参加支援事業 
分野を超えた地域資源の活用  

地域づくりに 

向けた支援 

世代や属性を超えて住民同士が交流できる多様

な場や居場所の整備 

 
地域づくり事業 

 
 

● 実施の目的 

 文京区における地域包括ケアシステムの更なる進化・発展のため、本事業を活用し、

各分野の支援機関が連携して一つのチームとなり、地域資源やネットワークを重ね合わ

せることで、本人やその世帯が有する地域生活課題や希望に応じた多様かつ柔軟な支援

ができる体制を構築し、孤立させない、つながる地域づくりに取り組み、地域共生社会

を目指します。 

 

● 実施の効果 

   高齢・介護、障害、子ども、生活困窮等の分野別に行われてきた既存の相談支援や地

域づくり支援の取組を活かし、重層的なセーフティーネットの強化を図り、分野別の支

援体制では対応しきれないような「複雑化・複合化した課題」や「制度の狭間にあるニ

ーズ」に対応する包括的な支援体制を構築します。 

  

 

 

 

                                                
4 アウトリーチ 支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に対し、行政や支援機関などが積極的に働き
かけて情報・支援を届けること。 

重層的支援体制整備事業とは？ 
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（３）計画の進行管理 
 

本計画を着実かつ効果的に推進するため、公募区民、福祉保健関係団体の代表者、学識経

験者で構成する「文京区地域福祉推進協議会」において、進行管理を行っていきます。 
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第２章 計画の基本理念・基本目標 
 
 

区の基本構想に掲げる将来都市像の実現に向け、次の基本理念及び基本目標に基

づいて地域福祉保健を推進していきます。 

１ 基本理念 
 
〇人間性の尊重 

だれもが、個人として尊ばれ、人間性が生かされるとともに、人権が尊重される地域社

会を目指します。 
 
 
〇自立の支援 

だれもが、自分の意思に基づき、自らの選択のもとに自立した生活を営み、自己実現で

きるよう支援します。 
 
 
〇支え合い認め合う地域社会の実現 

ノーマライゼーション5やソーシャルインクルージョン6の理念に基づき、だれもが、主体

的に社会参加でき、相互に人格と個性を尊重し、支え合い、ダイバーシティ7を推進する地

域社会の実現を目指します。 
 
 
〇健康の保持・増進 

だれもが、健康で安全な生活を享受でき、生涯を通じて健康を保持・増進することがで

きる地域社会を目指します。 
 
 
〇協働による地域共生社会の実現 

だれもが、地域の課題を把握し、解決するための活動に、当事者意識を持って、主体的

に参画・協働し、分野を超えてつながる地域づくりを推進します。 
 
 
〇男女平等参画の推進 
一人ひとりが互いに人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別に関わりなく、

その個性と能力を十分に発揮していきいきと暮らせる地域社会を目指します。 

                                                
5 ノーマライゼーション(normalization)  障害のある人もない人も、子どもも高齢者も、だれもが地域で普通
（ノーマル）の生活を送ることを当然とし、ともに支え合って普通の生活ができる社会を創造すること。また、
その考え方をいう。 
6 ソーシャルインクルージョン(social inclusion)  すべての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健
康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うという理念をいう。 
7 ダイバーシティ(diversity＆inclusion)  性別（性自認及び性的指向を含む。）、人種、国籍、宗教、経歴、
障害の有無など人それぞれの「違い」を「多様性」として認め合い、互いを尊重し、だれもが暮らしやすい社会
の実現を目指す考え方をいう。 
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２ 基本目標 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

〇 だれもが、いきいきと自分らしく、健康で自立した生活を営める地域社会
を目指します。 

 

〇 だれもが、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、必要な福祉保健サー
ビスを自らの選択により利用でき、互いに支え合う地域社会を目指します。 

 
 

〇 だれもが、地域、暮らし、生きがいをともに創り、互いに高め合い、役割
を持つことができる地域社会を目指します。 
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第３章 文京区の人口・世帯の状況 

 
１ 人口の推移 
 

住民基本台帳による本区の人口は、昭和 38 年の 253,336 人をピークに、平成 10 年には

165,864 人まで減少しましたが、その後、増加に転じ、令和５年 1月 1日現在 229,653 人と

なっています。 

年齢３区分別の人口は、令和５年 1 月 1 日現在、年少人口（0～14 歳）29,370 人（構成

比 12.8%）、生産年齢人口（15～64 歳）156,645 人（同 68.2%）、高齢者人口（65 歳以上）

43,638 人（同 19.0%）であり、近年は、年少人口が大きく増加しています。 

人口の推移 
 

 
 

資料：文京の統計（各年１月１日現在）  

186,960 

165,864 

185,782 

217,419 

229,653 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

昭和63年 平成10年 平成20年 平成30年 令和５年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）（人）

24,451

(13.1)

135,605

(72.5)

26,904

(14.4)

29,956

(18.1)

118,178

(71.2)

17,730

(10.7)

36,362

(19.6)

130,042

(70.0)

19,378

(10.4)

43,638

(19.0)

156,645

(68.2)

29,370

(12.8)

42,830

(19.7)

148,270

(68.2)

26,319

(12.1)

（1988 年） （1998 年） （2008 年） （2018 年） （2023 年） 
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２ 将来の人口推計 
 

本区の人口は、今後、約 15 年間増加を続け、令和 20 年（2038 年）には 258,907 人とな

ります。その後は、緩やかな減少に転じると予想されます。 

年齢３区分別人口をみると、年少人口は令和 25年（2043 年）、生産年齢人口は令和 15 年

（2033 年）をピークに以降は減少傾向で推移する一方、高齢者人口は引き続き増加傾向と

なり、令和 45 年（2063 年）には約３人に１人が高齢者になると見込まれます。 

将来の人口推計 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績 推計 

令和 

５年 

(2023) 

令和 

10 年 

(2028) 

令和 

15 年 

(2033) 

令和 

20 年 

(2038) 

令和 

25 年 

(2043) 

令和 

30 年 

(2048) 

令和 

35 年 

(2053) 

令和 

40 年 

(2058) 

令和 

45 年 

(2063) 

令和 

50 年 

(2068) 

実
績
（
人
） 

総数 229,653 246,003 255,395 258,907 255,379 249,609 241,560 231,989 221,872 211,759 

高齢者人口 43,638 46,931 51,448 56,310 60,843 64,245 67,544 69,811 72,598 74,995 

生産年齢人口 156,645 167,939 171,043 165,231 156,589 150,270 143,941 137,290 127,663 115,974 

年少人口 29,370 31,133 32,904 37,366 37,947 35,094 30,075 24,888 21,611 20,790 

比
率 

高齢者人口 19.0% 19.1% 20.1% 21.7% 23.8% 25.7% 28.0% 30.1% 32.7% 35.4% 

生産年齢人口 68.2% 68.3% 67.0% 63.8% 61.3% 60.2% 59.6% 59.2% 57.5% 54.8% 

年少人口 12.8% 12.7% 12.9% 14.4% 14.9% 14.1% 12.5% 10.7% 9.7% 9.8% 

 

資料：【令和５年】住民基本台帳（１月１日現在） 

【令和 10 年以後】区独自の将来人口推計方法に基づき算出 

  

29,370 31,133 32,904 37,366 37,947 35,094 30,075 24,888 21,611 20,790 

156,645 167,939 171,043 
165,231 156,589 150,270 143,941 137,290 127,663 115,974 

43,638 
46,931 51,448 56,310 60,843 64,245 67,544 69,811 

72,598 74,995 

229,653 
246,003 255,395 

258,907 255,379 249,609 241,560 231,989 221,872 211,759 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

令和５年 10年 15年 20年 25年 30年 35年 40年 45年 50年

（人）
年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

実績 推計 
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人口ピラミッド【令和５年(2023 年)】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口ピラミッド【令和 25 年（2043 年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：【令和５年】住民基本台帳（１月１日現在） 

【令和 25 年】【令和 10 年以後】区独自の将来人口推計方法に基づき算出  

02,0004,0006,0008,00010,00012,000

（人） 男性

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

０～４歳

５～９歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

（人）女性

02,0004,0006,0008,00010,00012,000

（人） 男性

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

０～４歳

５～９歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

（人）女性
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３ 世帯の推移 
 

住民基本台帳による本区の世帯数は、平成７年に 79,211 世帯まで減少しましたが、その

後増加に転じ、令和５年１月１日現在 126,436 世帯まで増加しています。 

１世帯当たりの人数については、高齢者の単身世帯や核家族の増加等により、平成 13年

に 2.00 人を下回り、その後も漸減が続き、令和５年には 1.82 人となっています。 

 

世帯数と１世帯当たりの人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年１月１日現在） 

81,375 79,211 
84,089 

92,543 
101,803 

112,806 
121,128 

126,436 

2.21 
2.12 

2.01 
1.92 

1.86 1.84 1.83 1.82 

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和元年 令和５年
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世帯数 １世帯当たりの人数
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第Ⅱ部 

地域福祉保健の推進計画 
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１ 計画の目的 
 

少子高齢化の進行、単身高齢者や高齢者のみの世帯の増加、地域社会の連帯感の希薄化

など社会状況が大きく変化する中、国においては、平成 28 年６月「ニッポン一億総活躍プ

ラン」を閣議決定し、同年７月に「我が事・丸ごと地域共生社会実現本部」を立ち上げ、子

ども・高齢者・障害のある方などすべての人々が地域、暮らし、生きがいをともに創り、高

め合うことができる「地域共生社会」の実現を提唱しました。 

また、令和２年６月に「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法

律」の公布があり、包括的な支援体制の整備その他地域福祉のために必要な措置を講ずる

に当たり、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策との連携に関する視

点が盛り込まれました。加えて、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支

援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境整備を一体的かつ重層

的に整備することも求められています。 

区はその対応として、抱えている問題が深刻化し、解決が困難な状態となる前に早期に

発見して支援につなげていく「予防的福祉」を推進する必要があるとともに、複雑化・複

合化した課題や制度の狭間にあるニーズに対応すべく、包括的な支援体制を強化していく

必要があります。 

そこで、だれもが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、区民、町会・自治会、

ＮＰＯ、ボランティア団体、民間事業者など地域の多様な主体と区がそれぞれの役割を担

いながら、支え合い、助け合いながら地域課題の解決を図るべく、本計画を策定します。 

なお、他の福祉の各分野における共通的な事項等を記載する地域福祉計画として組織・

分野横断的に関する事項を掲載するとともに、成年後見制度利用促進計画として権利擁護

の推進に関する事業、重層的支援体制整備事業実施計画として地域福祉の推進のために必

要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業等を記載しています。 
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２ 地域福祉保健の現状 

（１）地域福祉活動の状況 
 

○小地域福祉活動 

地域の支え合う力を高めるためには、町会・自治会単位の小地域で起きている問題を地

域の人たちとともに考え、解決に向けた取組を推進することが必要です。そこで、社会福

祉協議会に配置する地域福祉コーディネーターが各地域において、地域で暮らす個人・団

体が主体的に参加する地域活動である「小地域福祉活動」（町会・自治会等を基本の圏域と

した地域活動）を推進しています。 

地域福祉コーディネーターは、制度の狭間にある課題や複雑な課題をもった人たちに対

して、様々なネットワークをいかした個別の支援（個人支援）を行っています。さらに、地

域の中で住民が取り組む課題解決に向けた仕組みづくりなどを支援（地域支援）し、区内

全域に及ぶ課題がある場合は、区と社会福祉協議会等とで連携を図りながら、新たな事業

の構築やネットワーク形成を図っています。 

 

 ■地域福祉コーディネーターの役割 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○多機能な居場所活動 
地域の支え合い活動や日常的な相談の中心となる「多機能な居場所（つどい～の）」づく

りを展開する団体に、開設時や事業運営に必要となる経費について、社会福祉協議会を通

して補助金を交付します。令和４年度は、８団体に補助金を交付しています。 

  

地域支援個人支援
直接支援 間接支援

関係

形成

立上

支援

運営

支援

全域的役割
事業化支援 ネットワーク支援

地域支援の役割
・地域や地域の人を知り、

ニーズを把握する（関係形成）

・地域活動等の仕組みの立上げを

支援する（立上支援）

・運営を伴走しながら支援する（運営支援）

個人支援の役割
・「とりかえし」のつかない状況に陥るのを

未然に防ぐ

・複雑な課題を持った方への寄り添った支援

（個人直接支援）

・地域住民や関係機関・団体、行政との

連携した個人への支援（個人間接支援）
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○地域の支え合い体制づくり推進事業 
地域交流の場である「ふれあいいきいきサロン」への支援を通して、高齢者、障害者、子

育て世代等が、おしゃべり等により地域での交流を深めることで、孤立化を予防し、だれ

もが安心して楽しく暮らせる住民同士の支え合いの仕組みづくりを行う社会福祉協議会の

取組を支援します。地域住民が自主的に地域の課題解決を図る活動に寄与するため、不足

するインフォーマルな資源の開発に取り組む事業に対して、立上げ経費及び事業運営に必

要な補助を実施しています。 

① ふれあいいきいきサロン 

高齢者や障害者、子育て中の親子等のひきこもりを防止し、地域の中で安心して住み

続けられるよう、「楽しく、気軽に、無理なく」行う仲間づくり、生きがいづくりの場と

して地域の方たちが主体的に運営するサロン活動で、年々その数が拡大しています。 

 

■ふれあいいきいきサロンの活動状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：ぶんきょう（文の京）の社会福祉（令和５年版） 

 

② サロンぷらす事業 

地域の課題解決を図る活動に取り組む居場所を運営する団体に、立上げ経費や事業運

営に係る経費について補助金を交付します。令和４年度は、５団体に補助金を交付して

います。 
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○50 歳以上の方の地域活動への参加意向 

地域づくりを進める活動への参加ついては、65歳以上の第１号・要支援が 56.9％、50 歳

以上の現役世代が 70.9％となっており、50 歳以上の方の地域活動への高い参加意向がうか

がえます。 

 

■地域づくりを進める活動に参加者として参加したいか（図表中の「ｎ」は、回答者数） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和４年度文京区高齢者等実態調査 

 

 

 

 

  

是非参加したい 6.0% 9.6%

参加してもよい 50.9% 61.3%

既に参加している 3.8% 0.8%

参加したくない 30.0% 25.5%

無回答 9.0% 2.8%

※１　要介護１～５以外の65歳以上の介護保険被保険者

※２　要介護認定を受けていない50歳～64歳の介護保険被保険者

第１号・要支援（n=2,100）※1 50歳以上の現役世代（n=1,601）※2

参加したい
56.9%

参加したい
70.9%
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○ボランティアセンター 

社会福祉協議会では、広く地域福祉を支えるボランティア活動を活性化させるため、地

域福祉活動を担う人材育成の支援等を行っており、その活動を支援しています。 

① 啓発・理解促進 

 学校等と連携した福祉学習やボランティア体験学習を実施しています。 

② 参加促進・活動支援 

 ボランティア活動を始めたい方に向けた手話、傾聴ボランティア等の講習会の実施や、

ボランティア団体への研修費の助成を実施しています。 

③ 災害ボランティア 

 災害発生時に、災害ボランティア受け入れ体制整備のために社会福祉協議会に設置す

る「災害ボランティアセンター」の立上げ訓練を、大規模災害に備えて実施しています。 

 

○地域連携ステーション「フミコム」 

社会福祉協議会に設置するフミコムは、社会福祉協議会が区や地域住民、ボランティア・

ＮＰＯ・企業・大学等と連携して、新たなつながりを創出し、地域の活性化や地域課題の

解決を図っていくための協働の拠点です。 

① コミュニティマイスターの配置 

コミュニティマイスターを配置し、地域コミュニティとの橋渡しやＮＰＯに向けた専

門性の高い相談活動を行い、地域特性を活かした地域主体の活動を支援しています。 

② イベント・交流会の開催 

活動への共感の輪を広げ、様々な人たちが集まるイベント・交流会として「フミコム

cafe」や「フミコム朝活」、地域活動団体同士のつながり作りを目的とした「活動見本市」

を開催し、活動の継続性や発展性を目指すために必要な情報収集・発信・ネットワーク

構築を行っています。 

③ 各種講座の開催 

活動入門講座、企画運営講座、ファンドレイジング8講座等を開催し、団体の設立や活

動継続の支援を行っています。 

④ 提案公募型協働事業「Bチャレ」の募集 

NPO・企業・行政・学生・ソーシャルビジネス等による地域課題解決のための事業を募

集し、その事業を実践する活動に助成をしています。 

 
  

                                                
8 ファンドレイジング 民間非営利団体が、活動のための資金を個人、法人、政府などから集める行為の総称。 
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○いきいきサポート事業 

おおむね 60 歳以上の方、障害のある方、ひとり親家庭の児童、妊婦及び３歳未満の乳幼

児がいる方で家事等の日常生活の手助けが必要な方に対して、登録した地域の方が援助を

行う会員制の事業として、社会福祉協議会が実施しています。 

 

○民生委員・児童委員による相談支援 

地域の最も身近な相談支援者である民生委員は、厚生労働大臣からの委嘱を受け、現在

151 人（主任児童委員を含む。）が活動しており、生活上の様々な問題について、住民の立

場で幅広く相談や援助を行うとともに、児童委員も兼ね、子どもの見守り、子育てや妊娠

中の不安に対する相談・支援等を行っています。 

このうち、担当区域を持たずに、児童福祉に関する事項を専門に担当する９人の主任児

童委員は、区域を担当する民生委員・児童委員と協力して、地域の児童問題に取り組んで

います。 

また、区、社会福祉協議会、町会・自治会等の関係機関と協働し、問題が起こったときに

は、状況に応じて適切なサービスや支援が受けられるよう、速やかに連絡を取り合うなど、

地域のパイプ役も担っています。 

 

■民生委員・児童委員の活動状況 

 

活動内容 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和３年度 令和４年度 

分
野
別
相
談(

件) 

高齢者に関する 1,921  1,416  1,119  1,305  993  

障害者に関する 226  330  239  196  236  

子どもに関する 738  576  375  399  287  

その他 346  256  171  239  198  

計 3,231  2,578  1,904  2,139  1,714  

そ
の
他
活
動(

件) 

調査・実態把握 1,095  6,279  334  187  388  

行事への参加 4,773  5,133  992  2,164  3,650  

地域福祉・自主活動 2,977  2,660  2,174  1,844  2,247  

民児協運営研修 8,557  8,948  5,951  6,610  9,570  

証明事務 104  92  57  44  47  

要保護児発見 26  8  8  7  7  

訪
問
連
絡(

件) 

訪問連絡活動 4,086  4,751  11,727  6,251  5,777  

その他 16,741  29,319  3,317  10,625  14,995  

委員相互 20,825  26,978  28,409  32,168  31,973  

その他 9,856  9,587  9,394  10,245  10,096  

活動日数（日） 22,625 23,808 21,259 22,240 24,256  

 

  資料：ぶんきょう（文の京）の社会福祉（令和５年版） 
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○話し合い員による相談支援 

区が委嘱する話し合い員は、福祉活動に理解と熱意のある区民の中から委嘱しており、

孤独になりがちな高齢者や身体障害者の家庭に定期的に訪問し、生活や身の上のことなど

の相談相手となるとともに、不慮の事故がないように安否確認を行っています。 

■話し合い員の活動状況（派遣世帯数） 

 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

新 規 16件 13件 13件 6件 9件 

廃 止 22件 11件 28件 13件 12件 

年度末派遣数 61件 63件 48件 41件 30件 

 
資料：ぶんきょう（文の京）の社会福祉（令和５年版） 

 

○ハートフルネットワーク事業 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けるために、関係協力機

関、高齢者あんしん相談センター及び区でネットワークを構築し、相互に

連携しながら高齢者の見守り等を行っています。 

関係協力機関 ６８０機関（令和５年４月１日現在） 

 

○ファミリー・サポート・センター事業 

子どもの保育施設への送迎や放課後の預かりなど、子育ての援助を受けたい方（依頼会

員）と子育ての援助を行いたい方（提供会員）が、地域の中でお互いに助け合いながら子

育てをする会員制の事業を社会福祉協議会に委託して実施しています。 

■ファミリー・サポート・センター事業の会員数 

 
資料：ぶんきょう（文の京）の社会福祉（令和５年版） 
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（２）包括的な支援体制の状況 

 

○文京区版ひきこもり総合対策 

ひきこもり状態にある方の自立を支援するため、義務教育修了後の全年齢の方を対象に

「ひきこもり等自立支援事業（ＳＴＥＰ事業）」（Support 支援／Talk 相談／Experience 経

験／Place 居場所）を行っています。また、「文京区ひきこもり支援センター」を設置し、

ひきこもり支援の総合窓口として、ご本人やご家族等からの相談を受けるとともに、生活

福祉課を主として、関係機関と連携しながら支援を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ぶんきょう（文の京）の社会福祉（令和５年版） 

 

○ヤングケアラー支援 

ヤングケアラーに対する理解促進を図るため、周知啓発用リーフレットの作成や、関係

機関を対象とした研修等を実施しています。さらに、ヤングケアラー支援対策関係者連絡

会において課題を共有しながら支援のあり方等を協議し、福祉政策課や子ども家庭支援セ

ンターを主として、関係機関との連携体制を強化するとともに、ヤングケアラー本人だけ

でなく、家族全体に対する支援を行っています。 

 

○児童虐待防止ネットワーク 

児童虐待の予防、早期発見、適切な保護・支援を迅速かつ的確に実施するため、文京区

要保護児童対策地域協議会を設置し、子ども家庭支援センターを事務局として小・中学

校、幼稚園、保育園、保健サービスセンター、民生委員・児童委員、医師会、歯科医師

会、警察署、弁護士など子どもに関わる関係機関による連携を図っています。 
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（３）生活困窮者の状況 
 

○生活保護受給者数（保護率） 

生活保護の保護率は、平成 24 年度まで増加を続けていましたが、生活困窮者への支援施

策等により、減少しています。また、本区の保護率（単位：‰9）は、全国や都と比較して

低い状況にあります。 

■被保護者の動向（保護率＝1000 分率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ぶんきょう（文の京）の社会福祉（令和５年版） 
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○生活保護及び生活困窮に関わる相談件数 

被保護者は年々減少していますが、生活保護相談件数は近年増加しています。自立相談

支援事業における相談件数はコロナ禍で急増しましたが、それ以降は減少傾向にあります。 

 

■被保護者数及び生活保護・自立相談件数の動向 

 

 
 

資料：ぶんきょう（文の京）の社会福祉（令和５年版） 
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（４）権利擁護の状況 
 

○福祉サービス利用援助 

福祉サービス利用者が適切なサービスを選択し、事業者と対等な立場で安心してサービ

スが利用できるよう、区と社会福祉協議会が設置する権利擁護センター「あんしんサポー

ト文京」が連携して、利用援助や相談支援を行っています。 

また、在宅で生活をしている概ね 60 歳以上の高齢者及び身体障害者等で、財産の保全・

管理が困難かつ判断能力を有する方を対象に、財産保全管理サービスを実施しています。 

 

■福祉サービス利用援助事業等の利用者数 

 

資料：ぶんきょう（文の京）の社会福祉（令和５年版） 
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○成年後見制度 

認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に

支障がある方に関する成年後見制度等の権利擁護について、区の高齢者や障害者等の相談

窓口及び社会福祉協議会等において、相談に応じています。 

また、支援が必要な高齢者等が、適切に成年後見制度等を利用できるよう、区では、社

会福祉協議会の権利擁護センター「あんしんサポート文京」が実施する総合相談、法人後

見の受任、審判申立費用の助成等を支援するとともに、後見人等の報酬に係る費用を助成

することにより、普及啓発と利用促進を図っています。 

さらに、権利擁護支援の地域連携ネットワークを推進する中核機関を、令和３年度から

文京区社会福祉協議会に委託して運営し、専門職による専門的助言等の確保、支援を必要

とする区民の早期発見と関係機関の連携体制の強化を図るとともに、権利擁護支援の仕組

みづくりに取り組んでいます。 

 

■あんしんサポート文京への成年後見制度に関する相談件数 

 

 

資料：ぶんきょう（文の京）の社会福祉（令和５年版） 
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（５）バリアフリーの環境づくりの状況 
 

○まちのバリアフリー 

さまざまな方が利用する道路、公園、病院、鉄道駅舎、金融機関などの公共的施設につ

いては、段差の解消、だれでもトイレや視覚障害者誘導用ブロックの設置など、だれもが

安全に安心して利用できる環境づくりを進めています。 

また、文京区バリアフリー基本構想及び重点整備地区別計画に基づき各施設の設置管理

者等がバリアフリー化のための事業を実施することで、高齢者、障害者等が利用する施設

及びそれらを結ぶ道路の重点的かつ一体的なバリアフリーを推進しています。 

 

○心のバリアフリー10 

障害者等が住み慣れた地域社会において、差別や偏見なく地域の一員として暮らし続け

ていけるよう、人権週間や障害者週間等での関連行事や講演会の開催など、様々な機会を

通じて人権意識や心のバリアフリーの啓発を図っています。 

また、区では、心のバリアフリーハンドブック、障害者差別解消法周知啓発グッズ及び

リーフレットの作成配布を通して、区内における障害者の社会参加促進と周知啓発を進め

ています。 

 

○情報のバリアフリー 

区では、情報を取得しにくい高齢者、障害者等が生活に必要な情報を適切に取得するた

めのパソコン教室の開催や区が発信する情報のバリアフリーとして点字、カセットテープ、

デイジーによる区報の作成、ホームページの充実などに取り組んでいます。 

また、区役所窓口に拡大鏡・筆談ボードの設置、音声認識ソフトインストール済みタブ

レット端末の設置等を行い、障害者が日常生活を送る上で必要な情報を取得するための支

援を図っています。 

 

  

                                                
10 心のバリアフリー 高齢者、障害者等に対する無理解や誤解を取り除き、相手の気持ちになって考え、支え
合っていくこと。 
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（６）要配慮者・避難行動要支援者の支援体制の状況 

 

高齢者、障害者など要配慮者のうち、自力で避難することが困難な避難行動要支援者の

安否確認や避難誘導等を円滑かつ迅速に行えるよう、毎年度避難行動要支援者名簿を更新

し、区民防災組織、民生委員・児童委員、警察署、消防署へ配付するとともに、震災時の家

具転倒・落下等による人的被害を最小限に抑えるため、器具設置の普及・啓発を行ってい

ます。 

また、避難所での避難生活が著しく困難な要配慮者を一時的に受け入れ、支援する避難

所として、特別養護老人ホーム・福祉作業所など区内 25 か所の福祉関連施設を福祉避難所

として指定し、応急的な食料や救援物資等の配備を行っています。 
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３ 主要項目及びその方向性 
 

（１）ともに支え合う地域社会づくり 
 

〇交流の活性化を図る地域の居場所づくり 

地域で実施されている個別の活動や人を把握し、「人と人」、「人と居場所」などをつなぎ

合わせ、顔の見える関係性や気にかけ、助け合う関係性が地域で生まれやすくなるよう、

支援ニーズと地域の居場所における取組のマッチングを行います。 

  また、だれもが住み慣れた地域で安心して自立した暮らしを続けるために、公的なサー

ビスによる支援に加えて、町会・自治会、ＮＰＯ、ボランティア団体、民間事業者などの地

域の主体が、主体的に地域の様々な課題を把握して解決を試みる体制づくりを支援します。 

さらに、地域からの孤立化を防げるよう、社会とのつながり作りに向けた支援及び世代

や属性を超えて区民同士が交流できる場や居場所を整備していきます。 

 

〇地域人材の発掘・育成を通じた地域福祉活動の活性化 
社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会、NPO などの公的な団体と地域の多様な主体

との連携を強化し、団体・主体間の重層的なネットワークづくりを発展させ、「支える人」

と「支えられる人」という関係性を超えて、ゆるやかにつながり、支え合う基盤づくりを

推進していきます。 

  また、少子高齢化・人口減少がさらに進展し、高齢者人口がピークを迎える「2040 年問

題」に対応するために、地域での社会参加に意欲的な高齢者の知識・技術・経験を積極的

に生かすことができるよう地域福祉活動への参加の機会を創出します。 

  さらに、大学が多く所在するという地域特性を生かし、大学生の地域福祉活動への積極

的な参加も促していきます。 
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（２）安心して暮らせる環境の整備 
 

〇多様で複合化した課題に対応する包括的な支援体制の強化 

本人・世帯の属性を問わず包括的に相談を受け止め、必要な支援を適切につなげること

ができるよう、区の各相談・支援窓口である高齢者あんしん相談センター、障害者基幹相

談支援センター、子ども家庭支援センター、保健所等の連携の強化に向けた取組を推進し

ていきます。 

また、高齢者への医療・介護サービスの包括的な提供をはじめ、多様化する福祉保健ニ

ーズに対して、保健、医療及び福祉の各分野が連携してサービスを提供していく必要性が

ますます高くなっていることから、医療分野における地域連携をさらに推進するとともに、

保健・医療・福祉・子育て・教育の切れ目ないサービスが総合的に提供される体制を構築

していきます。 

さらに、生活の基盤として重要な住まいについては、住宅確保要配慮者（高齢者、障害

者、ひとり親家庭など住宅の確保に特に配慮を要する者）に対する賃貸住宅の供給を促進

するとともに、住まい方に関する相談支援の充実を図ります。 

加えて、ひきこもり状態にある当事者等が、適切な相談支援機関とつながり、様々な支

援を利用することを通して、自立に向けて伴走する包括的な相談支援体制を推進していき

ます。 

あわせて、複合化・複雑化した課題や制度の狭間にあるニーズにも対応できるよう、関

係部署、機関、団体等との合意形成を図りながら包括的な支援体制を強化し、課題の早期

発見や、個々の状況や意向に沿った適切な支援につなげます。 

 

〇生活困窮者等への支援 

正規雇用の減少や世帯構造の変化等により、生活困窮者の増大が社会問題となっている

中、生活保護に至る前の生活困窮者が早期に社会的・経済的自立を図れるよう、民間事業

者等と協働し、居住確保支援、就労支援等包括的な支援を行います。 

また、稼働年齢世代の生活保護受給者に対して多様な支援により就労意欲を喚起し、早

期の就労・自立を図れるよう支援するとともに、高齢者の生活保護受給者に対しては、社

会的孤立状態の予防として就労支援を行います。 

さらに、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）11等の暴力被害を防止するため、都や警

察などの関係機関との連携を強化しながら、早期かつ切れ目のない相談支援を行うととも

に、ⅮⅤや生活困窮等の困難な問題を抱える女性に対しては、関係機関と民間団体や民間

事業者と連携・協働し、自立に向けた切れ目のない相談支援を行います。 

 

  

                                                
11 ⅮⅤ（ドメスティック・バイオレンス） 一般的には配偶者や恋人など親密な関係にある又あった方からの身
体的・精神的・性的・経済的暴力のこと。 
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〇福祉保健サービスの利用支援と権利擁護の推進 

援護の必要な高齢者、障害者等の福祉保健サービス利用者や相談者が、制度やサービス

の内容を十分に理解し、必要なサービスを安心して選択できるよう、相談支援体制の充実

を図ります。 

また、成年後見中核機関による協議会の運営を通して、専門職団体、関係機関、地域の

多様な主体の連携・協力関係を推進し、権利擁護が必要な人に係る地域連携ネットワーク

の強化を図ります。 

あわせて、権利擁護を必要とする人が、住み慣れた地域において、自らの価値観や選好

に基づく意思決定を行いながら、尊厳のある本人らしい生活を継続することができるよう、

保健、医療、福祉、介護等の関係者や地域住民に対して、幅広く意思決定支援の理念の普

及・啓発を行うとともに、市民後見人及びその他の権利擁護支援の担い手の養成及び活躍

の機会を創出します。 
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（３）ひとにやさしいまちづくり 
 

〇まち・心・情報のバリアフリー、ユニバーサルデザインの推進 

だれもが安全・安心に生活し、主体的に社会参加が図れるよう、ハード面とソフト面の

両面から思いやりのあるまちづくりを推進していきます。 

そのために、公共交通機関や特定の建築物・道路等の事業者が連携しながら、一体的・

面的・継続的なバリアフリーを推進するとともに、ユニバーサルデザイン12を取り入れた生

活環境の整備を促進していきます。 

また、生活の中で誤解や偏見を受けることのないよう、子ども、高齢者、障害者等への

理解を深めるための取組を推進するとともに、障害等を理由とした差別の解消に向けた周

知啓発の取組を推進します。さらに、情報を取得しにくい高齢者、障害者等が生活に必要

な情報を適切に取得するための支援や区が発信する情報のバリアフリーを推進していきま

す。 

 

〇災害時の自助・互助・共助・公助による安全・安心の確保 

災害時に一人ひとりが的確な行動を取れるよう、正確な情報提供を行っていきます。ま

た、高齢者、障害者などの要配慮者のうち、自力で避難することが困難な避難行動要支援

者の安否確認や避難誘導等を迅速かつ的確に行えるよう、区民防災組織、民生委員・児童

委員、警察署、消防署等の関係機関との連携強化に努めるとともに、災害ボランティアセ

ンターの実効性を確保するための取組を推進していきます。 

また、避難所で生活することが著しく困難な要配慮者が安心して避難生活ができるよう、

福祉避難所の拡充を図るとともに、福祉関係機関と協力しながら、運営体制の構築を推進

していくとともに、被災者支援についても検討していきます。 

 

 

 

  

                                                
12 ユニバーサルデザイン 障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な人たちが利用しやすいよう、
あらかじめ都市や生活環境をデザインする考え方。 
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４ 計画の体系 
 

【凡例】 

・      は、計画事業量を掲げ、進行管理の対象とする事業です。 

・★は、社会福祉法第 106 条の５に定める「重層的支援体制整備事業実施計画」に関わる

事業です。 

・他の分野別計画で主に実施している事業は、計画事業名の後に各分野別計画の頭文字と

事業番号を記載しています。 

  子…子育て支援計画 

  高…高齢者・介護保険事業計画 

  障…障害者・児計画 

  保…保健医療計画 

 

 

大項目 小項目 計画事業 

１ 

と
も
に
支
え
合
う 

地
域
社
会
づ
く
り 

１  

交 流の活

性化を図

る地域の

居場所づ

くり 

1 地域づくり事業 ★  

２ 小地域福祉活動の推進 ★  

３ 生活支援体制整備事業 ★ 高３-３-３ 

４ 地域介護予防支援事業（通いの場） ★ 高３-３-４ 

５ 地域活動支援センター事業 ★ 障１-５-２ 

６ 地域団体による地域子育て支援拠点事業 ★ 子５-２-３ 

７ 子育てひろば事業 ★ 子５-２-４ 

８ 多機能な居場所活動推進事業  

９ 地域の支え合い体制づくり推進事業  

10 子ども食堂支援事業 子５-２-５ 
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大項目 小項目 計画事業 

１ 

と
も
に
支
え
合
う
地
域
社
会
づ
く
り 

２  

地 域人材

の発掘・育

成を通じ

た地域福

祉活動の

活性化 

1 参加支援事業 ★  

２ ボランティア活動への支援  

３ ＮＰＯ活動・地域活動の支援  

４ 地域活動情報サイト  

５ いきいきサポート事業の推進  

６ 民生委員・児童委員による相談援助活動  

７ 話し合い員による訪問活動 高１-１-８ 

８ ハートフルネットワーク事業の充実 高１-１-１ 

９ みまもり訪問事業  

10 主任ケアマネジャーの支援・連携 高２-１-７ 

11 シルバー人材センターの活動支援 高１-１-14 

12 シルバーお助け隊事業への支援 高１-１-15 

13 介護施設ワークサポート事業 高２-４-２ 

14 高齢者クラブ活動の支援  

15 文の京フレイル予防プロジェクト 高３-２-５ 

16 介護予防ボランティア指導者等養成事業 高３-２-４ 

17 社会参加の促進事業 高１-１-13 

18 青少年健全育成会への支援・連携 子３-４-４ 

19 文京区子育てサポーター認定制度 子５-１-１ 

20 ファミリー・サポート・センター事業 子５-１-２ 
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大項目 小項目 計画事業 

２ 

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備 

１  

多 様で複

合化した

課題に対

応する包

括的な支

援体制の

強化 

１ 包括的相談支援事業 ★  

２ 多機関協働事業 ★  

３ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 ★  

４ 文京区版ひきこもり総合対策  

５ ヤングケアラー支援推進事業  

６ 高齢者あんしん相談センターの機能強化 ★ 高１-４-５ 

７ 障害者基幹相談支援センターの運営 ★ 障２-１-７ 

８ 利用者支援事業 ★ 
子ども・子育て
支援事業計画※ 

９ 在宅医療・介護連携推進事業 高１-２-２ 

10 
地域医療連携推進協議会・検討部会の 

運営 
保２-１-１ 

11 居住支援の推進  

12 医療的ケア児支援体制の構築 障４-２-３ 

13 自殺対策推進に係る連携会議の開催 保２-３-13 

14 児童虐待防止ネットワークの充実 子４-１-１ 

15 男女平等センターにおける相談事業の充実  

16 
性自認・性的指向に関する相談場所・ 

情報共有の場の提供 
 

17 文京ユアストーリー  

２  

生 活困窮

者等への

支援 

１ 生活困窮者への自立支援の推進 ★  

２ 
生活保護受給者への就労意欲喚起による 

早期の就労・自立支援 
 

３ DV 等暴力被害の防止及び相談支援  

４ 女性のほほえみ支援ネットワーク事業  

３  

福 祉保健

サービス

の利用支

援と権利

擁護の推

進 

１ 福祉サービス利用援助事業の促進  

２ 
福祉サービスに対する苦情申立・相談対応の

充実 
 

３ 福祉サービス第三者評価制度の利用促進  

４ 成年後見制度利用支援事業  

５ 法人後見の受任  

６ 
権利擁護支援に係る地域連携ネットワークの

推進 
 

 ※子ども・子育て支援事業計画は、子育て支援計画に内包する計画です。 
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大項目 小項目 計画事業 

３ 

ひ
と
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り 

１  

まちのバリ

アフリー、

ユニバーサ

ルデザイン

の推進 

１ バリアフリーの道づくり  

２ 文京区バリアフリー基本構想の推進  

３ 
文京区福祉のまちづくりに係る共同住宅等 

整備要綱に基づく指導 
 

４ 総合的自転車対策の推進  

５ 公園再整備事業  

６ コミュニティバス運行  

２  

心 のバリ

アフリー

の推進 

1 障害者差別解消に向けた取組の推進 障５-２-４ 

２ 福祉教育の推進  

３ 
障害及び障害者・児に対する理解の促進 

（理解促進研修・啓発事業） 
障５-２-１ 

４ 障害者週間記念行事「ふれあいの集い」の充実 障５-２-２ 

５ 認知症に関する講演会 高１-３-１ 

６ 認知症サポーター養成講座 高１-３-２ 

３  

情 報のバ

リアフリ

ーの推進 

１ 
情報提供ガイドラインに即した情報発信の推

進 
障５-３-１ 

２ 情報バリアフリーの推進 障５-３-２ 

３ 
区報ぶんきょう・ホームページ・ＣＡＴＶでの

情報提供の充実 
 

４ 
図書館利用に障害のある方への図書館資料の

貸出及び情報提供 
障５-３-３ 

４  

災 害時の

自助・互

助・共助・

公助によ

る安全・安

心の確保 

１ 避難所運営協議会の運営支援  

２ 避難行動要支援者への支援  

３ 災害ボランティア体制の整備  

４ 福祉避難所の拡充  

５ 被災者支援の仕組みづくり  

６ 耐震改修促進事業  

７ 家具転倒防止器具設置助成  
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５ 計画事業   

・      の事業は、進行管理対象事業です。 

 

１ ともに支え合う地域社会づくり 
 

１-１ 交流の活性化を図る地域の居場所づくり 
 

１-１-１ 地域づくり事業 ★ ○新  

事業概要 

介護、障害、子ども、生活困窮の各分野において実施されている既存の地

域づくりに関する事業の取組を活かしつつ、世代や属性を超えて交流できる

場や居場所の整備を行うとともに、地域における資源の開発やネットワーク

の構築、支援ニーズと取組のマッチング等により地域における多様な主体に

よる取組のコーディネート等を行います。※令和７年度より事業実施予定 

担当 事務局：福祉政策課 

３年間の 

計画事業量 

社会福祉協議会と連携し、地域住民や NPO 等が運営するイベント等の交流

の場や、多機能な居場所を拡充します。 

また、既存の拠点等については、各個別制度では直接に対象としていない

方も利用できる多世代・多属性の活動の場としての利活用を検討します。 

 

１-１-２ 小地域福祉活動の推進 ★ 

事業概要 

日常生活圏域全域に地域福祉コーディネーターを配置し、町会・自治会単

位の小地域で起きている課題を掘り起こし、地域住民による課題の共有、検

討及び解決の支援を行い、地域における住民同士の支え合いの体制づくりを

推進します。 

担当 社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

10 名体制になった地域福祉コーディネーターが、地域の支え合い活動や日

常的な相談の中心となる「多機能な居場所（つどい～の）」、地域交流の場

である「ふれあいいきいきサロン」等の運営支援のほか、生活支援コーディ

ネーターを兼務し、「住民主体の通いの場（かよい～の）」の運営支援等に

取り組むことで、住民同士の交流や支え合い、見守り活動のサポートを行い

ます。 
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１-１-３ 生活支援体制整備事業 ★（高３-３-３） 

事業概要 

社会福祉協議会に配置する生活支援コーディネーター（地域支え合い推進

員）の活動を支援し、多様な事業主体による重層的な生活支援サービスの提

供体制の構築支援、資源開発、ネットワーク構築、ニーズと取組のマッチン

グなどを推進します。 

担当 社会福祉協議会 

 

１-１-４ 地域介護予防支援事業（通いの場） ★（高３-３-４） 

事業概要 
介護予防のための体操等とともに、住民同士の助け合い・支え合い活動を

積極的に推進する「通いの場（かよい～の）」の活動を支援します。 

担当 社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 ４年度実績 ８年度 

運営団体数 か所 28 38 

 

１-１-５ 地域活動支援センター事業 ★（障１-５-２） 

事業概要 

 障害者等の地域生活支援の促進を図るため、区内６か所の地域活動支援セ

ンターにおいて、障害の特性等に応じた創作的活動の提供及び社会との交流

の促進等を行います。 

担当 障害福祉課、予防対策課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

登録者数 人 312 320 324 328 

実施か所数 か所 ６ ６ ６ ６ 
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１-１-６ 地域団体による地域子育て支援拠点事業 ★（子５-２-３） 

事業概要 

地域で子育てを支援している団体等による地域子育て支援拠点事業を実施

し、子育てサポーター認定制度の認定を受けたサポーターの新たな活躍の場

とするとともに、子どもや子育て家庭を支える地域との繋がりが生まれる仕

組みづくりを進め、「顔の見える」相手との信頼関係のもとで、地域で安心

して子育てができるよう支援します。 

担当 子育て支援課 

３年間の 

計画事業量 

富坂地区・大塚地区・本富士地区・駒込地区の４地区に各１か所、地域団

体が拠点事業を安定的に運営するための支援を行います。 

また、令和５年度実施の子ども・子育て支援に関する実態調査の結果等を

踏まえ、事業量の検討・確保に取り組みます。 

 

１-１-７ 子育てひろば事業 ★（子５-２-４） 

事業概要 

乳幼児及びその保護者が安心して遊べ、仲間作りもできる場を提供し、専

門指導員による子育てに関する相談、援助及び子育て関連情報の提供を行う

とともに、子育て支援に関する講習等を実施します。 

担当 子育て支援課、幼児保育課、児童青少年課 

3 年間の 

計画事業量 

区内５か所の子育てひろば（西片、汐見、水道、千石、江戸川橋）におい

て、乳幼児とその保護者が安心して遊べる場や仲間づくりの場を提供すると

ともに、子育てに関する相談等の支援を行います。 

 

１-１-８ 多機能な居場所活動推進事業  

事業概要 

地域の支え合い活動や日常的な相談の中心となる「多機能な居場所（つど

い～の）」づくりを展開する方に対して、開設・事業運営費等の補助を行

い、活動を支援します。 

担当 社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

住民に身近な地域において、複雑化・複合化した課題や制度の狭間にある

ニーズを受け止める「多機能な居場所」の機能を維持・強化できるよう、地

域福祉コーディネーターが、持続可能な運営を視野に入れつつ、地域の関係

者や運営団体などとの調整等を図り、新規の居場所開設と既存の居場所の運

営支援を行います。 
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１-１-９ 地域の支え合い体制づくり推進事業 

事業概要 

 地域交流の場である「ふれあいいきいきサロン」への支援を通して、高齢

者、障害者、子育て世代等が、おしゃべり等により地域での交流を深めるこ

とで、孤立化を予防し、だれもが安心して楽しく暮らせる住民同士の支え合

いの仕組みづくりに取り組みます。 

また、地域住民が自主的に地域の課題解決を図る活動に寄与するため、不

足するインフォーマルな資源の開発に取り組む事業（サロンぷらす事業）に

対して、立上げ及び事業運営に必要となる補助を行い、活動を支援します。 

担当 社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

ふれあいいきいき 

サロン設置数 
か所 146 148 150 152 

 

１-１-10 子ども食堂支援事業（子５-２-５） 

事業概要 

 地域の子どもを対象に食事の提供を通じた居場所づくりとしての「子ども

食堂」を運営する地域活動団体へ、社会福祉協議会を通じて運営費等の助成

を行い、活動を支援します。 

担当 社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

子ども食堂登録数 件 12 14 15 16 

子ども食堂連絡会 

開催回数 
数 １ １ １ １ 
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１-２ 地域人材の発掘・育成を通じた地域福祉活動の活性化 
 

１-２-１ 参加支援事業 ★ ○新  

事業概要 

本人や世帯が、地域や社会と関わり方を選択し、自らの役割を見出せるよ

う、地域の社会資源等とのマッチングや開拓を行い、社会とのつながり作り

に向けた支援を行います。※令和７年度より事業実施予定 

担当 事務局：福祉政策課 

３年間の 

計画事業量 

本人やその世帯のニーズや抱える課題など丁寧に把握し、地域の社会資源

や支援メニューとのコーディネートをし、マッチングを行います。 

また、既存の社会資源に働きかけたり、既存の社会資源の拡充を図り、本

人やその世帯の支援ニーズや状態に合った支援プランを作成します。 

さらに、マッチングした後に本人の状態や希望に沿った支援が実施できて

いるかの定着支援及びフォローアップ等を行い、本人やその世帯と社会との

つながり作りに向けた支援を行います。 

 

１-２-２ ボランティア活動への支援 

事業概要 

ボランティア養成講座や研修等を実施し、地域の担い手を育成するととも

に、福祉教育の実施、ボランティア・市民活動に関する情報収集・提供を行

うコーディネート機能の強化等により、地域福祉活動の多様化、活性化を図

ります。 

また、団体への研修費の助成等による支援のほか、地域活動や交流会等を

通じて活動団体間の交流を促進することでネットワーク化を推進し、ボラン

ティア・市民活動の輪を広げます。 

担当 社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

 個人や団体からの地域活動に係る相談に、必要な諸調整を行いながら丁寧

に応じます。 

 また、体験型プログラムを取り入れるなどの工夫を行いながらボランティ

ア養成講座等を実施し、地域の担い手の育成に取り組むとともに、実際にボ

ランティア活動を行いたい方と実動しているボランティア団体とをつなげま

す。 

さらに、活動している個人や団体同士のつながる機会を設けることで、活

動が停滞しないように支援を行います。 
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１-２-３ NPO 活動・地域活動の支援 

事業概要 

協働の拠点である地域連携ステーション「フミコム」の運営を通して、区

や地域住民・ボランティア・ＮＰＯ・企業・大学等と連携し、新たなつなが

りを創出することで、地域の活性化や地域課題の解決を図ります。 

担当 社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

B チャレ(提案公募型協働事業)に関しては、協働での地域課題解決や地域

活性につながる事業を支援するとともに、事業として採用されなかった団体

にも継続的な支援を行うことで、地域団体の運営体制の強化と潜在化した地

域課題の掘り起こし、解決につなげます。 

NPO 活動等に係る各種講座に関しては、講座終了後も、適宜、個々に応じて

支援できるよう、参加者と対面における顔の見える関係を築きます。 

 

１-２-４ 地域活動情報サイト 

事業概要 
NPO 法人・ボランティア団体、町会・自治会及び企業等による地域貢献活動

などの情報を発信し、地域活動への参加促進を図ります。 

担当 社会福祉協議会 

 

１-２-５ いきいきサポート事業の推進 

事業概要 

区民の参加と協力を得て、日常生活で手助けを必要とする方に対して、家

事援助を中心とした有償在宅福祉サービスを提供し、だれもが住み慣れたま

ちで安心して暮らせるよう支援します。 

担当 社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

新規登録利用会員数 人 54 75 100 125 
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１-２-６ 民生委員・児童委員による相談援助活動 

事業概要 

民生委員・児童委員は、地域住民の介護の悩みや子育ての不安、障害者の

生活上の困りごと、経済的困窮など福祉に関する様々な相談に応じ、支援を

必要とする方と行政機関を繋げるパイプ役を担います。 

 また、高齢者の孤立を防ぐ居場所づくりや、子育てサロンの運営及び乳幼

児健診への協力などの予防的福祉活動を行っています。敬老金の配布、緊急

連絡カード調査などの区の事業への協力、災害対策への参加など様々な活動

をしています。区は民生委員・児童委員への支援や連携を通じて、地域社会

の中で生活上の様々な問題を抱えている方への相談及び援助活動を行いま

す。 

担当 福祉政策課 

 

１-２-７ 話し合い員による訪問活動（高１-１-８） 

事業概要 

地域のひとり暮らし高齢者等の孤独感や不安感を和らげるため、話し合い

員が定期的に対象者の自宅を訪問し、話し相手となるほか、生活や身の上の

相談に応じ、区と連携して必要なサービスや支援につなげます。 

また、民生委員・児童委員、高齢者あんしん相談センター等と連携した見

守り活動を行います。 

担当 高齢福祉課 

 

１-２-８ ハートフルネットワーク事業の充実（高１-１-１） 

事業概要 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、関係協力機

関、高齢者あんしん相談センター及び区が相互に連携して地域全体で高齢者

の見守り、声かけ等を行うとともに、異変等を発見した場合には、迅速に対

応できる体制の充実を図ります。 

担当 高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 ４年度実績 ８年度 

ハートフルネットワーク

協力機関数 
団体 680 700 

 

１-２-９ みまもり訪問事業 

事業概要 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域のボラン

ティア（みまもりサポーター）が自宅を定期的に訪問するなどして、安否確

認を行います。 

担当 社会福祉協議会 
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１-２-10 主任ケアマネジャーの支援・連携（高２-１-７） 

事業概要 

地域ケアマネジメント力向上の中核的役割を担う主任ケアマネジャーに対

し、研修の実施により資質向上を図るとともに、包括的・継続的ケアマネジ

メントの支援・連携を行います。 

担当 高齢福祉課、介護保険課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

主任ケアマネジャー

向け研修 
回 １ １ １ １ 

 

１-２-11 シルバー人材センターの活動支援（高１-１-14） 

事業概要 

 企業や家庭、公共団体などから臨時的・短期的・軽易な仕事を引き受け、

会員に就業の機会を提供しているシルバー人材センターの活動を支援するこ

とで、高齢者の生きがいの創出、健康の維持につなげ、活力ある高齢社会、

地域社会づくりを推進します。 

担当 高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 ４年度実績 ８年度 

会員数 人 1,275 1,424 

就業実人員 人 1,031 1,154 

 

１-２-12 シルバーお助け隊事業への支援（高１-１-15） 

事業概要 

 高齢者等の日常生活で起こるちょっとした困りごとに対し、シルバー人材

センターが会員を派遣し、援助するサービスについて、区が助成すること

で、住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援します。 

担当 高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 ４年度実績 ８年度 

実施件数 件 239 300 
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１-２-13 介護施設ワークサポート事業（高２-４-２） 

事業概要 

シルバー人材センターに「介護施設お助け隊」を設置し、介護施設の臨時

的又は軽易な業務を引き受けることで、高齢者の活躍の場の拡大と併せ、介

護人材不足を側面から支援します。 

また、就業に興味のある高齢者を対象に、介護に関する基礎的な講義と就

業体験を行うセミナーを開催し、福祉の担い手として活躍する元気高齢者の

裾野を広げます。 

担当 高齢福祉課 

 

１-２-14 高齢者クラブ活動の支援 

事業概要 

地域において高齢者のいきがい向上及び健康の維持増進及び友愛訪問を含

めた地域福祉活動等に貢献している高齢者クラブの活動に対して支援しま

す。 

担当 高齢福祉課 

 

１-２-15 文の京フレイル予防プロジェクト（高３-２-５） 

事業概要 

高齢者の虚弱（フレイル）を予防するため、フレイルチェックなどの取組

を、区内の住民主体の通いの場などと連携して実施します。フレイルチェッ

クは、健康運動指導士等の専門職からなる「フレイルトレーナー」の助言を

受けながら、専門の研修を受けた区民からなる「フレイルサポーター」が中

心となって主体的に運営します。 

担当 高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

フレイルサポーター

養成講座受講者 
人 16 16 16 16 

フレイルチェック参

加者 
人 346 350 350 350 

 

１-２-16 介護予防ボランティア指導者等養成事業（高３-２-４） 

事業概要 
 地域で支える介護予防の担い手として、文の京介護予防体操推進リーダー

や転倒骨折予防教室ボランティア指導員等の養成を図ります。 

担当 高齢福祉課 
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１-２-17 社会参加の促進事業（高１-１-13） 

事業概要 

 概ね 50 歳以上の方が、講座受講をきっかけとして地域でボランティア等

の活動を開始することを目的に、ミドル・シニア講座、絵本の読み聞かせ講

座等を実施します。 

また、社会参画のきっかけづくりとして、区の情報誌をダイレクトメール

で送付します。 

担当 高齢福祉課 

 

１-２-18 青少年健全育成会への支援・連携（子３-４-４） 

事業概要 
 地域の特性や社会情勢、地域住民のニーズに即した青少年健全育成施策を

推進するため、青少年健全育成会の活動を支援します。 

担当 児童青少年課 

 

１-２-19 文京区子育てサポーター認定制度（子５-１-１） 

事業概要 

区の子育て支援事業等でも活用できる、子育てに関する知識や技能等を修

得する研修を実施し、地域の子育て世帯をサポートする人材の育成を図りま

す。 

さらに、地域の人材による子育て支援に関する連絡会「地域の子育てサポ

ート連絡会」を開催し、ネットワークの形成を図ります。 

担当 子育て支援課、社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

ベーシックサポータ

ー認定研修実施回数 
回 ２ ２ ２ ２ 

スタンダードサポー

ター認定研修実施回

数 

回 ２ ２ ２ ２ 

地域の子育てサポー

ト連絡会実施回数 
回 １ １ １ １ 
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１-２-20 ファミリー・サポート・センター事業（子５-１-２） 

事業概要 
子育ての援助を受けたい区民と援助を行いたい区民が会員となり、地域の

中で互いに助け合いながら子育てする相互援助活動を行います。 

担当 子育て支援課 

３年間の 

計画事業量 

文京区子育てサポーター認定制度を活用し、提供会員の質の向上を図ると

ともに、地域担当制をとり、提供会員と依頼会員のマッチングの向上を図り

ます。 
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２ 安心して暮らせる環境の整備 
 

２-１ 多様で複合化した課題に対応する包括的な支援体制の強化 
 

２-１-１ 包括的相談支援事業 ★ ○新  

事業概要 

 高齢・介護、障害、子ども、生活困窮等の各分野において実施されている

既存の相談支援を一体的に実施し、相談者の属性や世代、相談内容等に関わ

らず、地域住民からの相談を包括的に受け止め、抱える課題の整理を行いま

す。 

 また、受け止めた相談のうち、複雑化・複合化している課題については、

多機関協働事業につなぎ、連携を図りながら支援を行います。 

担当  事務局：福祉政策課 

 

２-１-２ 多機関協働事業 ★ ○新  

事業概要 

 支援関係機関間の有機的な連携体制を構築し、当該連携体制の中で地域に

おける地域生活課題等の共有を図り、複雑化・複合化した支援ニーズを有し、

様々な課題の解きほぐしが求められる事例等に対して支援を行います。 

担当  事務局：福祉政策課 

３年間の 

計画事業量 

複雑化・複合化した支援ニーズを有し、様々な課題の解きほぐしが求めら

れる事例等を支援するため、分野横断的に多機関が連携した会議体（支援会

議及び重層的支援会議）を運営します。支援会議では、地域において関係機

関等がそれぞれ把握していながらも支援が届いていない個々の事例の情報共

有や、地域における必要な支援体制の検討を行います。重層的支援会議で

は、支援プランの協議と策定を行うとともに、定期的にモニタリング会議を

開催し、再プランやプラン終結等の判断を行います。 

 

２-１-３ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 ★ ○新  

事業概要 

 本人と直接かつ継続的に関わるための信頼関係の構築や、本人とのつなが

りづくりに向けた支援を行い、複雑化・複合化した課題を抱えているため必

要な支援が届いていない方に支援を届けます。 

担当  事務局：福祉政策課 
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２-１-４ 文京区版ひきこもり総合対策 

事業概要 

 ひきこもり当事者やその家族及び 8050 問題ケース等の複合的な課題を含

む相談を文京区ひきこもり支援センターで実施し、関係機関と連携しながら

支援を行います。 

ひきこもり状態にある方の自立を支援するため、「ひきこもり等自立支援

事業（ＳＴＥＰ事業）」（Support 支援／Talk 相談／Experience 経験／Place

居場所）を行います。 

担当  事務局：生活福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

ひきこもり支援センタ

ー相談件数 
件 164 220 240 260 

STEP 事業相談件数 件 818 920 940 960 

STEP 事業支援メニュー

利用件数 
件 505 540 550 560 

 

２-１-５ ヤングケアラー支援推進事業 ○新  

事業概要 

 ヤングケアラーに対する理解促進を図るため、周知啓発用リーフレットの

作成や、関係機関を対象とした研修等を実施します。 

また、ヤングケアラー支援対策関係者連絡会において、課題を共有しなが

ら支援のあり方等を協議し、関係機関との連携体制を強化するとともに、ヤ

ングケアラー本人だけでなく、家族全体に対する支援を行います。 

担当  事務局：福祉政策課 

３年間の 

計画事業量 

支援関係者やヤングケアラー本人向けのリーフレットを作成し、周知啓発

を図るとともに、子ども・教育・福祉・保健医療等の様々な分野の関係者や

地域の多様な主体を対象とした研修を行い、ヤングケアラー支援の事例等を

通して、対応力向上を図ります。 

また、ヤングケアラーの負担の軽減を図り、子どもらしく過ごせる時間と

場を確保するため、関係機関と連携して本人の意向を踏まえた支援計画を作

成し、本人及び家族全体に対する支援を行います。 
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２-１-６ 高齢者あんしん相談センターの機能強化 ★（高１-４-５） 

事業概要 

 在宅医療・介護連携や認知症施策の推進など、高齢者あんしん相談センタ

ーに期待される多様な役割を十分に果たせるよう、センターと区との連携強

化を図るとともに、複雑化・複合化した課題を抱える困難ケースに適切に対

応するため、介護分野に限らず、障害分野、児童分野、生活困窮分野等の関

係機関との連携体制の構築を推進します。 

担当  高齢福祉課 

 

２-１-７ 障害者基幹相談支援センターの運営 ★（障２-１-７） 

事業概要 

 障害者等が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、人材

育成と家族全体の重層的課題を含んだ高度かつ複雑な内容の相談支援を実施

します。 

また、障害者の権利擁護や地域移行・地域定着に関する取組など、支援体

制の強化等を推進する総合的な相談支援活動の拠点として事業運営を行い、

障害分野に限らず、介護分野、児童分野、生活困窮分野等の関係機関との連

携体制の構築を推進します。 

担当  障害福祉課 

３年間の 

計画事業量 

地域の相談支援事業所に対する専門的な指導・助言を年 400 件行い、地域

の相談支援事業所の人材育成の支援及び地域の相談機関との連携強化の取組

を年 12 回実施します。 

また、個別事例の支援内容の検証を年 12回実施し、主任相談支援専門員を

２人配置します。 

 

２-１-８ 利用者支援事業 ★ 

事業概要 

 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等

に円滑に対応するため、相談員等が専門的な見地から相談支援等を実施し、

妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援体制を構築します。 

担当  子ども家庭支援センター、保健サービスセンター 

※子ども・子育て支援事業計画に内包する事業になります。 
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２-１-９ 在宅医療・介護連携推進事業（高１-２-２） 

事業概要 

 医療と介護の両方を必要とする高齢者が、人生の最期まで住み慣れた地域

で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域の医療・看護・介護等

の関係者による多職種連携体制を構築し、日常の療養支援、入退院支援、急

変時の対応、看取りといった４つの場面における在宅医療・介護連携の取組

を推進します。 

担当  高齢福祉課 

 

２-１-10 地域医療連携推進協議会・検討部会の運営（保２-１-１） 

事業概要 

 区内大学病院、都立病院、地区医師会・歯科医師会・薬剤師会等で構成す

る協議会及び検討部会を通じて、地域医療の現状把握、課題の整理を行って、

対応策の協議・検討を行います。 

担当  健康推進課、高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 ４年度実績 ８年度 

地域医療連携推進協議会 回 １ １ 

高齢者・障害者口腔保健医

療検討部会 
回 １ １ 

小児初期救急医療検討部会 回 １ １ 

在宅医療検討部会 回 ２ ２ 
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２-１-11 居住支援の推進 

事業概要 

 住宅確保要配慮者（高齢者、障害者、ひとり親世帯等住宅の確保に特に配

慮を要する者）に対し、区内不動産店及び家主の協力を得ながら、住宅確保

要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の確保を進めるとともに、様々な既

存の住宅ストックを活用することで住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進し

ます。 

また、住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した日常生活を営む

住まい方ができるよう様々な機関と連携した支援をするとともに、文京区、

不動産関係団体、居住支援団体で構成する「文京区居住支援協議会」におい

て、相談支援等住まい方に関する支援を検討します。 

 あわせて、区営住宅、シルバーピア及び障害者住宅の適切な管理運営を行

いつつ、入居者が継続的に安心して暮らすことができるよう関係機関と連携

した支援を行うとともに、都営住宅の募集に関する情報提供等を適切に行う

ことで、住宅に困窮する世帯に対する住まいの確保を図ります。 

担当  福祉政策課 

 

２-１-12 医療的ケア児支援体制の構築（障４-２-３） 

事業概要 

 医療的ケア児が、未就学期・学齢期・成人期のライフステージに応じて円

滑かつ適切な支援を受けられるように、保健、医療、障害福祉、保育、教育

等の関係機関による連絡会を開催し、適切な支援体制の構築に向けた課題・

対策等について協議を行います。 

担当  事務局：障害福祉課 

３年間の 

計画事業量 

 保健、医療、障害福祉、保育、教育等、医療的ケア児の支援に関わる行政

機関や事業所等の関係者による連絡会を開催し、地域の課題や対策について

継続的・定期的に意見交換や情報共有を図ります。 

 

２-１-13 自殺対策推進に係る連携会議の開催（保２-３-13） 

事業概要 

 関係機関で構成する自殺対策に関する会議を開催し、自殺の現状や課題の

共有及び効果的な事業の検討等を行い、自殺対策推進に係る連携体制の構築

の強化を図ります。 

担当  事務局：予防対策課 

 

  



 

58 
 

２-１-14 児童虐待防止ネットワークの充実（子４-１-１） 

事業概要 

 要保護児童対策地域協議会の運営により、虐待などによる要保護児童等に

ついて、適切な保護・支援に必要な関係機関相互の情報交換及び状況把握に

努め、連携を図ります。 

また、児童虐待防止に関する啓発活動を行います。 

担当  子ども家庭支援センター 

３年間の 

計画事業量 

要保護児童対策地域協議会を運営し、代表者会議、実務者会議、医療関係

者会議、個別ケース会議等により、虐待などによる要保護児童等について、

適切な保護・支援に必要な関係機関相互の情報交換及び状況把握に努め、連

携を図ります。 

また、児童虐待防止のため、小・中学生用児童虐待防止マニュアルを配布

するとともに、児童虐待防止月間の企画展等、様々な機会を捉え啓発活動を

行います。 

 

２-１-15 男女平等センターにおける相談事業の充実 

事業概要 

 パートナーや親子などの家族関係、職場や地域での人間関係、自分自身の

生き方、性的指向や性自認に起因する問題など、様々な問題について、カウ

ンセラーによる相談を行います。 

担当  総務課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

男女平等センター 

相談室の相談件数 
件 1,000 1,100 1,100 1,100 

 

２-１-16 性自認・性的指向に関する相談場所・情報共有の場の提供  

事業概要 
 当事者や支援者による情報共有やコミュニケーションの機会を提供すると

ともに、性自認・性的指向に関する相談場所を提供します。 

担当  総務課 

 

２-１-17 文京ユアストーリー 

事業概要 

 人生の最後まで安心して住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、身寄

りのない高齢者を対象に、元気なうちから社会参画支援及び定期連絡・訪問

を行い、判断能力等の衰えが見られる場合には、利用者の意向に沿って、後

見制度や介護サービスの紹介、葬儀や家財処分の準備等の支援を行います。 

担当  社会福祉協議会 
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２-２ 生活困窮者等への支援 
 

２-２-１ 生活困窮者への自立支援の推進 ★ 

事業概要 

生活保護に至る前の生活困窮者に対し、区が実施主体となって、関係機関

との連携により、地域の支援体制を構築し、自立相談支援事業、住居確保給

付金の支給、就労準備支援事業、一時生活支援事業、学習支援事業その他生

活困窮者の自立の促進に関し包括的な事業を実施します。 

担当 生活福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

自立相談支援事業 

新規相談受付件数 
件 393 250 250 250 

住居確保給付金支給件

数 
件 64 15 15 15  

その他支援 人 86 80 80 80 

 

２-２-２ 生活保護受給者への就労意欲喚起による早期の就労・自立支援 

事業概要 

 生活保護受給者のうち稼動年齢である者に対して、就労相談・就労支援等

の業務経験を有する支援員が就労に関する基本的事項の習得、就労体験及び

就職後の定着支援など、就労意欲を喚起させ、自立に必要な支援を原則とし

て６か月間実施します。 

また、高齢者の生活保護受給者については、社会的孤立状態の予防として

就労支援を実施します。 

担当 生活福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

就労件数 件 43 40 40 40 

自立件数 件 14 12 12 12 

面談回数 件 1,891 1,800 1,800 1,800 
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２-２-３  DV 等暴力被害の防止及び相談支援 

事業概要 

 夫などから暴力被害を受けている女性及び母子からの相談を受け、安全に

安心して生活できるように個々の状況に応じた支援を行い、自立に向けた生

活再建のために関係機関と連携して相談支援を行います。 

配偶者暴力相談支援センターでは、相談、情報提供、助言等を行い、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護等を図ります。 

担当 生活福祉課 

 

２-２-４ 女性のほほえみ支援ネットワーク事業 ○新  

事業概要 

 ＤＶや生活困窮等の困難な問題を抱える女性に対し、自立に向けた切れ目

のない相談・支援ができるように、支援に関わる福祉、子育て、教育等の関

係機関と民間団体や民間事業者との連携・協働による支援のあり方の検討と

ネットワークの構築を行います。 

担当 生活福祉課 

３年間の 

計画事業量 

女性のほほえみ支援ネットワーク事業を構築し、支援に関わる福祉、子育

て、教育等の関係機関と民間団体や民間事業者との代表者会議、実務者会議、

個別ケース会議等により情報交換や状況把握に努め、ＤＶや生活困窮等の困

難な問題を抱える女性に対して、自立に向けた切れ目ない支援を連携・協働

により行います。 
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２-３ 福祉保健サービスの利用支援と権利擁護の推進 
 

２-３-１ 福祉サービス利用援助事業の促進 

事業概要 

 高齢、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分なため、日常生活

で支援を必要とする方に対し、福祉サービスの利用支援、日常的な金銭管理

及び重要書類預かり等を行うことにより、在宅生活が継続できるよう支援し

ます。 

担当 社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

福祉サービス利用援助

事業契約件数 
件 67 73 80 88 

財産保全管理サービス

契約件数 
件 14 15 16 17 

 

２-３-２ 福祉サービスに対する苦情申立・相談対応の充実 

事業概要 

 福祉サービスの利用に当たり、利用契約やサービス内容について、サービ

ス提供事業者への苦情や要望を受け付け、中立・公正な立場で、解決に向け

た支援を行います。 

 また、福祉サービス苦情等解決委員会を設置し、必要に応じて中立・公正

な専門委員による仲介や調査により、解決を図ります。 

担当 社会福祉協議会 

 

２-３-３ 福祉サービス第三者評価制度の利用促進 

事業概要 

 福祉サービスを提供する事業者の第三者評価の受審を支援し、福祉サービ

スを利用する区民へのサービス選択のための情報提供の促進及び事業者の福

祉サービスの質の向上を図ります。 

担当 福祉政策課 
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２-３-４ 成年後見制度利用支援事業 

事業概要 

成年後見制度の利用に要する費用のうち、申立てに要する経費を負担する

ことが困難な方に対し、その費用を助成します。 

また、後見人等の報酬に係る費用を負担することが困難な方に対し、その

費用を助成します。 

担当 福祉政策課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

成年後見等申立費用助

成 
件 ０ １ ２ ２ 

成年後見等報酬助成 件 24 26 27 28 

 

２-３-５ 法人後見の受任 

事業概要 
 成年後見人を必要としながら適切な後見人を得られない区民を対象に、成

年後見人を受任する法人後見を実施します。 

担当 社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

法人後見受任数 人 ７ ７ ８ ８ 
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２-３-６ 権利擁護支援に係る地域連携ネットワークの推進 

事業概要 

成年後見制度利用促進基本計画で定められた、福祉・行政・法律専門職な

どの連携による「支援」機能を備える、権利擁護支援の地域連携ネットワー

クを推進する中核機関を、文京区社会福祉協議会に委託して運営します。 

中核機関の取組として、権利擁護センターとの有機的な連携を図りながら、

専門職による専門的助言等の確保、支援を必要とする区民の早期発見と継続

的な支援に資する関係機関の連携体制の強化を図ります。 

あわせて、幅広く意思決定支援の理念の普及・啓発を行い、成年後見制度

の利用に至る前の支援から成年後見制度の利用に至るまでの支援が切れ目な

く一体的に確保されるよう、市民後見人及びその他の権利擁護の担い手の養

成・活躍の場の仕組みづくりに取り組みます。 

担当 福祉政策課 

３年間の 

計画事業量 

 権利擁護支援の地域連携ネットワークを推進する中核機関の取組を、文京

区社会福祉協議会に委託し、コーディネート機能の維持・強化を図ります。 

 あわせて、権利擁護支援を必要とする方が、尊厳のある本人らしい生活を

継続することができるよう、地域の関係者や地域住民へ意思決定支援の理念

の普及・啓発を行うとともに、福祉・法律の専門職による専門的助言等の確

保、関係機関の連携体制の強化等を図る協議会の運営を維持します。  

さらに、この権利擁護支援の地域連携ネットワークを活用し、本人の意思

決定支援などの幅広い場面で活躍できる権利擁護支援の担い手の育成・活躍

の場の仕組みづくりの構築に向けて、関係機関との検討・調整を図ります。 
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３ ひとにやさしいまちづくり 
 

３-１ まちのバリアフリー、ユニバーサルデザインの推進 
 

３-１-１ バリアフリーの道づくり 

事業概要 

 文京区バリアフリー基本構想に基づき、生活関連経路（１次経路及び歩道

のある２次経路）の歩道の拡幅、平坦性の確保、視覚障害者誘導用ブロック

の設置などを行い、すべての人にやさしい道路の実現を図ります。 

担当 道路課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

生活関連経路に指定

された区道の整備率 
％ 15.0 20.0 22.5 25.0 

 

３-１-２ 文京区バリアフリー基本構想の推進 

事業概要 

 バリアフリー基本構想の重点整備地区別計画に基づき、各施設設置管理者

等が特定事業を実施することで、重点的かつ一体的なバリアフリーを推進し

ます。 

担当 都市計画課 

 

３-１-３ 文京区福祉のまちづくりに係る共同住宅等整備要綱に基づく指導 

事業概要 

 高齢者や障害者を含めたすべての人が、安全、安心、快適に共同住宅等で

生活できるよう、その整備に関する基準を定めることにより、福祉のまちづ

くりを推進します。 

担当 住環境課 
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３-１-４ 総合的自転車対策の推進 

事業概要 

 安全な歩行者空間を確保するため、放置自転車の警告・撤去、自転車駐車

場の整備等の総合的な自転車対策を推進します。 

また、小中学生対象の自転車交通安全教室を実施するとともに、区報やホ

ームページによる自転車利用者への交通ルールの周知・マナーの向上、警察

と協力した交通安全イベントを実施します。 

担当  管理課 

 

３-１-５ 公園再整備事業 

事業概要 

区立の公園、児童遊園等をより安全・安心で快適なものとするため、「文

京区公園再整備基本計画」に基づき、地域主体の区民参画による計画的な公

園等の再整備を行い、ユニバーサルデザインに配慮した施設整備や施設配置

を行うことで、高齢者を始め、障害者や子育てをしている方などにも利用し

やすい公園づくりを推進します。 

担当 みどり公園課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

公園再整備 園 ４ １ ３ ４ 

 

３-１-６ コミュニティバス運行 

事業概要 
区内を円滑に移動できるよう、コミュニティバスで区の拠点間を結び、公

共交通不便地域を解消することにより、区民等の利便性を高めます。 

担当 区民課 
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３-２ 心のバリアフリーの推進 

 
３-２-１ 障害者差別解消に向けた取組の推進（障５-２-４） 

事業概要 
 障害者差別解消法及び東京都障害者差別解消条例を踏まえ、障害を理由と

する差別の解消に向けて、区民や民間事業者等に周知・啓発活動を行います。 

担当  障害福祉課 

 

３-２-２ 福祉教育の推進 

事業概要 

 ノーマライゼーションやソーシャルインクルージョンの考え方に基づき、

多様性を認め合い、だれもがつながりを持ち、支え合えるまちを目指し、学

校や地域、関係機関と連携し、体験・交流事業を通じて心のバリアフリーを

推進します。 

また、本事業を通じた地域活動の活性化を図ります。 

担当  福祉政策課、社会福祉協議会 

 

３-２-３ 障害及び障害者・児に対する理解の促進（理解促進研修・啓発事業）（障 5-2-1） 

事業概要 

 障害者・児が住み慣れた地域社会において、差別や偏見なく地域の一員と

して育ち暮らし続けていけるよう、様々な機会を捉えて障害の特性や障害の

ある人に対する理解を深めることや、共生社会の実現を図ることを目的とし

て、地域支援フォーラムにおいて講演会等の事業を行うとともに、心のバリ

アフリーハンドブックを作成し、教育機関及び区内イベント等での配布を通

じて周知啓発を行います。 

担当  障害福祉課 

３年間の 

計画事業量 

地域支援フォーラム（年１回）において講演会等の事業を行うとともに、

心のバリアフリーハンドブックの配布を通じて周知啓発を行います。 

 

３-２-４ 障害者週間記念行事「ふれあいの集い」の充実（障５-２-２） 

事業概要 

 「障害者週間(12 月３日から９日)」を記念して、障害のある人もない人

もともに集い、障害福祉についての関心や理解を促進するための催しを開催

します。 

担当  障害福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

入場者数 人 2,318 2,364 2,387 2,410 
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３-２-５ 認知症に関する講演会（高１-３-１） 

事業概要 
 講演会の実施及びパンフレットの活用等により、認知症に関する正しい知

識・理解の普及啓発を図ります。 

担当  高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

開催回数 回 ８ ４ ４ ４ 

 

３-２-６ 認知症サポーター養成講座（高１-３-２） 

事業概要 

 認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認知

症の本人やその家族を温かく見守る認知症サポーターを養成します。 

また、一層の活動参加促進のため、より実践的な対応方法の習得等を内容

とする認知症サポーター実践講座を実施します。 

担当  高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

年間サポーター 

養成数 
人 765 1,000 1,000 1,000 

文京区サポーター総

数 
人 17,330 19,000 20,000 21,000 

実践講座の参加者数 人 23 20 20 20 
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３-３ 情報のバリアフリーの推進 

 

３-３-１ 情報提供ガイドラインに即した情報発信の推進（障５-３-１） 

事業概要 

 区から発信する情報が多様な受け取り手に届くよう、障害の特性に配慮し

た情報提供を行うことを目的に策定した「情報提供ガイドライン」に則った

情報提供を推進します。 

担当  障害福祉課 

 

３-３-２ 情報バリアフリーの推進（障５-３-２） 

事業概要 

 障害者パソコン教室の実施、区役所窓口への拡大鏡・筆談ボード等の設置

やバリアフリーマップ等により、障害者が日常生活を送る上で必要な情報を

取得するための支援を行い、情報バリアフリーの推進を図ります。 

担当  障害福祉課 

 

３-３-３ 区報ぶんきょう・ホームページ・CATV での情報提供の充実 

事業概要 

 区報ぶんきょうについては、視覚障害のある方が必要な情報を取得できる

ようにするため、点字広報や声の広報として毎号発行し、無料で配布します。

また、自動読み上げ機能や文字の拡大表示機能のある多言語版電子書籍にお

いても配信します。 

ホームページについては、高齢者や障害者を含めただれもが必要な情報を

必要なときに取得できるよう、ウェブアクセシビリティに配慮したページ作

成に努めます。 

 CATV については、番組本編に字幕の挿入を行うとともに、手話通訳を付け

た番組を制作し放送します。また、災害時には災害の状況や避難所に関する

情報を見ることのできる「データ放送」や「緊急文字告知」として適時文字

放送を行います。 

担当  広報課 
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３-３-４ 図書館利用に障害のある方への図書館資料の貸出及び情報提供（障５-３-３） 

事業概要 

印刷文字による読書が困難な方に向け、電子書籍、オーディオブック、大

活字本、点字図書、録音図書等、多様な資料の収集、提供を行うほか、対面

朗読サービスの実施、読書をサポートする機器類の設置を行います。 

 また、来館が困難な方へのサービスとして、資料の郵送サービス（視覚障

害のある方対象）、宅配サービス（来館が困難な単身の区民対象）を実施し

ます。 

 各サービスの広報にも努め利用の促進を図ります。 

担当 真砂中央図書館 
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３-４ 災害時の自助・互助・共助・公助による安全・安心の確保 
 

３-４-１ 避難所運営協議会の運営支援 

事業概要 

 災害時に避難所がその役割を十分に果たすことができるよう、各避難所運

営協議会の運営や避難所運営訓練等の活動を支援することにより、取組を活

性化させ、自主運営体制の確立と地域防災力の向上、防災意識の啓発を図り

ます。 

担当  防災課 

 

３-４-２ 避難行動要支援者への支援 

事業概要 

 災害時の避難行動に支援を要する方に対して、安否確認、避難誘導等を適

切に行うため、支援者や関係機関との連携強化による状況把握等を実施し、

支援体制の充実を図ります。 

また、災害時の停電等により、生命に危険を及ぼす可能性のある在宅人工

呼吸器使用者については、東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針に基

づき災害時個別支援計画を策定するなど、災害時の安全確保のための支援体

制を整えていくとともに、障害の特性に合わせた支援内容の検討を行いま

す。 

担当  防災課、予防対策課 

 

３-４-３ 災害ボランティア体制の整備 

事業概要 

 災害時に被災者支援のボランティア活動を円滑に進めるため、災害ボラン

ティアセンターの体制の整備の実効性を担保できるよう、平常時から関係機

関との連携を進め、安心して暮らせる仕組みづくりに努めます。 

担当  社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

 発災時に、災害ボランティアセンターの設置・運営に係るスタッフが混乱

することなく復興支援に携われるよう、被災地の最新情報等を参考にしなが

ら、随時、マニュアル等の更新を図ります。 
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３-４-４ 福祉避難所の拡充 

事業概要 

 避難所での避難生活が著しく困難な方を一時的に受け入れ、支援するため

の福祉避難所について、区内に存する福祉関連施設等と連携・協力して設置

箇所数の拡大を図るとともに、福祉避難所が機能するよう設置及び運営方法

に関する検討を進めます。 

担当  福祉政策課 

３年間の 

計画事業量 

 区内に設置される福祉施設の運営事業者との間で、災害時における福祉避

難所の開設等の相互協力に関する協定を締結し、福祉避難所の拡充を図りま

す。 

あわせて、協定を締結している福祉避難所が災害時に機能を発揮できるよ

う、訓練や運営マニュアルの改善、備蓄物資の拡充などに取り組むとともに、

直接避難に向けた受け入れ体制の調整等を行います。 

 

３-４-５ 被災者支援の仕組みづくり 

事業概要 

 一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携しながら被災者

に対してきめ細かな支援を継続的に実施する、災害ケースマネジメントなど

による被災者支援の仕組みを検討します。 

担当  防災課、福祉政策課 

 

３-４-６ 耐震改修促進事業 

事業概要 

 建築物の所有者が建物の耐震性能を把握し、耐震改修を行えるよう、耐震

診断、耐震設計及び改修工事等の費用助成を行います。高齢者又は障害者が

居住する木造住宅に対しては、助成の補助率と補助金上限額を優遇します。 

担当  地域整備課 

 

３-４-７ 家具転倒防止器具設置助成 

事業概要 

 災害時に、負傷の原因や避難・救出の障害となる家具の転倒・落下・移動

等を防止し、在宅避難を推進するため、家具の転倒等防止器具の購入・設置

に係る費用を助成し、自宅における減災対策を推進・啓発します。 

担当  防災課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 
４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

家具転倒防止器具 

設置助成数 
件 114 200 200 200 

 



                                                【資料第２号 別紙１－１】 

1 

 

中間のまとめからの主な変更点について【総論・地域福祉保健の推進計画】 

 

No. 箇 所 変更前（中間のまとめ） 変更後（案） 

1 P.6 

4 計画の体系 

イラスト内 

・高齢者あんしん相談センター 

・障害者基幹相談支援センター 

・子ども家庭支援センター 

・児童発達支援センター 

・保健所 

・高齢者あんしん相談センター 

・障害者基幹相談支援センター 

・子ども家庭支援センター 

・児童発達支援センター 

・保健所 

・教育センター 

2 P.27 

○文京区版ひきこ

もり総合対策 

 また、「文京区ひきこもり支援センター」を設置し、ひきこも

り支援の総合窓口として、ご本人やご家族等からの相談を受ける

とともに、関係機関と連携しながら支援を行っています。 

また、「文京区ひきこもり支援センター」を設置し、ひきこも

り支援の総合窓口として、ご本人やご家族等からの相談を受ける

とともに、生活福祉課を主として、関係機関と連携しながら支援

を行っています。 

3 P.27 

○ヤングケアラー

支援 

 さらに、ヤングケアラー支援対策関係者連絡会において課題を

共有しながら支援のあり方等を協議し、関係機関との連携体制を

強化するとともに、ヤングケアラー本人だけでなく、家族全体に

対する支援を行っています。 

さらに、ヤングケアラー支援対策関係者連絡会において課題を

共有しながら支援のあり方等を協議し、福祉政策課や子ども家庭

支援センターを主として、関係機関との連携体制を強化するとと

もに、ヤングケアラー本人だけでなく、家族全体に対する支援を

行っています。 

4 P.28 

○生活保護受給者

数（保護率） 

■被保護者の動向（グラフ内） 

全国被保護者（保護率）  16.3‰ 

■被保護者の動向（グラフ内） 

全国被保護者（保護率）  16.2‰ 

5 P.33 

（６）要配慮者・

避難行動要支援者

の支援体制の状況 

 また、避難所での避難生活が著しく困難な要配慮者を一時的に

受け入れ、支援する二次避難所として、特別養護老人ホーム・福

祉作業所など区内 25 か所の福祉関連施設を福祉避難所として指

定し、応急的な食料や救援物資等の配備を行っています。 

 また、避難所での避難生活が著しく困難な要配慮者を一時的に

受け入れ、支援する避難所として、特別養護老人ホーム・福祉作

業所など区内 25 か所の福祉関連施設を福祉避難所として指定

し、応急的な食料や救援物資等の配備を行っています。 

6 P.37 

〇災害時の自助・

また、避難所で生活することが著しく困難な要配慮者が安心し

て避難生活ができるよう、福祉避難所の拡充を図るとともに、福

また、避難所で生活することが著しく困難な要配慮者が安心し

て避難生活ができるよう、福祉避難所の拡充を図るとともに、福
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No. 箇 所 変更前（中間のまとめ） 変更後（案） 

互助・共助・公助

による安全・安心

の確保 

祉関係機関と協力しながら、運営体制の構築を推進していきま

す。 

祉関係機関と協力しながら、運営体制の構築を推進していくとと

もに、被災者支援についても検討します。 

7 P.43 

1-1-4 地域介護

予防支援事業（通

いの場） 

 3 年間の計画事業量 

項目名 単位 ４年度実績 ８年度 

運営団体数 か所 28 38 
 

8 P.55 

2-1-7 障害者基

幹相談支援センタ

ーの運営 

 

障害者等が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができ

るよう、家族全体の重層的課題を含んだ高度かつ複雑な内容の相

談支援を実施するとともに、障害者の権利擁護や地域移行・地域

定着に関する取組及び関係機関とのネットワーク構築・人材育成

等、支援体制の強化等を推進する総合的な相談支援活動の拠点と

して事業運営を行います。 

事業概要の変更 

障害者等が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができ

るよう、人材育成と家族全体の重層的課題を含んだ高度かつ複雑

な内容の相談支援を実施します。 

また、障害者の権利擁護や地域移行・地域定着に関する取組な

ど、支援体制の強化等を推進する総合的な相談支援活動の拠点と

して事業運営を行い、障害分野に限らず、介護分野、児童分野、

生活困窮分野等の関係機関との連携体制の構築を推進します。 

9 P.62 

2-3-4 成年後見

制度利用支援事業 

3 年間の計画事業量 

項目名 
単

位 

４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

成年後見等申立費

用助成 
件 0 1 2 3 

 

3 年間の計画事業量 

項目名 
単

位 

４年度 

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

成年後見等申立費

用助成 
件 0 1 2 2 

 

10 P.63 

2-3-6 権利擁護

支援に係る地域連

携ネットワークの

推進 

 成年後見制度利用促進基本計画で定められた、福祉・行政・法

律専門職などの連携による「支援」機能を備える、権利擁護支援

の地域連携ネットワークを推進する中核機関を、文京区社会福祉

協議会に委託して運営する。 

中核機関の取組として、権利擁護センターとの有機的な連携を

図りながら、専門職による専門的助言等の確保、支援を必要とす

成年後見制度利用促進基本計画で定められた、福祉・行政・法

律専門職などの連携による「支援」機能を備える、権利擁護支援

の地域連携ネットワークを推進する中核機関を、文京区社会福祉

協議会に委託して運営する。 

 中核機関の取組として、権利擁護センターとの有機的な連携を

図りながら、専門職による専門的助言等の確保、支援を必要とす
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No. 箇 所 変更前（中間のまとめ） 変更後（案） 

る区民の早期発見と継続的な支援に資する関係機関の連携体制

の強化を図るとともに、幅広く意思決定支援の理念の普及・啓発

を行い、市民後見人を含む権利擁護支援の担い手の育成・活躍の

場の仕組みづくりに取り組みます。 

る区民の早期発見と継続的な支援に資する関係機関の連携体制

の強化を図ります。 

あわせて、幅広く意思決定支援の理念の普及・啓発を行い、成

年後見制度の利用に至る前の支援から成年後見制度の利用に至

るまでの支援が切れ目なく一体的に確保されるよう、市民後見人

及びその他の権利擁護の担い手の養成・活躍の場の仕組みづくり

に取り組みます。 

11 P.67 

3-2-6 認知症サ

ポーター養成講座 

3 年間の計画事業量 

文京区サポーター

総数 
人 17,330 18,300 19,300 20,300 

 

3 年間の計画事業量 

文京区サポーター

総数 
人 17,330 19,000 20,000 21,000 

 

12 P.71 

3-4-4 福祉避難

所の拡充 

 避難所での避難生活が著しく困難な方を一時的に受け入れ、支

援するための二次避難所である福祉避難所について、区内に存す

る福祉関連施設等と連携・協力して設置箇所数の拡大を図るとと

もに、福祉避難所が機能するよう設置及び運営方法に関する検討

を進めます。 

避難所での避難生活が著しく困難な方を一時的に受け入れ、支

援するための福祉避難所について、区内に存する福祉関連施設等

と連携・協力して設置箇所数の拡大を図るとともに、福祉避難所

が機能するよう設置及び運営方法に関する検討を進めます。 

13 P.71 

計画事業の追加 

 ３-４-５ 被災者支援の仕組みづくり 

事業概要 

 一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係

者が連携しながら被災者に対してきめ細かな支援

を継続的に実施する、災害ケースマネジメントなど

による被災者支援の仕組みを検討していきます。 

担当  防災課、福祉政策課 
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第１章 策定の考え方 

１ 計画の目的 

 我が国では、平均寿命の延びと少子化の影響により、世界に類を見ない早さで超高齢社会

が進行しています。 

 国の統計によれば、令和５年（2023 年）９月 15 日現在の推計で、全国の高齢者人口は前

年比で約１万人減少し、昭和 25 年（1950 年）以降初めての減少となる一方、高齢化率は

29.1％と過去最高になっています。また、75 歳以上（後期高齢者）人口が初めて 2,000 万

人を超え、80 歳以上人口は総人口に占める割合が初めて 10％を超え、10 人に１人が 80歳

以上となりました（総務省「統計トピックス」）。本区では、令和６年（2024 年）１月１日現

在、区民の約５人に１人（18.8％）が高齢者となり、国の割合よりも低いものの、今後、高

齢者人口の増加が見込まれています。 

 このように、高齢者の増加が急速に進み、生産年齢人口が減少する中、医療サービスや介

護サービスなどの持続可能な社会保障制度の維持が求められています。さらに、家族の介護

等を理由とする介護離職、増加が見込まれる認知症高齢者やその家族の対応、介護と育児に

同時に直面するダブルケア、18 歳未満の子どもがケアの責任を引き受け、家族のケアなど

を行うヤングケアラーなど、複雑化・複合化した課題を抱える個人や世帯に対し、区の関係

機関が連携して対応する体制整備も求められています。 

 平成 27 年（2015 年）４月には、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す

る法律」が施行され、持続可能な介護保険制度を維持しながら、高齢者が可能な限り住み慣

れた地域で、その有する能力に応じ自立した生活を可能とする、医療、介護、介護予防、住

まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制（以下「地域包括ケアシステ

ム」という。）の構築が目的として掲げられました。また、令和３年（2021 年）４月には、

すべての人々が地域、暮らし、いきがいをともに創り、高め合うことができる社会の実現の

ため、包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点で「地域共生社会の実現のための社会

福祉法等の一部を改正する法律」が施行され、認知症に関する施策の総合的な推進などが盛

り込まれる等、介護保険法の一部が改正されました。さらに、令和５年（2023 年）６月に

は、認知症の方を含めた国民一人一人が、相互に人格と個性を尊重し、支え合い、共生する

社会の実現のため、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が公布され、令和６

年（2024 年）１月に施行されました。 

 本区では、これらを踏まえ、「2040 年問題1」を見据えた中・長期的視点に立ち、これまで

進めてきた地域包括ケアシステムの取組をさらに推進するとともに、医療・介護の連携強化

や認知症施策の充実など、高齢者を取り巻く諸課題に引き続き対応し、高齢者が住み慣れた

地域で安心して豊かに暮らし続けられる地域づくりを実現するため、高齢者・介護保険事業

計画（令和６年度～令和８年度）を策定します。 

                                                   
1 2040 年問題 少子化による急速な人口減少と高齢者人口がピークに達することで、日本が

2040 年に直面すると考えられている問題の総称。 
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【図表】１－１ 文京区地域福祉保健計画の構成 

 
文京区地域福祉保健計画 

２ 計画の性格・位置づけ 
 

すべての高齢者を対象とする計画として、老人福祉法に基づく「老人福祉計画」及び介

護保険法に基づく「介護保険事業計画」を一体のものとした「高齢者・介護保険事業計画」

を策定します。 

なお、「介護保険事業計画」は、「地域包括ケア計画」としての性格を併せ持っており、計

画期間における地域包括ケアシステムの推進に向けた取組を示しています。 

また、当該計画は、本区の地域福祉保健施策を推進するための基本となる「文京区地域

福祉保健計画」における分野別計画の一つに位置づけられています。 

 

法令に基づく計画名 根拠法令 本区における計画名 

老人福祉計画 老人福祉法第 20条の８ 
高齢者・介護保険事業計画 

介護保険事業計画 介護保険法第 117 条 
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３ 計画策定の検討体制 
 

〇高齢者・介護保険事業計画を含む地域福祉保健計画の策定に当たっては、検討組織として

文京区地域福祉推進協議会を設置し、内容の検討を行います。文京区地域福祉推進本部は、

協議会の検討結果について報告を受けた上で、計画策定の決定を行います。 

〇地域福祉推進協議会の下に設置した分野別検討部会の一つである高齢者・介護保険部会（文

京区地域包括ケア推進委員会）において、高齢者・介護保険事業計画の策定段階から協議

し、検討を行います。 

〇高齢者・介護保険部会での検討内容については、地域福祉推進協議会に報告し、そこで総

合的に協議・検討を行います。 

〇計画の検討経過を、区報・ホームページ等により区民周知を行うとともに、説明会の開催、

パブリックコメント等により広範な区民意見を聴取しながら、計画の策定を行います。  

 

 

 

 

 

【図表】１－２ 文京区地域福祉保健計画（高齢者・介護保険事業計画）の検討体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※文京区地域包括ケア推進委員会は、介護保険法に基づき、地域福祉推進分野の学識経験

者、地域医療関係団体の代表者、介護支援専門員及び介護（予防）サービス事業者の代

表者、地域の高齢者に関係する団体等の代表者並びに公募区民で構成されています。 
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分野別計画の策定における検討 

報告 

事務局 

子育て支援課 
事務局 

高齢福祉課 
事務局 

障害福祉課 
事務局 

生活衛生課 

地域福祉推進本部 

計画策定の審議・決定 

地域福祉推進本部幹事会 

計画策定の検討、総合調整 

調整 

地域福祉推進協議会 

計画策定の総合的な検討 
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４ 計画の期間 
 

本計画は、令和６年度から令和８年度までの３年間を計画期間とし、令和８年度に見直

しを行います。 

 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

     

     

     

 

  

文京区地域福祉保健計画 

高齢者・介護保険事業計画  

（第９期介護保険事業計画） 

前期計画 

令和３年度～ 

令和５年度 

次期計画 
令和９年度～ 

令和 11 年度 

 

「文の京」総合戦略 

令和６年度～令和９年度 

「文の京」総合戦略 

令和２年度～ 

令和５年度 
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５ 計画の推進に向けて 

１）地域の連携と支え合いによる地域福祉保健の推進 

地域では、区民、町会・自治会、民生委員・児童委員、福祉関係事業者、医療機関、ＮＰ

Ｏ、ボランティア団体など様々な主体が地域福祉保健の推進のために、日々主体的に活動

しています。 

本計画を推進していく上では、こうした地域による主体的な活動の裾野をさらに広げ、

様々な主体間の連携を強化するとともに、支援される方たちが時には支援する担い手とし

て活躍するような地域ぐるみの支え合いを推進していくことが大切です。 

区は、制度的に位置づけられた公的な福祉保健サービスを適切に提供するとともに、地

域福祉の推進を担う社会福祉協議会と緊密に連携し、地域の主体的な活動への積極的な支

援や様々な主体間の連携を図ることを通して、各主体と協働して地域ぐるみの支え合いを

推進します。 

 

【図表】１－３ 主体間の連携を強化し地域ぐるみの支え合いを推進 
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社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき「地域福祉の推進」を目的に、全国・都道府県・市区

町村のそれぞれに組織されている非営利の民間団体で、文京区社会福祉協議会は、昭和 27 年

（1952 年）に設立されました。 

 文京区社会福祉協議会では、地域福祉を推進するため、主に次のような事業を展開していま

す。 

 

1   地域福祉コーディネーターの配置による小地域福祉活動の推進 

2   生活支援コーディネーターの配置による地域の支え合い体制づくりの推進 

3    地域の支え合い活動や日常的な相談の中心となる多機能な居場所の活動支援 

4   地域交流の場を通した支え合いの仕組みづくり（ふれあいいきいきサロン） 

5    地域の子どもを対象とした食事の提供を通した居場所づくり（子ども食堂） 

6  ボランティア・市民活動の相談・支援（文京ボランティアセンター） 

7  ＮＰＯ等によるつながりを創出した地域課題への解決支援（地域連携ステーション） 

8  家事援助を中心とした有償在宅福祉（いきいきサポート事業） 

9  子育ての相互援助事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

10  身近に頼れる親族がいない方向けの単身高齢者等終活支援事業（文京ユアストーリー） 

11  判断能力が不十分な方への福祉サービス利用援助事業 

12  権利擁護支援に係る地域連携ネットワークの推進（成年後見中核機関事業） 

13  被災者支援のボランティア活動を円滑に進めるための災害ボランティア体制の整備 

 

また、社会福祉協議会では「文京区地域福祉活動計画」を策定し、その基本理念である「知り

合い、伝え・伝わり、心を寛（ひろ）げ、つながりを持つことで、『お互いさま』が生まれるま

ち」の実現に向け、地域住民を始め、地域福祉関係者・関係団体等の様々な活動主体と協働し

て、地域福祉の向上と充実に取り組んでいます。 

区では、文京区地域福祉活動計画とも連携を図りながら本計画を推進し、区、民生委員・児童

委員、地域福祉関係者等と一緒に、支え合いのまちづくりを進めています。 

 

 

 

  

社会福祉協議会とは？ 
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２）地域共生社会の実現に向けた方向性 
 

区ではこれまで、地域共生社会2の実現に向けて、「必要な支援を包括的に提供する」考え

方を各分野に普遍化していくことを目指して、全区民を対象とした文京区における地域包

括ケアシステムの構築に取り組んでまいりました。あわせて、包括的な相談支援を進める

ため、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、生活困窮などの各社会保障制度に基づく専門的

支援について、組織間や地域との連携強化を図ることで、子どもの貧困対策、医療的ケア

児の支援、ひきこもり支援などの多分野にわたる課題に対応してまいりました。 

しかしながら、進行する少子高齢化や、血縁・地縁・社縁による共同体機能の脆弱化など

社会構造が変化しており、新たな生活課題が制度の狭間に陥りやすいリスクが生じていま

す。このような必要な支援が届きにくく、孤立化するリスクが高い事例において、課題や

分野ごとの支援体制では対応が困難なケースが増加しており、一つの世帯に複数の課題が

存在している状態も見受けられるようになりました。 

区では、こうした複雑化・複合化した課題や制度の狭間にあるニーズにも対応できるよ

う、社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業を文京区における地域包括ケアシステム

に取り入れ、分野横断的に多機関が連携した重層的なセーフティーネットの構築を目指し

てまいります。また、重層的支援体制の３つの支援（相談支援、参加支援、地域づくりに向

けた支援）を一体的に実施できるよう、関係部署、機関、団体等と協議を重ねながら連携を

図り、適切な支援につなげ、家族全体の支援を行うことができる体制整備を進めてまいり

ます。 

同時に、都市部である本区において、社会経済活動の変化や、人口減少・少子高齢化に伴

う地域の生活課題の複雑化・個別化から生じる「2040 年問題」も見据え、地域課題の解決

を試みる仕組みに全区民が主体的に参加しやすくなるよう、地域の再構築を進めていく必

要があります。 

引き続き、文京区における地域包括ケアシステムを推進しながら、世代や年齢、障害の

有無等に関わらずに参加できる多世代交流（ごちゃまぜ）の場を通じて、多様な主体が合

意形成を図りながら、緩やかなつながりをもって参画することで、区民一人ひとりが生き

がいや役割を持ちつつ、支え合い、助け合いながら暮らせる地域をともに創っていく「地

域共生社会」の実現を図ってまいります。 

 

  

                                                   
2 地域共生社会 制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」、「受け手」という関係を超えて、地

域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超

えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創って

いく社会。 
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区の日常生活圏域のそれぞれの地域

特性を十分に踏まえ、区と社会福祉

協議会が緊密に連携を図り、多様な

主体間の連携を強化し、協働するこ

とで、高齢者・障害者・子ども等、

だれもが住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを続けられるための仕組み 

高齢福祉 

障害福祉 

児童福祉 

生活困窮 

従来の制度や分野ごとの縦割りの 

支援体制では対応が困難なケースの増加 
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和
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年
度
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和
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年
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状 

地域共生社会の実現 

様々な社会課題や人口構造の変化からくる 

2040 年問題も見据え、 

地域の再構築を進めていく 
最
終
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文
京
区
に
お
け
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
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ム
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更
な
る
進
化
・
発
展
の
た
め
に 

重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
を
活
用 

制度の狭間 

ダブルケア 
ヤングケアラー 孤独・孤立 

8050 

・・・ 

各分野の支援機関が連携して一つのチーム 

となり、地域資源やネットワークを重ね合わ 

せることで、本人やその世帯が有する地域生 

活課題や希望に応じた多様かつ柔軟な支援が 

できる体制を構築し、孤立させない地域づくりを目指します。 

文京区における地域包括ケアシステム 

「必要な支援を包括的に提供する」 

という考え方を普遍化してきた 

相談支援 

参加支援 

地域づくりに

向けた支援 

属性、世代、相談内容等に関わらず、地域住民からの 

相談を幅広く受け止め、本人に寄り添い、 

抱える課題の解きほぐしや整理を行う 

本人や世帯が地域や社会と関わり方を選択し、 

自らの役割を見出すために多様な接点を確保する 

世代や属性を超えて住民同士が交流できる多様な場や 

居場所の整備する 

重層的支援体制整備事業 
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社会福祉法第 106 条の４に基づく「重層的支援体制整備事業」とは、同法及び 

  他法に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える 

地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進の 

ために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいいます。 

具体的には、３つの支援「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた

支援」を柱として、一層効果的・円滑に実施するために、「多機関協働による支援」、「アウ

トリーチ3等を通じた継続的支援」を新たな機能として強化し、５つの事業を一体的に実施

するとされています。 

 

３つの支援の柱  ５つの事業 

属性を問わな

い相談支援 

属性、世代、相談内容を問わない相談の受け止め  包括的支援体制整備事業 

分野間の協働のコーディネート  多機関協働事業 

支援が届いていない人への支援 
 アウトリーチ等を通じた

継続的支援事業 

参加支援 
既存の取組では対応困難なニーズへの対応  

参加支援事業 
分野を超えた地域資源の活用  

地域づくりに 

向けた支援 

世代や属性を超えて住民同士が交流できる多様

な場や居場所の整備 

 
地域づくり事業 

 
 

● 実施の目的 

 文京区における地域包括ケアシステムの更なる進化・発展のため、本事業を活用し、各分

野の支援機関が連携して一つのチームとなり、地域資源やネットワークを重ね合わせること

で、本人やその世帯が有する地域生活課題や希望に応じた多様かつ柔軟な支援ができる体制

を構築し、孤立させない、つながる地域づくりに取り組み、地域共生社会を目指します。 

 

● 実施の効果 

   高齢・介護、障害、子ども、生活困窮等の分野別に行われてきた既存の相談支援や地域づ

くり支援の取組を活かし、重層的なセーフティーネットの強化を図り、分野別の支援体制で

は対応しきれないような「複雑化・複合化した課題」や「制度の狭間にあるニーズ」に対応

する包括的な支援体制を構築します。 

  

 

 

 

                                                   
3 アウトリーチ 支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に対し、行政や支援機関など

が積極的に働きかけて情報・支援を届けること。 

重層的支援体制整備事業とは？ 
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３）計画の進行管理 

 本計画を着実かつ効果的に推進するため、公募区民、福祉保健関係団体の代表者、学識経

験者等で構成する「文京区地域福祉推進協議会」及び「文京区地域包括ケア推進委員会（高

齢者・介護保険部会）」において、進行管理を行っていきます。  
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第２章 

地域福祉保健計画の

基本理念・基本目標 
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第２章 地域福祉保健計画の基本理念・
基本目標 

本計画は、地域福祉保健計画の総論で掲げる次の基本理念及び基本目標に基づき、高齢

者・介護保険事業計画に係る施策の取組を推進していきます。 

 

１ 基本理念 
 

○人間性の尊重 

だれもが、個人として尊ばれ、人間性が生かされるとともに、人権が尊重される地域社

会を目指します。 

○自立の支援 

だれもが、自分の意思に基づき、自らの選択のもとに自立した生活を営み、自己実現で

きるよう支援します。 

○支え合い認め合う地域社会の実現 

ノーマライゼーション4やソーシャルインクルージョン5の理念に基づき、だれもが、主体

的に社会参加でき、相互に人格と個性を尊重し、支え合い、ダイバーシティ6を推進する地

域社会の実現を目指します。 

○健康の保持・増進 

だれもが、健康で安全な生活を享受でき、生涯を通じて健康を保持・増進することがで

きる地域社会を目指します。 

○協働による地域共生社会の実現 

だれもが、地域の課題を把握し、解決するための活動に、当事者意識を持って、主体的に

参画・協働し、分野を超えてつながる地域づくりを推進します。 

○男女平等参画の推進 

一人ひとりが互いの人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別に関わりなく、

その個性と能力を十分に発揮していきいきと暮らせる地域社会を目指します。 

                                                   
4 ノーマライゼーション（normalization） 障害のある人もない人も、子どもも高齢者も、だ

れもが地域で普通（ノーマル）の生活を送ることを当然とし、ともに支え合って普通の生活

ができる社会を創造すること。また、その考え方をいう。 
5 ソーシャルインクルージョン(social inclusion) すべての人々を孤独や孤立、排除や摩擦か

ら援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み、支え合う

という理念をいう。 
6 ダイバーシティ(diversity＆inclusion) 性別（性自認及び性的指向を含む。）、人種、国籍、

宗教、経歴、障害の有無など人それぞれの「違い」を「多様性」として認め合い、互いを尊

重し、だれもが暮らしやすい社会の実現を目指す考え方をいう。 
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２ 基本目標 
 

●だれもが、いきいきと自分らしく、健康で自立した生活を営める地域社会を目指します。 

●だれもが、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、必要な福祉保健サービスを自らの選

択により利用でき、互いに支え合う地域社会を目指します。 

●だれもが、地域、暮らし、生きがいをともに創り、互いに高め合い、役割を持つことができ

る地域社会を目指します。 
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高齢者を取り巻く 
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第３章 高齢者を取り巻く現状と課題 

１ 文京区の地域特性 
 

１）地域環境 

①地理 

本区は、東京 23 区のほぼ中心に位置しており、５つの台地と５つの低地により成り立っ

ています。この台地と低地の間には、最大で 25ｍ前後の高低差があり、名が付いた坂が 100

を超えるなど、起伏に富んだ地形となっています。また、面積は約 11.29km²（東京 23 区中

20 番目の広さ）、南北約 4.1km、東西約 6.1km、周囲は約 21km となっています。 

 

②地価水準 

本区の令和５年における住宅地の平均公示地価は、東京 23 区中第５位であり、全国的に

見ても高い地価水準となっています。 

 

③住宅 

本区の住宅の状況は、幹線道路の沿道を中心に、中高層共同住宅（３階以上の共同住宅）

の増加傾向が続いています。住宅総戸数に対する中高層共同住宅が占める割合は、平成 20

年は 68.9％でしたが、30 年には 74.9％となっています。 

 

④教育機関 

本区では、19 の大学を始め、数多くの教育機関が区内各所に所在し、「文教の府」として

知られるなど、教育環境に恵まれています。 

 

⑤医療機関 

本区には、高度な医療を提供する急性期病院から、かかりつけ医・歯科医等の地域に根

差した医療を提供する診療所や薬局まで、多様な規模・機能を持つ医療機関が所在してい

ます。 

  



 

18 
 

⑥交通 

本区には、近くにＪＲ駅があり、地下鉄６路線が乗り入れ、21 駅が設置されています。 

さらに、都営バスが 15系統、コミュニティバス「B-ぐる」が３路線（千駄木・駒込ルー

ト／目白台・小日向ルート／本郷・湯島ルート）を運行しています。 

 

 

２）人口の状況 

①人口の推移等 

〇本区の人口は、令和５年（2023 年）１月１日現在で 229,653 人となっています。現状は

増加傾向にありますが、令和 20 年（2038 年）以降、減少に転じると推計しています。 

〇高齢者人口（65 歳以上）は、年々増加しており、令和５年１月１日現在で 43,638 人と

なっています。この傾向は、今後も続くと推計しています。 

〇生産年齢人口（15～64 歳）は令和 15 年（2033 年）以降、年少人口（０～14 歳）は令和

25 年（2043 年）以降、減少傾向になると推計しています。 

 

 

【図表】３－１ 人口の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ※グラフ上の数値は総人口 

     資料：【令和５年】住民基本台帳（１月１日現在） 

        【令和 10 年以降】住民基本台帳人口を用いて直近の人口の推移を踏まえるとともに、 

合計特殊出生率の回復を見込んだ、「文の京」総合戦略（令和６年３月）に基づき算出 
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②高齢者人口及び高齢化率の推移 

○本区の令和５年（2023 年）１月１日現在における高齢化率は 19.0％となっており、区民

の約５人に１人が高齢者となっています。本区の人口が減り始める令和 20 年（2038 年）

以降は急速に高齢化率が高くなり、令和 30 年（2048 年）には 25.7％、区民の約４人に１

人が、令和 45 年（2063 年）には 32.7％、区民の約 3人に１人が高齢者となると推計して

います。 

 

【図表】３－２ 高齢者人口の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２年 平成７年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

総数 25,122 人 27,987 人 31,228 人 34,296 人 37,550 人 41,488 人 

前期高齢者 14,409 人 16,037 人 17,394 人 17,947 人 18,650 人 20,784 人 

後期高齢者 10,713 人 11,950 人 13,834 人 16,349 人 18,900 人 20,704 人 
 

 令和２年 令和５年 令和 10 年 令和 15 年 令和 20 年 令和 25 年 

総数 43,221 人 43,638 人 46,931 人 51,448 人 56,310 人 60,843 人 

前期高齢者 20,592 人 19,949 人 19,682 人 23,843 人 27,432 人 29,323 人 

後期高齢者 22,629 人 23,689 人 27,249 人 27,605 人 28,878 人 31,520 人 
 

 令和 30 年 令和 35 年 令和 40 年 令和 45 年 令和 50 年 

総数 64,245 人 67,544 人 69,811 人 72,598 人 74,995 人 

前期高齢者 29,192 人 28,818 人 28,404 人 29,244 人 30,942 人 

後期高齢者 35,053 人 38,726 人 41,407 人 43,354 人 44,053 人 
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○高齢者人口に占める前期高齢者（65 歳から 74 歳まで）の割合は、現在から令和 20 年

（2038 年）まで増加した後、減少傾向に転じ、令和 45 年（2063 年）以降は再び増加する

見込みです。一方、人口が増加し続ける後期高齢者（75 歳以上）の割合については、団

塊の世代の影響を受け、75～84 歳は令和 10 年（2028 年）にピークアウトした後、令和

20 年（2038 年）以降増加に転じ、令和 35 年（2053 年）から減少、85 歳以上は令和 20 年

（2038 年）まで増加し続け、減少に転じた後、令和 30 年（2048 年）以降は増加し続ける

見込みです。 

 

【図表】３－３ 高齢者人口に占める前期・後期・85歳以上高齢者の割合の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※四捨五入により、合計が 100.0％にならない場合がある。 

 

 
 平成 

２年 

平成 

７年 

平成 

12 年 

平成 

17 年 

平成 

22 年 

平成 

27 年 

令和 

２年 

令和 

５年 

令和 

10 年 

 前期高齢者 57.4％ 57.3％ 55.7％ 52.3％ 49.7％ 50.1％ 47.6％ 45.7％ 41.9％ 

 後期高齢者 42.6％ 42.7％ 44.3％ 47.7％ 50.3％ 49.9％ 52.4％ 54.3％ 58.1％ 

 うち 75～84歳 34.3％ 32.6％ 32.5％ 35.0％ 35.4％ 33.8％ 34.5％ 34.7％ 35.2％ 

   85 歳以上 8.3％ 10.1％ 11.8％ 12.7％ 14.9％ 16.1％ 17.9％ 19.6％ 22.9％ 
   
 令和 

15 年 

令和 

20 年 

令和 

25 年 

令和 

30 年 

令和 

35 年 

令和 

40 年 

令和 

45 年 

令和 

50 年 

 前期高齢者 46.3％ 48.7％ 48.2％ 45.4％ 42.7％ 40.7％ 40.3％ 41.3％ 

 後期高齢者 53.7％ 51.3％ 51.8％ 54.6％ 57.3％ 59.3％ 59.7％ 58.7％ 

 うち 75～84歳 29.4％ 26.7％ 30.1％ 33.1％ 33.7％ 32.6％ 31.0％ 29.7％ 

   85 歳以上 24.3％ 24.6％ 21.7％ 21.5％ 23.6％ 26.7％ 28.7％ 29.0％ 
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３）世帯の状況 

①世帯の推移 

○世帯数は、平成７年は 79,731 世帯でしたが、令和２年には 123,546 世帯と、約 1.5 倍

に増加しています。 

○１世帯当たりの人数は、平成７年は 2.10 人でしたが、令和２年には 1.84 人となって

おり、平成 22 年から横ばい傾向にあります。 

 

【図表】３－４ 人口、世帯数と１世帯当たりの人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※（注）平成 22 年までは外国人を含まない。 
資料：住民基本台帳（平成７年～令和２年 10 月１日現在）、国勢調査（令和２年） 
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②高齢者のいる世帯の推移 

○高齢者のいる世帯数は、平成 27 年に約３万世帯を超えましたが、令和２年では 29,574

世帯と減少しています。また、全世帯に対する割合も減少しています。 

○高齢者夫婦のみ世帯は増加傾向にあり、高齢者単独世帯は、令和２年で減少しています。

また、高齢者のいる世帯に占める単独世帯の割合は令和２年で 40.4％となり、平成 22

年から４割程度で推移しています。 

 

【図表】３－５ 高齢者のいる世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     ※「単独世帯」は、65 歳以上の１人世帯、「夫婦のみ世帯」は、夫又は妻が 65 歳以上の夫婦世帯。 

      「同居世帯」は、高齢者のいる世帯から単独世帯及び夫婦のみ世帯を除いたもの。 

     資料：国勢調査（令和２年） 
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４）高齢者の住まいの状況 

〇高齢者世帯の住宅の所有の状況を見ると、高齢者夫婦のみ世帯では 86.4％、高齢者単

独世帯では 60.2％が持ち家に居住しています。 
 

【図表】３－６ 高齢者夫婦のみ世帯、高齢者単独世帯の住まい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（令和２年） 
 

５）死亡状況及び健康寿命 

①年齢別死亡数 

〇文京区の平均寿命は、「令和２年市町村別生命表（厚生労働省）※」によると、男性

82.9 歳（全国 54 位）、女性 88.3 歳（全国 158 位）ですが、年齢別の死亡者数を見る

と、死亡年齢のピークは男性が 85～89 歳、女性が 90～94 歳となっています。 
※対象：1,887 市区町村 

 

【図表】３－７ ５歳階級別の死亡の状況（令和３年実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ぶんきょうの保健衛生（令和５年版）  
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②６５歳健康寿命  

○65 歳以上における男性と女性の平均自立期間を比較すると、令和３年は、男性は 18.7

年、女性は 21.8 年となっています。 

○寝たきり等の平均障害期間を比較すると、令和３年は、男性は 1.7 年に対し、女性は

3.4 年で 2倍程度の期間となっています。 

○男性は、女性と比較して平均自立期間の比率が高い傾向があります。 

 

【図表】３－８ 男女別健康寿命と自立期間 
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※65 歳健康寿命（歳）＝65 歳＋65 歳平均自立期間（年） 
※グラフは 65 歳の方が要介護認定（要介護２）を受けるまでの状態を「健康」と考え、その障害のために認
定を受ける年齢を平均的に表したもの。 

資料：ぶんきょうの保健衛生（令和５年版） 
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令和３年 83.7 歳 92：8 
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平成 29 年 86.1 歳 85：15 

平成 30 年 86.2 歳 85：15 

令和元年 86.5 歳 86：14 

令和２年 86.7 歳 86：14 

令和３年 86.8 歳 87：13 
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６）要介護・要支援認定者の状況 

①介護度別要介護・要支援者認定数の推移 
○令和４年度の要介護・要支援認定者数は、9,126 人となっています。平成 24 年度と比較

すると、1,779 人、24.2％の増となっています。 

○要介護・要支援認定率は上昇傾向にあり、令和４年度は 20.2％となっています。平成 24

年度と比較すると、2.3 ポイントの増となっています。 

○平成 24 年度と比較して令和４年度の要介護・要支援認定者数は 1.2 倍となっており、

このうち、要支援１、要介護１で高くなっています。また、要介護３以上の重度では 1.1

倍ですが、要介護２以下は 1.4 倍となっており、差が生じています。 

○このため、介護認定者数の構成割合別に見ると、要介護３以上の重度の割合は平成 24 年

度で 41.5％、令和４年度で 36.4％となっており、減少しています。 
 
【図表】３－９ 要介護・要支援認定者数等の推移（年度末） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

     ※棒グラフの１番上にある数値は、要介護・要支援認定者数の合計値。 

      各年度末現在の実績値であり、要介護・要支援認定者数は第１号被保険者と第２号被保険者の合計値。 

      ただし、要介護・要支援認定率は第１号被保険者のみで算出。 

     資料：文京の介護保険（令和５年版） 

 

 

【図表】３－10 要介護認定率の推移（第１号被保険者のみ） 
 平成 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

文京区 17.9％ 18.2％ 18.4％ 18.5％ 18.4％ 18.6％ 18.8％ 19.3％ 19.3％ 19.7％ 20.2％ 

都 17.7％ 17.7％ 18.0％ 18.1％ 18.3％ 18.7％ 19.1％ 19.4％ 19.6％ 19.9％ 20.7％ 

国 17.6％ 17.8％ 17.9％ 18.0％ 18.0％ 18.0％ 18.3％ 18.5％ 18.7％ 18.9％ 19.4％ 

 

資料：文京の介護保険（令和５年版）、介護保険事業状況報告月報、東京都福祉局月報（各年３月末現在） 
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②前期・後期高齢者〔第１号被保険者〕と要介護・要支援認定率の推移 

○第１号被保険者のうち、前期高齢者に対する要介護・要支援認定率は、ほぼ横ばいで

推移しており、令和４年度は 4.0%となっています。 

〇後期高齢者に対する要介護・要支援認定率は、平成 25 年度から平成 30年度まではほ

ぼ横ばいで推移していましたが、令和元年度から 33％を超えました。 

 

【図表】３－11 前期・後期高齢者〔第１号被保険者〕と要介護・要支援認定率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 各年度末の数値 
資料：文京の介護保険（令和５年版） 
 

③年齢別認定者数・認定率 

○年齢別に要介護・要支援認定を受けた方の割合を見ると、前期高齢者の認定率は 5.3％

以下に留まっています。 

○後期高齢者は、80～84 歳の認定率が 26.3％、85～89 歳が 49.9％、90 歳以降になると

81.0％になっており、年齢が上がるに連れて認定率が大幅に上昇しています。 

 

【図表】３－12 高齢者人口に占める認定者数・認定率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 高齢者人口は令和５年４月１日現在、認定者数は令和５年３月 31 日現在の数値。 
資料：住民基本台帳、東京都介護保険事業状況報告（令和５年３月月報）  
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④日常生活圏域と要介護認定者の状況 

○介護を必要とする高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるように、介護保険法に

基づき日常生活圏域が設定されています。この日常生活圏域の区域ごとに、介護サー

ビスや介護予防サービスを整えるとともに、関係機関相互の連携を図るなど、必要な

サービスを切れ目なく提供するための環境づくりを進めています。 

○本区では、富坂・大塚・本富士・駒込の４圏域に区分し、日常生活圏域としていま

す。この４圏域は、高齢者との関わりの深い民生委員と話し合い員の担当地区、警察

署の管轄、友愛活動を行っている高齢者クラブの地区とほぼ一致しています。 

○４圏域ごとに高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）を１か所、分室

を１か所ずつ設置し、地域に密着した相談業務等を実施しています。 

○日常生活圏域ごとの高齢者人口の状況を見ると、面積の違いから富坂圏域が一番多く

なっていますが、高齢化率では駒込圏域がやや高くなっています。 

○認定者数は富坂圏域が一番多いですが、認定者割合は本富士圏域が高くなっていま

す。 

 

【図表】３－13 日常生活圏域と高齢者等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 総人口と高齢者人口は、令和５年９月１日現在の住民記録より集計（転出予定等を除いているため人口統
計と異なる。） 

※ 要支援・要介護認定率は、介護保険システムによる（住所地特例者（文京区の被保険者が区外の介護保険
施設等に入所又は入居し、その施設等の所在地に住所を移した場合、引き続き文京区の被保険者となる制
度）を除く。）。 

富坂圏域
面積 3,299 K㎡
総人口 75,494　人
高齢者人口 13,771　人
　（高齢化率） 18.2　%
要支援認定者数 620　人
　（認定者割合） 4.5　%
要介護認定者数 1,973　人
　（認定者割合）14.3　%

大塚圏域
面積 2,948 K㎡
総人口 53,399　人
高齢者人口 9,767　人
　（高齢化率） 18.3　%
要支援認定者数 481　人
　（認定者割合） 4.9　%
要介護認定者数 1,407　人
　（認定者割合）14.4　%

本富士圏域
面積 2,809 K㎡
総人口 50,627　人
高齢者人口 9,484　人
　（高齢化率） 18.7　%
要支援認定者数 513　人
　（認定者割合） 5.4　%
要介護認定者数 1,433　人
　（認定者割合）15.1　%

駒込圏域
面積 2,234 K㎡
総人口 51,627　人
高齢者人口 10,570　人
　（高齢化率） 20.5　%
要支援認定者数 496　人
　（認定者割合） 4.7　%
要介護認定者数 1,553　人
　（認定者割合）14.7　%
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７）介護給付費と利用者数の推移 

○介護保険制度の介護給付費は年々上昇しており、その総額は平成 24 年度の 118 億円か

ら令和４年度は 146 億円と約 1.2 倍に増加しています。内訳では、居宅サービス給付

費の占める割合が高くなっています。 

○地域密着型サービスの利用者数は、小規模な通所介護が居宅サービスから移行した平

成 28 年度に大きく増加した後に概ね横ばいで推移しています。 

 

【図表】３－14 介護給付費と利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ データは、平成 24 年度から令和４年度までの実績。 

資料：文京の介護保険（令和５年版） 
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８）保険料の推移 

○第１号被保険者の基準保険料は、第８期は 6,020 円であり、第１期の 2,983 円の約２
倍になっています。 
 
【図表】３－15 介護保険基準保険料の推移 

介護保

険事業

計画期

間 

第 1 期 

平成 12～ 

14 年度 

第 2 期 

平成 15～ 

17 年度 

第 3 期 

平成 18～ 

20 年度 

第 4 期 

平成 21～ 

23 年度 

第５期 

平成 24～ 

26 年度 

第 6 期 

平成 27～ 

29 年度 

第 7 期 

平成 30～ 

令和２年度 

第 8 期 

令和３～ 

５年度 

介護保

険基準

保険料 

2,983 円 3,317 円 4,632 円 4,381 円 5,392 円 5,642 円 6,020 円 6,020 円 

資料：文京の介護保険（令和５年版） 
 

９）介護サービス事業者の状況 

○区内の介護サービス事業者数は、全体では概ね同程度で推移していますが、令和５年
においては居宅介護支援事業者数が減少しました。 
 

【図表】３－16 区内の介護サービス事業者数（各年３月現在） 

サービス名 
令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

介護 予防 介護 予防 介護 予防 介護 予防 介護 予防 

居宅介護支援／介護予防支援 49 4 49 4 47 4 46 4 42 4 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 35  37  35  33  35  

訪問入浴介護 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

訪問看護 22 22 26 26 26 26 26 26 26 26 

訪問リハビリテーション 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

通所介護 16  16  18  18  18  

通所リハビリテーション 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 

短期入所生活介護 6 6 8 8 9 8 10 10 10 10 

短期入所療養介護 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

特定施設入居者生活介護 8 8 12 12 12 11 12 12 13 13 

福祉用具貸与 8 8 7 7 5 5 5 5 5 5 

特定福祉用具販売 9 9 8 8 7 7 7 7 7 7 

小 計 118 65 128 74 126 70 124 72 127 73 

施
設 

サ
ー
ビ
ス 

介護老人福祉施設 5  6  6  6  6  

介護老人保健施設 3  3  3  3  3  

介護療養型医療施設 1  0  0  0  0  

小 計 9  9  9  9  9  

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

夜間対応型訪問介護 1  1  1  1  1  

認知症対応型通所介護 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 

小規模多機能型居宅介護 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 

看護小規模多機能型居宅
介護 

1  1  1  1  1  

認知症対応型共同生活介
護 

8 7 9 8 9 8 9 8 9 8 

定期巡回・随時対応型訪
問介護看護 

1  1  1  1  2  

地域密着型通所介護 21  18  16  15  15  

地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護 

1  2  3  3  3  

小 計 43 16 44 18 43 18 42 18 43 18 

合    計 170 81 181 92 178 88 175 90 179 91 

資料：文京の介護保険（令和５年版）  
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10）認知症について 

①認知症高齢者の状況 

○要介護・要支援認定者のうち、日常生活自立度Ⅱａランク以上と判断された高齢者

は、令和５年４月現在 4,377 人で、全体の約 60.7％を占めています。なお、新型コロ

ナウイルス感染症に関する臨時的な取扱いのために主治医意見書の提出のなかった方

は「その他」に分類しています。 

 

【図表】３－17 認知症高齢者の日常生活自立度             （単位：人） 

 認知症高齢者の日常生活自立度 
その他 合計 

自立 Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M 小計 

令和 3 年４月 1,880 1,628 978 1,494 1,480 444 751 115 5,262 93 8,863 

令和 4 年４月 1,687 1,410 859 1,301 1,261 414 636 99 4,570 1,444 9,111 

令和 5 年４月 1,458 1,375 896 1,235 1,139 400 600 107 4,377 2,062 9,272 

 

【図表】３－18 日常生活自立度の判定基準 

ランク 判 定 基 準 

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 

Ⅱa 
家庭外で、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見

られても、誰かが注意していれば自立できる。 

Ⅱb 
家庭内でも、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少

見られても、誰かが注意していれば自立できる。 

Ⅲa 
日中を中心として、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ

が時々見られ、介護を必要とする。 

Ⅲb 
夜間を中心として、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ

が時々見られ、介護を必要とする。 

Ⅳ 
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常

に介護を必要とする。 

Ｍ 
著しい精神症状や問題行動（周辺症状）あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医

療を必要とする。 

 

②認知症サポート医等の状況 

○区内の認知症サポート医7は、令和５年４月現在 47 人となっています。 

                                                   
7 認知症サポート医 国立研究開発法人国立長寿医療研究センターが実施する認知症サポート医

養成研修を修了し、かかりつけ医への助言や専門医療機関等との連携の推進役を担う医師の

こと。 
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11）特別養護老人ホーム入所希望者数の推移 

○特別養護老人ホームへの入所希望者数は、平成 30 年以降、約 420 人前後で推移してい

ましたが、令和２年３月に２施設が開設したことにより、令和３年以降は減少してい

ます。 

○令和５年４月１日時点の入所希望者の要介護度を見ると、要介護３が 31.8％、要介護

４が 32.7％、要介護５が 35.4％となっています。 

 

【図表】３－19 特別養護老人ホーム入所希望者数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※各年度４月１日現在 
※ 介護保険法の改正により、平成 27 年４月１日から特別養護老人ホームの入所対象者は、原則、要介護３
以上の方になっている。 

※ 本区では特別養護老人ホーム入所指針に基づき、本人の状態や介護状況を点数化し、合計点の高い方から
優先入所する制度を導入している。 
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【特別養護老人ホームの入所希望者について】 

 

特別養護老人ホームの入所希望者の人数は、令和 3年以降 300 人台前半で推移して

います。このうち、入所や辞退等をされる方が毎年約 300 人あり、入れ替わっていま

す。 

また、施設から入所のご案内をした際、予約的な申込みや医療を要する身体状態な

どの理由により入所に至らない場面があり、一部の施設では一時的に空床が見られる

状況となっています。 

このため、文京区特別養護老人ホーム入所指針の見直しを行うことで、希望する方

が円滑に入所できるよう、改善します。 
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２ 高齢者等実態調査から見た 

高齢者を取り巻く現状と課題 
 

本区では、高齢者等における日常生活の実態や介護予防・健康への取組等を把握するた

め、令和４年度に高齢者等実態調査を実施しました。その調査から見えてきた高齢者を取

り巻く現状と課題をまとめました。 

【図表】３－20 令和４年度高齢者等実態調査の概要 

調査 

期間 
令和４年９月 28 日（水）～10 月 21 日（金） 

調査 

対象者 

第 1 号 

被保険者 
50 歳以上 要介護認定者 

介護サービス 

事業者 

介護事業 

従事者 

要介護１～

５以外の 65

歳以上の介

護保険被保

険者 

要介護・要支

援認定を受

けていない

50～64 歳の

介護保険被

保険者 

在 宅 の要

介護認定

者及びそ

の家族 

在宅の要介護

認定者（要介

護４・５）及

びその家族 

※要介護（郵

送）と重複し

ない 

区内で介護

サービス事

業所を運営

する事業者 

区内の介護

サービス事

業所に勤務

する介護事

業従事者 

有効 

回収数 
2,100 件 1,601 件 1,807 件 137 件 107 件 470 件 

略 称 
第１号・ 

要支援 
50 歳以上 

要介護 

（郵送） 

要介護 

（聞き取り） 
事業者 従事者 

 

１）今後希望する暮らし方等について 

①今後希望する暮らし方 
○「介護を受けながら、自宅で暮らしたい」が最も高く、〈要介護（郵送）〉が 75.9％、

〈第１号・要支援〉が 66.0％、〈50 歳以上〉が 54.4％となっており、前回調査より増

えています。 

【図表】３－21 

 今後希望する暮らし方 

※図表中の「ｎ」は設問ごとの回答者総数 
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②現在の生活上の不安 

○現在の生活で不安に感じていることとして＜第１号・要支援＞、＜50歳以上＞ともに

「自分の健康に関すること」が最も割合が高く、次に「自分が認知症や寝たきりなど

により介護が必要になること」、「地震などの災害時の備えや対応方法」の順に高くな

っています。 

【図表】３－22 現在の生活上の不安（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域とのつながり・地域活動 

○参加している活動について、＜第１号・要支援＞では、「収入のある仕事」のほか、「ス

ポーツ関係のグループやクラブ」、「趣味関係のグループ」、「町会・自治会」など地域と

の接点がある活動への参加が見られます。前回と比べるとスポーツや趣味の活動は減

っている一方、町会・自治会、収入のある仕事では増加が見られます。 

 ＜50 歳以上＞では、「収入のある仕事」が半数以上で、地域との接点がある活動につい

ては、ほとんどの項目で前回調査よりも割合が減っています。 

【図表】３－23 会・グループ等への参加している人の割合（複数回答） 

【第１号・要支援／前回調査結果との比較】 

 

 

 

 

 

  ⑤介護予防のための通いの場

⑥高齢者クラブ

⑦町会・自治会

⑧収入のある仕事

①ボランティアのグループ

②スポーツ関係のグループやクラブ

③趣味関係のグループ

④学習・教養サークル

5.7

21.8

16.9

8.0

2.0

2.7

14.4

25.7

8.0

26.0

25.7

11.0

-

3.5

12.4

24.6

0 20 40

令和４年度 n=(2,100)  

令和２年度 n=(2,079)  

(%)

家族の慢性疾患や障害に関すること

車を運転中に事故を起こすかもしれないこと

その他

特にない

財産の管理や相続に関すること

犯罪や悪質商法に関すること

地震などの災害時の備えや対応方法

家族の経済状況が不安定で自立ができていないこと

自分の外出回数が減っていること

ひきこもりの家族がいること

自分の健康に関すること

自分が認知症や寝たきりなどにより介護が必要になること

介護をしてくれる人（家族等）がいないこと

夜間や緊急時に対応してくれる人がいないこと

友人や地域との交流がないこと

50.5

42.4

15.6

14.5

9.6

11.0

6.7

27.0

3.9

13.3

1.6

7.2

4.3

3.5

20.2

42.8

40.0

22.5

15.9

16.4

17.1

7.9

29.7

7.9

6.6

1.7

8.9

-

6.4

15.6

0 20 40 60

第1号・要支援 n=(2,100)  

50歳以上 n=(1,601)  

(%)
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【50歳以上／前回調査結果との比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※〈介護予防のための通いの場〉は、令和元年度調査にはない設問 

 

④認知症について 

○認知症のケアや支援制度について知っていることは、いずれの対象者においても、「認

知症の診断を受け治療することで、進行を遅らせることができる」が最も高く、続いて、

「認知症の症状は、対応の仕方で改善することがある」となっています。 

【図表】３－24 認知症のケアや支援制度について知っていること（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

金銭管理や書類の整理・手続きの支援や成年後見制度を利用することで
財産管理や契約等を手助けしてもらえる

知っているものはない

無回答

認知症の診断を受け治療することで、進行を遅らせることができる

認知症の症状は、対応の仕方で改善することがある

１日30分以上歩くことが、認知症のリスクを低くすることにつながる

自分が地域の中で役割を持てていると感じることが、
認知症のリスクを低くすることにつながる

区内医療機関に、専門的な研修を受けた認知症サポート医がいる

高齢者あんしん相談センターは、認知症の人や家族の相談窓口である

認知症の種類によっては、治るものもある
21.1
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34.9
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16.7
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30.9
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28.5

6.9

18.2

33.7

8.2

3.7

0 20 40 60 80 100

要介護(郵送) n=(1,807)  

第1号・要支援 n=(2,100)  

50歳以上 n=(1,601)  

(%)

⑤介護予防のための通いの場

⑥高齢者クラブ

⑦町会・自治会

⑧収入のある仕事

①ボランティアのグループ

②スポーツ関係のグループやクラブ

③趣味関係のグループ

④学習・教養サークル

6.2

18.9

15.8

8.5

0.6

0.4

11.8

58.4

8.3

25.8

21.5

8.3

-

0.2

12.2

63.2

0 20 40 60 80

令和４年度 n=(2,100)  
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○認知症に関する相談で利用すると思う具体的な窓口では、〈要介護（郵送）〉、〈第１号・

要支援〉では、「かかりつけ医、または認知症サポート医」、続いて、「高齢者あんしん

相談センター」が多くなっています。 

一方、〈50 歳以上〉では、「医療機関専門外来（認知症外来、もの忘れ外来など）」45.5％

を筆頭に、「高齢者あんしん相談センター」、「区役所の相談窓口」、「かかりつけ医、ま

たは認知症サポート医」も４割前後と、意向が多岐にわたっています。 

【図表】３－25 利用が想定される認知症相談窓口について（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認知症に対する本人や家族への支援については、「介護者が休息できるよう、認知症の

方を預かるサービス」が最も高く、続いて、「認知症の診断を受けた直後に、サービス

の情報提供や精神的サポートなどを受けられる支援」となっています。 

【図表】３－26 認知症に対する本人や家族への支援について（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

  

わからない

無回答

グループホーム

通所サービス

認知症の本人のための損害賠償責任保険

認知症の診断を受けた直後に、
サービスの情報提供や精神的サポートなどを受けられる支援

認知症検診などにより、自分自身の健康チェックを行う機会

金銭管理や書類の整理・手続きの支援

認知症を理解するための講座

介護者が休息できるよう、認知症の方を預かるサービス

本人・家族の会

本人・家族を支えるボランティア組織
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かかりつけ医、または認知症サポート医

相談しない

無回答

高齢者あんしん相談センター

区役所の相談窓口

認知症疾患医療センター（順天堂大学医院の専門窓口）

医療機関専門外来（認知症外来、もの忘れ外来など）
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15.3
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32.9
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30.6
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50歳以上 n=(1,601)  



 

36 
 

〔主な課題等〕 

・高齢者の単独世帯が増える中、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域で高齢者

を見守る体制を強化すること 

・地域活動に参加するためのきっかけづくりや高齢者の生きがいづくり、地域活動団体へ

つなぐための支援をすること 

・興味のある分野でボランティア活動等ができるよう、様々な活動の場を支援するととも

に、その周知啓発を行うこと 

・認知症について、介護者への支援や早期からの適切な診断や対応等を行うための情報提

供、相談・連携体制を構築すること 

・認知症になっても生きがいを持って、地域で主体的に暮らせることができるよう、地域

の理解や協力を得ること 

 

２）区に力を入れてほしい高齢者施策・介護保険事業等について 

①今後区に力を入れてほしいこと 

○過去の調査（平成 28年度、令和元年度）では、今後区に力を入れてほしいこととして、

「特別養護老人ホームなどの施設サービスの充実」が最も高くなっていましたが、令

和４年度の調査では、「在宅医療・介護」（新設の選択肢）がいずれの対象者でも高くな

っており、特に〈要介護（郵送）〉、〈第１号・要支援〉では、施設サービスよりも在宅

サービスのニーズが高くなっています。 

【図表】３－27 今後区に力を入れてほしいこと（複数回答）／要介護（郵送） 

項目 第１位 第２位 第３位 

令和４

年度 
在宅医療・介護 42.3％ 

認知症高齢者に

対する支援 
38.4％ 

特別養護老人ホ

ームなどの施設

サービスの充実 

37.5％ 

令和元

年度 

特別養護老人ホ

ームなどの施設

サービスの充実 

40.1％ 
介護保険やサー

ビスの情報提供 
38.4％ 

認知症高齢者に

対する支援 
38.2％ 

平成 28

年度 

特別養護老人ホ

ームなどの施設

サービスの充実 

30.4％ 
健康管理、介護

予防 
24.3％ 

認知症高齢者に

対する支援 
22.9％ 

 

【図表】３－28 今後区に力を入れてほしいこと（複数回答）／第１号・要支援 

項目 第１位 第２位 第３位 

令和４

年度 

健康管理、介護予

防 
36.0％ 在宅医療・介護 35.3％ 

特別養護老人ホ

ームなどの施設

サービスの充実 

34.3％ 

令和元

年度 

特別養護老人ホームなどの施設サービスの充実 
38.0％ 

介護保険やサー

ビスの情報提供 
34.1％ 

健康管理、介護予防 

平成 28 

年度 

特別養護老人ホ

ームなどの施設

サービスの充実 

33.4％ 
健康管理、介護

予防 
31.9％ 

介護保険やサー

ビスの情報提供 
30.8％ 
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【図表】３－29 今後区に力を入れてほしいこと（複数回答）／50 歳以上 

項目 第１位 第２位 第３位 

令和４

年度 

特別養護老人ホ

ームなどの施設

サービスの充実 

44.3％ 在宅医療・介護 37.1％ 
認知症高齢者に

対する支援 
35.8％ 

令和元

年度 

特別養護老人ホ

ームなどの施設

サービスの充実 

47.4％ 
認知症高齢者に

対する支援 
37.6％ 

健康管理、介護

予防 
35.4％ 

平成 28 

年度 

特別養護老人ホ

ームなどの施設

サービスの充実 

45.9％ 
認知症高齢者に

対する支援 
40.1％ 

介護保険やサー

ビスの情報提供 
39.2％ 

②高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）の認知度 

○高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）について、「知っている」と回

答した割合（知らない、聞いたことがない、無回答を除いた割合）は、〈要介護（郵送）〉

が 79.8％、〈第１号・要支援〉が 68.0％、〈50 歳以上〉が 47.5％となっています。 

 

【図表】３－30 高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）の認知度 

（複数回答） 

項目 
要介護（郵送） 

ｎ＝1,807 

第１号・要支援 

ｎ＝2,100 

50 歳以上 

ｎ＝1,601 

①知っている 79.8％ 68.0％ 47.5％ 

 名前を聞いたことがある 38.6％ 45.5％ 32.1％ 

どこにあるのか知っている 36.3％ 28.3％ 12.7％ 

センターの役割を知っている 21.3％ 17.0％ 10.9％ 

相談や連絡をしたことがある 41.0％ 14.6％ 9.6％ 

②知らない、聞いたことがない 15.7％ 27.4％ 50.3％ 

③無回答 4.5％ 4.6％ 2.2％ 

 

〔主な課題等〕 

・在宅医療の充実など高齢者のニーズの変化を捉えた医療・介護サービスを充実させるこ

と 

・介護を家族や親族だけで抱え込むことなく、高齢期を安心して過ごせるように、50 歳以

上の現役世代を中心に高齢者あんしん相談センターの認知度を高めること 
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３）医療について 

①かかりつけ医・歯科医・薬局の有無 

○いずれの対象者でも、「かかりつけの医師がいる」が最も高く、〈要介護（郵送）〉が約

９割、〈第１号・要支援〉が約８割となっています。 

【図表】３－31 かかりつけ医・歯科医・薬局の有無（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇在宅医療を認知したきっかけは、〈要介護（郵送）〉が「介護支援専門員、ホームヘル

パーなどからの紹介」、「医療機関からの紹介」の順に、〈第１号・要支援〉が、その

他を除くと「医療機関からの紹介」、「「退院までの準備ガイドブック」など区の出版

物」の順になっています。 

【図表】３－32 在宅医療認知の経緯（複数回答） 

項目 
要介護（郵送） 

（ｎ=1,807） 

第 1 号・要支援 

（n=2,100） 

医療機関からの紹介 23.9％ 10.6％ 

介護支援専門員、ホームヘルパーなどからの紹介 24.0％ 5.2％ 

医師会に設置している在宅療養相談窓口への相談 0.9％ 1.0％ 

高齢者あんしん相談センターへの相談 9.9％ 4.4％ 

「退院までの準備ガイドブック」など区の出版物 5.3％ 8.4％ 

その他 9.0％ 10.3％ 

知らない 19.4％ ５1.0％ 

無回答 20.1％ 15.2％ 

 

 

 

 

 

 

 

(%)

かかりつけの医師がいる

かかりつけの歯科医師がいる

かかりつけの薬局がある

どれもない

無回答

89.2

40.8

56.4

2.1

6.5

82.0

59.1

43.9

4.9

2.5

60.1

49.0

25.2

19.0

2.8

0 20 40 60 80 100

要介護(郵送) n=(1,807)  

第1号・要支援n=(2,100)  

50歳以上 n=(1,601)  
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②介護が必要になっても、地域で暮らし続けるために必要なこと 

○いずれの調査対象者でも、「往診などの医療サービスが整っている」が最も高くなって

います。 

 

【図表】３－33 地域で暮らし続けるために必要なこと（３つまで可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

夜間や緊急時でも利用できる介護サービスがある

認知症介護サービスの充実や地域の理解がある

家事などの生活を支援するサービスがある

介護に適した住宅に改修する、または住み替えができる

家族介護者を支援してくれる仕組みがある

自分で自分のことを決めることを支援する取組みがある

相談体制や情報提供が充実している

身近な人による見守りや助言がある

往診などの医療サービスが整っている

契約や財産管理などを支援してくれる仕組みがある

災害時に支援してくれる体制がある

情報通信技術を活用して支援してくれる仕組みがある

その他

特にない

無回答

24.1

27.4

45.9

38.7

18.7

24.1

6.5

27.7

4.8

2.9

16.4

1.7

1.5

3.2

7.6

37.7

19.0

49.0

30.9

10.6

27.0

8.4
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4.8

1.0

7.0

4.9

37.2

13.0

48.2

38.2

23.2

31.0

15.4

23.0

10.6

8.2

12.9

5.2

1.7

1.5

3.2
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要介護(郵送) n=(1,807)  

第1号・要支援n=(2,100)  

50歳以上n=(1,601)  

(%)
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③終末期を迎えたい場所 

○いずれの対象者でも「自宅」が多く、続いて、「病院」となっています。 

【図表】３－34 終末期を迎える場所の希望 

【前回調査結果との比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④訪問診療 

【図表】３－35 訪問診療の利用の有無 

［n=137］ 

○訪問診療については、＜要介護（聞き取り）

＞では、「受けている」割合が約３／４を占

めています。 

 

 

 

 

 

〇一方、「受けていない」割合は、＜要介護（郵送）＞で約５割、＜第 1号・要支援＞

で約８割と高くなっています。 

【図表】３－36 １年間に受けた訪問診療（往診）科目 
（複数回答、無回答を除く上位５位のみ） 

 
要介護（郵送） 

（n=1,807） 

第１号・要支援 

（n=2,100） 

第 1 位 受けていない 48.5％ 受けていない 83.0％ 

第 2 位 内科 28.3％ 内科 5.8％ 

第３位 歯科 13.0％ 歯科 4.5％ 

第４位 整形外科 5.3％ 整形外科 2.4％ 

第５位 循環器科 4.5％ 皮膚科 1.8％ 

令和４年度 (1,807)

令和元年度 (1,555)

令和４年度 (2,100)

令和元年度 (2,079)

令和４年度 (1,601)

令和元年度 (1,607)
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無回答
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⑤医療連携の取組 

○＜事業者＞で医療連携に取り組んでいるのは、85.1％となっています。連携内容とし

ては、「入退院時に医療関係者と介護サービス担当者とで打ち合わせ」が最も多く、「主

治医や病院の地域連携室との連携」、「関係者間で情報を共有するシステムの活用」と

続いています。 

 

【図表】３－37 医療連携の取組（複数回答） 

項目 
事業者 

（n=107） 

①取り組んでいる 85.1％ 

 

入退院時に医療関係者と介護サービス担当者とで打ち合わせ 71.0％ 

主治医や病院の地域連携室との連携 60.7％ 

事例検討会の実施 17.8％ 

個別ケース会議の実施 28.0％ 

各職種の専門性の相互理解のための研修会 18.7％ 

関係者間で情報を共有するシステムの活用 30.8％ 

多職種をコーディネートする人材育成 4.7％ 

その他 1.9％ 

②特にない 6.5％ 

③無回答 8.4％ 

 

〔主な課題等〕 

・50 歳以上の現役世代から、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局の普及促

進を図ること 

・今後の在宅療養生活の増加を見据え、看取りまでを含む在宅医療体制を構築すること 

・介護サービス事業者と医療機関等、多職種間の情報共有、切れ目のない連携体制を構築

すること 

・高齢者の健康促進、介護予防の窓口役・相談役としての医療機関の連携を強化すること 
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４）介護サービス等について 

①主な介護者が不安に感じる介護等 

○現在の生活を継続していくに当たり、主な介護者が不安に感じる介護等については、

「認知症状への対応」が最も高く、続いて、〈要介護（郵送）〉では、「外出の付き添い、

送迎等」、「夜間の排泄」、「入浴・洗身」、〈要介護（聞き取り）〉では、「夜間の排泄」、

「医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）」となっています。 

 

【図表】３－38 現在の生活を継続するにあたり、主介護者が不安に感じる介護等 

（３つまで可、上位５位のみ） 

 要介護（郵送）（n=1,260） 要介護（聞き取り）（n=137） 

第１位 認知症状への対応 35.2％ 認知症状への対応 32.1％ 

第２位 外出の付き添い、送迎等 27.4％ 夜間の排泄 29.9％ 

第３位 夜間の排泄 26.3％ 
医療面での対応 

（経管栄養、ストーマ等） 
22.6％ 

第４位 入浴・洗身 22.0％ 日中の排泄 19.0％ 

第５位 日中の排泄 19.9％ 食事の介助（食べる時） 16.1％ 

 

②サービスの質を向上する取組について 

○＜事業者＞サービスの質を向上させるための取組としては、「事業所内での研修・講習

会」、「外部の研修・勉強会への参加」、「苦情・相談の受付体制の整備」の順となってい

ます。 

 

【図表】３－39 サービスの質を向上させるための取組（複数回答、上位４位のみ） 

 事業者（n=107） 

第１位 事業所内での研修・講習会 77.6％ 

第２位 外部の研修・勉強会への参加 63.6％ 

第３位 苦情・相談の受付体制の整備 57.0％ 

第４位 
事故防止対策 

50.5％ 
個人情報の徹底管理 
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③介護を行う家族への支援 

 

【図表】３－40 家族又は親族からの介護を受けているか

［n=1,807］ 

○＜要介護（郵送）＞要介護者が「家

族や親族から介護を受けている」割

合は、69.7％となっています。 

 

 

 

 

 

○介護を行っている主な人は、＜要介

護（郵送）＞、＜要介護（聞き取り）

＞ともに「子」が最も多くなってい

ます。 

【図表】３－41 介護を行っている主な人 

項目 
要介護（郵送）

（n=107） 

要介護（聞き取り） 

（n=119） 

子 57.1％ 47.1％ 

配偶者 25.1％ 33.6％ 

子の配偶者 5.2％ 10.1％ 

孫・ひ孫 0.9％ 0.0％ 

兄弟・姉妹 3.2％ 5.9％ 

その他 2.5％ 3.4％ 

無回答 6.0％ 0.0％ 

 

○主介護者が「調査対象高齢者本人以外の人の介護や子育て等をしている」が、＜要介護

者（郵送）＞、＜要介護者（聞き取り）＞、＜第１号・要支援＞は２割未満、＜50 歳

以上＞は約４割となっています。 

 

【図表】３－42 今介護している人以外に他の人の介護や子育て等をしているか 

項目 
要介護（郵送）

（n=1,260） 

要介護 

（聞き取り） 

（n=119） 

第１号・要支援 

（n=138） 

50 歳以上 

（n=207） 

他の人の介護や子育て等をしている 18.0％ 17.6％ 15.2％ 38.6％ 

他の人の介護や子育て等をしていない 77.2％ 75.6％ 70.3％ 57.5％ 

無回答 4.8％ 6.7％ 14.5％ 3.9％ 

家族や親族から介護を

受けていない

19.6％

19.6％

家族や親族から介護

を受けている

69.7％

無回答

10.7％
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○介護者の希望する就業支援については、＜要介護（郵送）＞、＜要介護（聞き取り）＞

ともに「介護休業・介護休暇等の制度の充実」、「労働時間の柔軟な選択（フレックスタ

イム制など）」、「制度を利用しやすい職場づくり」が上位３位に入っています。 

 

【図表】３－43 介護者の希望する就業支援（複数回答、上位５位のみ） 

 要介護（郵送）（ｎ=517） 要介護（聞き取り）（n=50） 

第１位 介護休業・介護休暇等の制度の充実 30.8％ 介護休業・介護休暇等の制度の充実 34.0％ 

第２位 
労働時間の柔軟な選択（フレックス

タイム制など） 
28.8％ 

労働時間の柔軟な選択（フレックス

タイム制など） 
32.0％ 

第３位 制度を利用しやすい職場づくり 24.4％ 制度を利用しやすい職場づくり 

18.0％ 

第４位 
介護をしている従業員への経済的な

支援 
20.9％ 

働く場所の多様化（在宅勤務・テレ

ワークなど） 

第５位 

自営業・フリーランス等のため、勤

め先はない 4.5％ 
介護をしている従業員への経済的な

支援 
16.0％ 

特にない 

 

○＜事業者＞「利用者家族のダブルケアの有無」について、「ある」が 28.0％となってい

ます。 

【図表】３－44 利用者家族のダブルケアの有無（n=107） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○＜事業者＞ヤングケアラーの有無については、「ある」が 1.9％となっています。 

【図表】３－45 利用者家族のヤングケアラーの有無（n=107） 

 

 

 

 

 

 

 

  

ある

28.0％

ない

56.1％

無回答

15.9％

ある

1.9％

ある

1.9％

ない

79.4％

無回答

18.7％
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④高齢者の権利擁護や虐待防止 

○＜事業者＞高齢者の権利擁護や虐待防止のために必要な取組としては、「従事者及び管

理者間のコミュニケーションを高め、事業所内の相談体制を整えること」、「研修など

によって、介護者のスキルや意識を向上させること」が７割を超えて多くなっていま

す。 

 

【図表】３－46 高齢者の権利擁護や虐待防止のために必要な取組（複数回答） 

項目 
事業者 

（n=107） 

従事者及び管理者間のコミュニケーションを高め、事業所内の相談体

制を整えること 
78.5％ 

研修などによって、介護者のスキルや意識を向上させること 74.8％ 

他機関と連携すること 54.2％ 

利用者や家族の意識が変わること 38.3％ 

職員が利用者に関わる時間を確保すること 32.7％ 

 

〔主な課題等〕 

・高齢者や家族介護者が、適切に介護サービスを利用できる環境をつくること 

・仕事をしながらの介護、老老介護、ダブルケアやヤングケアラーなど様々な形で介護を

担わなければならない家族への支援や、そのための関係機関の連携強化を図ること 

・高齢者人口の増加を見据え、高齢者の権利擁護に関する周知啓発に努め、各関係機関が

地域全体で高齢者への支援体制を推進すること 

・高齢者虐待を未然に防止するため、早期発見とともに関係機関との連携体制を強化する

こと 
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５）介護人材について 

①介護人材確保・育成・定着について（事業者） 

〇１年間の採用者数については、＜事業者＞における令和３年度の従業員採用者数は 128

人（訪問介護員 42、その他 86）で、離職者数の 111 人（訪問介護員 28、その他 83）を

上回っていますが、前回調査（平成 30 年度採用者数）から採用者数が大きく減少して

います。 

【図表】３－47 従業員採用者数と離職者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○従業員の過不足状況について、「大いに不足」、「不足」、「やや不足」を合わせた『不足』

は、54.2％と半数を超えています。『不足』と回答の事業者（58 事業者）のうち、半数

（29 事業者）が「採用が困難」としています。 

【図表】３－48 従業員の過不足状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採用が困難な原因（n=29） 

給与面の問題 44.8％ 

待遇面の問題 27.6％ 

精神的にきつい 13.8％ 

わからない 6.9％ 

無回答 6.9％ 
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〇＜従事者＞における介護人材確保に必要なことでは、「基本賃金の水準を引き上げる」

が約８割で最も高く、続いて、「休暇制度・労働時間等の勤務条件を改善する」と「キ

ャリアに応じて賃金が上がっていくような仕組みにする」が４割強、「資格取得手当な

どの諸手当を充実させる」と「人員基準を手厚くし、利用者に対する職員数を増やす」

が３割強となっています。 

 

【図表】３－49 介護に携わる人材を増やすために必要なこと（複数回答、上位５位のみ） 

項目 
従事者 

（n=470） 

基本賃金の水準を引き上げる 80.4％ 

休暇制度・労働時間等の勤務条件を改善する 43.0％ 

キャリアに応じて賃金が上がっていくような仕組みにする 42.8％ 

資格取得手当などの諸手当を充実させる 32.3％ 

人員基準を手厚くし、利用者に対する職員数を増やす 32.3％ 

 

〇＜事業者＞における今後取り組みたい人材確保策では、「特にない」を除くと、「ＩＣＴ

の活用」が最も高くなっています。 

 

【図表】３－50 今後取り組みたい人材確保策（複数回答） 
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○＜事業者＞事業者におけるＥＰＡ（経済連携協定）、若しくは在留資格が創設されたこ

と等による外国人人材の受入予定については、「受入の予定はない」が４割弱で最も高

くなっている一方、「今後、受け入れる予定である」、「受入に向けて検討中である」を

合わせた『受け入れる方向』は、6.6％（７事業所）となっています。 

 

【図表】３－51 今後の外国人人材の受入予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○＜事業者＞介護福祉機器の導入状況（導入しているもの）では、「介護記録をタブレッ

ト等で記録・管理するＩＣＴ機器」が３割を超え最も高く、以下、「ベッド（傾斜角度、

高さが調整できるもの）」、「シャワーキャリー」、「車いす体重計」、となっている一方、

「いずれも購入していない」が約３割となっています。 

 

【図表】３－52 介護福祉機器の導入状況（複数回答） 
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〇＜従事者＞介護の仕事に興味を持ったきっかけでは、「その他」を除くと、「家族の介護

を経験して」、「友人・知人に介護職の人がいて」の順で高くなっています。 

 

【図表】３－53 介護の仕事に興味を持ったきっかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇＜従事者＞やりがい（働きがい）を感じることでは、「持っている資格が活かせている」、

「利用者や家族から感謝されている」、「利用者とのコミュニケーションがスムーズに

とれている」の順で高くなっています。 

 

【図表】３－54 現在の職場でやりがい（働きがい）を感じること 

（複数回答、上位５位のみ） 

 項目 事業者（n=107） 

第１位 持っている資格が活かせている 44.7％ 

第２位 利用者や家族から感謝されている 43.6％ 

第３位 利用者とのコミュニケーションがスムーズにとれている 36.2％ 

第４位 経験・勤続年数を生かした働き方ができている 32.1％ 

第５位 職員間のコミュニケーションが適切にとられている 24.9％ 

 

〇＜従事者＞介護の仕事の継続意向では、継続希望（「今の職場で介護の仕事を続けたい」、

「事業所を変えて介護の仕事を続けたい」）が６割を超え、転職希望（「できれば、介護

以外の仕事に変わりたい」、「介護以外の仕事に変わりたい」）が約１割、わからないが

約２割となっています。 

 

【図表】３－55 介護の仕事の継続意向 
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変

わ

り

た

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答
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②人材の育成・定着のために有効なポイント 

○＜事業者＞人材の育成・定着のために有効なポイントとして、「働きやすい環境整備」

が最も高く、続いて「給与・待遇」、「良好な従事者間のコミュニケーション」となって

います。 

 

【図表】３－56 人材の育成・定着のために有効だと思うポイント 

（複数回答、上位５位のみ） 

 項目 事業者（n=107） 

第１位 働きやすい職場環境 78.5％ 

第２位 給与・待遇 55.1％ 

第３位 良好な従事者間のコミュニケーション 44.9％ 

第４位 研修の充実 23.4％ 

第５位 仕事のやりがい 22.4％ 

 

〔主な課題等〕 

・学生、外国人など多様な介護人材の確保に向けた情報提供、事業所支援等を行うこと 

・人材育成支援等など、介護サービス事業所への人材確保・定着を支援すること 

・従事者の身体的負担軽減や業務効率向上のための事業者への支援をすること 

・個人のスキルアップ、事業所の質向上のための研修機会の提供、参加支援を行うこと 

・事業者と区との連携強化を図り、施策に反映させること 
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６）住まいについて 

①現在の住まいについて 

○住居形態については、いずれも「持ち家」が最も多く、「一戸建て」と「集合住宅」を

合わせると、〈要介護（郵送）〉と〈第１号・要支援〉が約８割、〈50 歳以上〉が約７割

となっています。 

 

【図表】３－57 住居形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

○住まいについて不便や不安を感じている割合（特にない、無回答を除いた割合）は、

〈50 歳以上〉が 74.9％で最も多く、〈要介護（郵送）〉が 60.0％、〈第１号・要支援〉

が 57.0％となっています。 

 

【図表】３－58 住まいについて不便や不安を感じていること（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

居室などに手すりがない、または段差があり不便である

エレベーターがなく、階段の昇り降りがある

老朽化や耐震に不安がある

自宅の支払いについて、まだローンを支払っている

家賃が高い

契約の更新ができない

その他

特にない

無回答

21.7

24.4

27.4

3.9

6.0

0.8

9.4

32.7

7.3

20.9

20.7

25.3

4.0

5.1

1.0

7.1

38.4

4.6

28.6

24.4

26.0

17.0

14.3

2.6

9.6

22.1

3.0

0 10 20 30 40

要介護(郵送) n=(1,807)  

第1号・要支援n=(2,100)  

50歳以上 n=(1,601)  

(%)

不便や不満を感じる割合 

要介護（郵送） 60.0％ 

第 1 号・要支援 57.0％ 

50 歳以上    74.9％ 

要介護（郵送） (1,807)

第１号・要支援 (2,100)

50歳以上 (1,601)

(%)
ｎ

44.9

29.9

37.5

40.6

1.8

0.9

0.4

1.3

9.8

21.0

1.7

2.6

2.0

2.6

1.9

1.2

52.2 27.0

3.0

0.6 8.6

1.5

3.0

4.2

持

家
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建
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公
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賃

貸
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宅

民

間

賃

貸
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宅

（
一

戸

建

て

）

民

間

賃

貸
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宅

（
集

合

住

宅

）

借

家

そ

の

他

無

回

答

2.1 1.2
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②施設等への入所・入居について 

〇＜要介護（郵送）＞の施設入所の検討状況では、要介護１～５で「入所・入居は検討

していない」が最も多くなっています。また、要介護度が上がるほど「すでに入所・

入居申し込みをしている」方の割合が高い傾向にあります。 

 

【図表】３－59 施設入所の検討状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔主な課題等〕 

・住み慣れた地域において、自立して住み続けるため、適切な福祉用具の使用や住宅改

修等の支援をすること 

・賃貸住宅への入居や高齢者向け施設への入所など、高齢者の希望に沿った住まいを確

保すること 

 

  

要介護（郵送）

要介護１ (1,550)

要介護２ (898)

要介護３ (544)

要介護４ (192)

要介護５ (144)

わからない (70)

(%)
ｎ

67.3

57.4

52.1

48.6

77.1

18.0

23.9

16.7

9.7

5.7

2.9

14.7

22.9

26.4

11.8

4.0

8.3

15.3

17.1

67.2 17.5

3.1

12.1

入

所

・

入

居

は

検

討

し

て

い

な

い

入

所

・

入

居

を

検

討

し

て

い

る

す

で

に

入

所

・

入

居

申

し

込

み

を

し

て

い

る 無

回

答
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７）健康で豊かな暮らしへのニーズ 

①日常生活について 

 

〇＜第 1号・要支援＞運動器の機能低下について、「あり」が約１割となっています。 

 

【図表】３－60 運動器の機能低下 

 

 

 

 

 

 

 

〇＜第 1号・要支援＞認知機能の低下について、「あり」が約４割となっています。 

 

【図表】３－61 認知機能の低下 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇＜第 1号・要支援＞閉じこもり傾向について、「あり」が約１割となっています。 

 

【図表】３－62 閉じこもり傾向 
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②健康増進・介護予防の取組について 

 

○健康の維持・増進、介護予防に「取り組んでいることがある」と回答した割合は、〈第

１号・要支援〉と〈50 歳以上〉で６割を超えています。一方、〈要介護（郵送）〉では、

約４割と、他の対象者に比べて低くなっています。 

 

【図表】３－63 健康の維持・増進や介護予防のための取組 

 

 

 

 

 

 

 

【図表】３－64 取り組んでいない主な理由 

（複数回答、特に理由はない・無回答を除く上位５位のみ） 

 
要介護（郵送） 

（n=680） 

第１号・要支援 

（n=717） 

50 歳以上 

（n=443） 

第１位 
面倒で気が進まない

から 
24.0％ 

仕事をしているか

ら 
25.0％ 

仕事をしているか

ら 
59.4％ 

第２位 

もう少し体の状態に

自信がなくなってか

らでも遅くないから 

16.3％ 
面倒で気が進まな

いから 
21.1％ 

面倒で気が進まな

いから 
25.3％ 

第３位 興味をもてないから 14.9％ 

もう少し体の状態

に自信がなくなっ

てからでも遅くな

いから 

17.9％ 

興味はあるが取り

組み方がわからな

いから 

13.8％ 

第４位 仕事をしているから 

9.4％ 

興味はあるが取り

組み方がわからな

いから 

11.2％ 

もう少し体の状態

に自信がなくなっ

てからでも遅くな

いから 

13.1％ 

第５位 

興味はあるが取り組

み方がわからないか

ら 

興味をもてないか

ら 
10.0％ 

ほかに自分のやり

たいことがあるか

ら 

8.4％ 

 

 

  

要介護（郵送） (1,807)

第１号・要支援 (2,100)

50歳以上 (1,601)

(%)
ｎ

61.3

63.1

34.1

27.7

4.6

9.2

41.5 37.6 20.9

取

り
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で
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る
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と

は

な

い

無

回

答
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○今後取り組みたいことについて、「ある」と回答した割合（特に取り組みたいことはな

い、無回答を除いた割合）は、〈50歳以上〉と〈第１号・要支援〉で約９割となってお

り、〈要介護（郵送）〉の約７割より高くなっています。 

 

【図表】３－65 介護予防のために今後取り組みたいこと（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔主な課題等〕 

・健康維持・増進及び介護予防に関心を持ち、健康寿命を延ばす取組につなげていくこと 

・健康維持・増進及び介護予防のため、高齢者の筋力、認知機能、口腔機能の維持やうつ

病対策などに対する日常のケアや機能低下時の適切な診療・支援等につなぐこと 

・高齢者の閉じこもりを防ぎ、現役引退後も健康的で張りのある生活を送ることができる

よう、地域の居場所への参加を促し、地域で活躍できる就業など社会参画の場や機会を

確保すること 

自分で定期的な運動や体力づくりの取り組みをする

栄養バランスに気をつけて食事をする

よくかむこと、口の中を清潔に保つことに気をつける

区が実施する健康づくりの教室や講座に参加する

地域の運動グループやサークルなどに参加する

地域活動（町会・自治会・高齢者クラブ等）をする

ボランティア活動をする

その他

特に取り組みたいことはない

無回答

家族、友人、知人と交流する

趣味や学習などの活動又は読み書き計算など脳のトレーニングをする

仕事をする

42.4

47.1

36.6

6.3

6.6

4.8

3.3

31.6

23.4

8.1

4.9

13.9

12.2

54.8

61.0

48.6

13.7

10.5

7.0

7.3

47.0

31.5

23.6

2.8

7.5

3.8

65.1

63.3

43.8

9.9

11.8

3.2

11.2

45.5

32.3

48.7

2.8

3.5

3.9

0 20 40 60 80

要介護(郵送) n=(1,807)  

第1号・要支援n=(2,100)  

50歳以上n=(1,601)  

(%)

取り組みたいことあり 

要介護（郵送） 73.9％ 

第１号・要支援 88.7％ 

50 歳以上    92.6％ 
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第４章 主要項目及びその方向性 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくり 

～地域包括ケアシステムの実現～ 
 

少子高齢化・人口減少がさらに進展する中、団塊ジュニア世代が高齢者に移行し、日本の高

齢者人口がピークに達する、令和 22 年（2040 年）に向け、高齢者が可能な限り住み慣れた地

域で、その有する能力に応じ自立した生活を可能としていくため、医療、介護、介護予防、住

まい及び自立した生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の取組を積極的

に推進していきます。 

高齢者が住み慣れた地域で安心して豊かに暮らし続けられる地域づくりを推進するため、以

下４つの主要項目を大きな柱として施策を進めていきます。 

 

１ 地域でともに支え合うしくみの充実 

地域住民を始め各関係機関が、「支え手」、「受け手」という関係を越えて、相互にその機

能を補完し、協力しながら地域全体で高齢者の暮らしを守り、ともに助け合う支援体制を

推進することが重要です。 

そのため、元気高齢者を始めとする区民が、日常の多様な活動を通じて自分らしく活躍

しながら、地域における高齢者の日常生活をサポートする地域コミュニティを育成してい

きます。 

また、介護の専門職による公的なサービスに加え、ボランティア、ＮＰＯ、地域団体等

の多様な主体による地域づくりの取組を効果的に展開できるよう支援していきます。 

さらに、医療と介護を必要とする高齢者や認知症の方を地域で支えるため、看取りまで

を見据え、切れ目のない在宅医療と介護の連携の取組を推進していきます。 

併せて、区民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築する

とともに、高齢者の尊厳ある暮らしが確保されるよう、権利擁護を推進する関係機関との

連携を図っていきます。 
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２ 在宅サービス等の充実と多様な住まい

方の支援や取組 

介護が必要になっても安心して暮らせる住まいが確保され、かつ、その中で適切な介護

サービスを受けながら、可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにすること

が重要です。 

そのため、看取りまでを意識した在宅医療の提供体制の確保、医療介護連携を推進する

とともに、住み慣れた地域で在宅生活を続けるため、居宅サービスの確保や、地域の支援

拠点としての（看護）小規模多機能型居宅介護、増加が見込まれる認知症高齢者と家族等

を支援する認知症高齢者グループホーム等のサービス基盤整備を推進していきます。 

さらに、これらの介護サービスを支える人材について、その創出に取り組むとともに、

人材の確保・定着に向けた事業者等への支援を包括的に行っていきます。 

また、安心して暮らせる住まいの確保と住まい方の支援を不動産関係団体や居住支援団

体と連携して推進するとともに、高齢者のための施設を整備していきます。 

 

３ 健康で豊かな暮らしの実現 

高齢になっても自分らしい豊かな生活を送るため、健康を維持し、住み慣れた地域の中

でつながりと生きがいを持っていきいきと暮らせることが重要です。 

そのため、高齢者ができるだけ長く健康な状態を維持・増進し、健康寿命の延伸につな

がる取組を推進していきます。 

さらに、介護等が必要になる状態を予防するとともに、そのような状態になっても軽減

又は悪化の防止を図ることで、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を送ることが

できるよう、フレイル予防・介護予防の取組を推進していきます。 

また、生涯学習や趣味の活動等を通じて生きがいを見つけ、様々な形で地域とのつなが

りを深める仕組みづくりを推進していきます。 
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４ いざというときのための体制づくり 

緊急・災害時に自力で避難することが困難な高齢者への支援体制を推進することが重要

です。 

そのため、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の方が急病や事故等で緊急対応が必要

になった場合、適切な対応や連絡が行えるよう高齢者緊急連絡カードの普及を図るととも

に、日々進歩する情報通信機器等の効果的な活用について検討を進めていきます。 

また、災害時に自力で避難することが困難な高齢者等（避難行動要支援者）の安否確認

や避難誘導等を迅速かつ的確に行えるよう、区民防災組織、民生委員・児童委員、警察署、

消防署等の関係機関との相互連携を図るとともに、より実効性のある体制づくりを構築し

ていきます。 

併せて、避難所での生活が著しく困難な高齢者が安心して避難できる福祉避難所を拡充

するとともに、避難者への対応や備蓄物資の充実等、福祉避難所の環境整備を図っていき

ます。 

さらに、介護サービスを提供する事業者が災害時や感染症の拡大時等にも通所者、入所

者及び利用者の安全を確保し、かつ、そのサービスを継続して提供できるよう関係機関と

連携して支援していきます。 
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第５章 計画の体系と計画事業 

１ 計画の体系 

【凡例】 

・      は、計画事業量を掲げ、進行管理の対象とする事業です。 

・★は、社会福祉法第 106 条の５に定める「重層的支援体制整備事業実施計画」に関わる事

業です。 

・他の分野別計画で主に実施している事業は、計画事業名の後に各分野別計画の頭文字と事

業番号を記載しています。 

 地…地域福祉保健の推進計画 子…子育て支援計画 障…障害者・児計画 保…保健医療

計画 

 

大項目 小項目 計画事業 

１ 

地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
し
く
み
の
充
実 

１ 高齢者等に

よる支え合いの

しくみの充実 

１ ハートフルネットワーク事業の充実  

２ 文京区地域包括ケア推進委員会の運営  

３ 地域ケア会議の運営  

４ 小地域福祉活動の推進 ★ 地１-１-２ 

５ 地域づくり事業 ★ 地１-１-１ 

６ 参加支援事業 ★ 地１-２-１ 

７ 民生委員・児童委員による相談援助活動 地１-２-６ 

８ 話し合い員による訪問活動  

９ みまもり訪問事業 地１-２-９ 

10 高齢者見守り相談窓口事業  

11 高齢者見守りあんしんＩｏＴ事業  

12 高齢者クラブ活動（友愛活動）に対する支援  

13 社会参加の促進事業  

14 シルバー人材センターの活動支援  

15 シルバーお助け隊事業への支援  

16 いきいきサポート事業の推進 地１-２-５ 

17 ボランティア活動への支援 地１-２-２ 

18 地域活動情報サイト 地１-２-４ 

２ 医療・介護

の連携の推進 

１ 地域医療連携推進協議会・検討部会の運営 保２-１-１ 

２ 在宅医療・介護連携推進事業  

３ 「かかりつけ医・歯科医・薬剤師」の定着  

１ 認知症に関する講演会  
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１ 

地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
し
く
み
の
充
実 

 

３ 認知症施策

の推進 

２ 認知症サポーター養成講座  

３ 認知症ケアパスの普及啓発  

４ 認知症地域支援推進員の設置  

５ 認知症支援コーディネーターの設置  

６ 認知症サポート医・かかりつけ医との連携  

７ 認知症相談  

８ 認知症初期集中支援推進事業  

９ 認知症検診事業  

10 認知症ともにパートナー事業  

11 認知症ともにフォローアッププログラム  

12 認知症家族交流会・介護者教室・認知症カフェ  

13 
認知症の本人と家族を支える地域のネットワー

キング 

 

14 認知症の症状による行方不明者対策の充実  

15 若年性認知症への取組  

16 生活環境維持事業  

17 
地域密着型サービス（認知症高齢者グループホ

ーム）の整備【再掲】 

 

４ 家族介護者

への支援 

１ 仕事と生活の調和に向けた啓発 子２-６-２ 

２ 認知症サポーター養成講座【再掲】  

３ 認知症初期集中支援推進事業【再掲】  

４ 
認知症家族交流会・介護者教室・認知症カフェ

【再掲】 

 

５ 
高齢者あんしん相談センターの機能強化【再

掲】 ★ 

 

６ 緊急ショートステイ  

５ 相談体制・

情報提供の充実 

１ 高齢者あんしん相談センターの機能強化 ★  

２ 老人福祉法に基づく相談・措置  

３ 包括的相談支援事業 ★ 地２-１-１ 

４ 多機関協働事業 ★ 地２-１-２ 

５ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 ★ 地２-１-３ 

６ 介護保険相談体制の充実  

７ 高齢者向けサービスの情報提供の充実  

８ 文京ユアストーリー 地２-１-17 

９ 文京区版ひきこもり総合対策 地２-１-４ 

10 ヤングケアラー支援推進事業 地２-１-５ 

１ 福祉サービス利用援助事業の促進 地２-３-１ 
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１ 

地
域
で
と
も
に
支
え
合
う

し
く
み
の
充
実 

６ 高齢者の権

利擁護の推進 
２ 

福祉サービスに対する苦情申立・相談対応の充

実 
地２-３-２ 

３ 成年後見制度利用支援事業 地２-３-４ 

４ 法人後見の受任 地２-３-５ 

５ 
権利擁護支援に係る地域連携ネットワークの推

進 
地２-３-６ 

６ 高齢者虐待防止への取組強化  

７ 悪質商法被害等防止のための啓発及び相談  

 

大項目 小項目 計画事業 

２ 

在
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
充
実
と
多
様
な
住
ま
い
方
の
支
援
や
取
組 

１ 介護サービ

スの充実 

１ 居宅サービス  

２ 施設サービス  

３ 地域密着型サービス  

４ 事業者への運営指導・集団指導  

５ 介護サービス情報の提供  

６ 公平・公正な要介護認定  

７ 主任ケアマネジャーの支援・連携  

８ 福祉用具購入・住宅改修に係る利用者宅訪問調査  

９ 生活保護受給高齢者支援事業  

２ ひとり暮ら

し・身体能力が

低下した高齢者

等への支援 

１ 高齢者自立生活支援事業  

２ 高齢者日常生活支援用具の給付等事業  

３ 院内介助サービス  

４ 高齢者訪問理美容サービス  

５ 高齢者紙おむつ支給等事業  

６ ごみの訪問収集  

７ 歯と口腔の健康  

３ 介護サービ

ス事業者への支

援 

１ 介護サービス事業者連絡協議会・部会の運営  

２ ケアマネジャーへの支援  

３ ケアプラン点検の実施  

４ 福祉サービス第三者評価制度の利用促進 地２-３-３ 

４ 介護人材の

確保・定着への

支援 

１ 介護人材の確保・定着に向けた支援  

２ 介護施設ワークサポート事業  

１ 居住支援の推進 地２-１-11 

２ 高齢者住宅設備等改造事業  
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２ 

在
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
充
実
と
多
様
な
住
ま

い
方
の
支
援
や
取
組 

５ 住まい等の

確保と生活環境

の整備 

３ 住宅改修支援事業  

４ 高齢者等住宅修築資金助成事業 障５-１-８ 

５ 高齢者施設（特別養護老人ホーム）の整備  

６ 旧区立特別養護老人ホームの大規模改修  

７ 
地域密着型サービス（認知症高齢者グループホー

ム）の整備【再掲】 

 

８ 公園再整備事業 地３-１-５ 

９ 文京区バリアフリー基本構想の推進 地３-１-２ 

10 
文京区福祉のまちづくりに係る共同住宅等整備要

綱に基づく指導 
地３-１-３ 

11 バリアフリーの道づくり 地３-１-１ 

 

大項目 小項目 計画事業 

３ 

健
康
で
豊
か
な
暮
ら
し
の
実
現 

１ 健康づくり

の推進 

１ 一般健康相談（クリニック） 保１-８-１ 

２ 健康診査・保健指導 保１-８-２ 

３ 高齢者向けスポーツ教室  

４ 高齢者いきいき入浴事業  

５ 高齢者クラブ活動（健康づくり）に対する支援  

２ フレイル予

防・介護予防の

推進 

１ 短期集中予防サービス  

２ 介護予防把握事業  

３ 介護予防普及啓発事業  

４ 介護予防ボランティア指導者等養成事業  

５ 文の京フレイル予防プロジェクト  

６ 地域リハビリテーション活動支援事業  

３ 日常生活支

援の推進 

１ 訪問型・通所型サービス  

２ 介護予防ケアマネジメントの実施  

３ 生活支援体制整備事業 ★  

４ 地域介護予防支援事業（通いの場） ★  

４ 生涯学習と

地域交流の推進 

１ アカデミー推進計画に基づく各種事業  

２ 文京いきいきアカデミア講座（高齢者大学）  

３ 生涯にわたる学習機会の提供  

４ 高齢者クラブ活動（学習と交流）に対する支援  

５ いきがいづくり世代間交流事業  

６ いきがいづくり文化教養事業  
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３ 

健
康
で
豊
か
な

暮
ら
し
の
実
現 

７ いきがいづくり敬老事業  

８ 地域の支え合い体制づくり推進事業 地１-１-９ 

９ 福祉センター事業  

10 長寿お祝い事業  

11 シルバーセンター等活動場所の提供  

 

大項目 小項目 計画事業 

４ 

い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
の
体
制
づ
く
り 

１ 避難行動要

支援者等への支

援 

１ 避難行動要支援者への支援 地３-４-２ 

２ 災害ボランティア体制の整備 地３-４-３ 

３ 高齢者緊急連絡カードの整備  

４ 救急通報システム  

５ 福祉避難所の拡充 地３-４-４ 

６ 被災者支援の仕組みづくり 地３-４-５ 

２ 災害に備え

る住環境対策の

推進 

１ 耐震改修促進事業 地３-４-５ 

２ 家具転倒防止器具設置費用助成 地３-４-６ 

３ 災害等に備

える介護サービ

ス事業者への支

援 

１ 
介護サービス事業者連絡協議会を通じた災害等に

関する情報提供 
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２ 計画事業 

・      の事業は、進行管理対象事業です。 

１ 地域でともに支え合うしくみの充実 

１－１ 高齢者等による支え合いのしくみの充実 

高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう、地域の関係者が相互

に連携し、見守り、支え合う体制を強化するため、各団体の活動を支援します。 

また、見守りや高齢者の日常生活等をサポートする体制づくりのため、元気高齢者を始め

とする多様な人材を発掘・支援し、サービスの担い手となっていくような取組を進めていき

ます。 

 

１－１－１ ハートフルネットワーク事業の充実 
 

事業概要 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、関係協力

機関、高齢者あんしん相談センター及び区が相互に連携して地域全体で

高齢者の見守り、声かけ等を行うとともに、異変等を発見した場合に

は、迅速に対応できる体制の充実を図ります。 

担当 高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ８年度 

ハートフルネットワーク 

協力機関数 
団体 680 700 

 

１－１－２ 文京区地域包括ケア推進委員会の運営 
 

事業概要 

高齢者の介護、介護予防等に関し、地域の実情を反映させた包括的な

地域ケアを効果的に推進するため、高齢者あんしん相談センターの運営

など地域包括ケアの推進に関することを協議・検討する委員会を運営し

ます。 

また、区全域レベルの地域ケア会議の機能を兼ねることで、区全体の

課題を抽出し、各種施策の実現につなげます。 

担当 高齢福祉課 
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１－１－３ 地域ケア会議の運営 
 

事業概要 

各高齢者あんしん相談センターを中心に、個別ケースの検討を通じた

ケアマネジメント支援及び地域課題の把握や課題解決のための地域包括

支援ネットワークの構築を図ります。 

また、区においては、個別課題及び地域課題の検討の蓄積から区全体

の課題を抽出し、施策に取り入れていきます。これら各検討会議の内容

を相互に反映させることにより、地域包括ケアシステムの構築を推進し

ます。 

担当 高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

各高齢者あんしん相談センターにおいて、個別課題レベルの地域ケア

会議と地域課題の把握・解決に向けた日常生活圏域レベルの地域ケア会

議を実施します。 

また、区においては、政策形成を視野においた区全域レベルの地域ケ

ア会議を実施します。 

 

１－１－４ 小地域福祉活動の推進 ★（地１-１-２） 
 

事業概要 

日常生活圏域全域に地域福祉コーディネーターを配置し、町会・自治会

単位の小地域で起きている課題を掘り起こし、地域住民による課題の共

有、検討及び解決の支援を行い、地域における住民同士の支え合いの体制

づくりを推進します。 

担当 社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

10 名体制になった地域福祉コーディネーターが、地域の支え合い活動や

日常的な相談の中心となる「多機能な居場所（つどい～の）」、地域交流

の場である「ふれあいいきいきサロン」等の運営支援のほか、生活支援コ

ーディネーターを兼務し、「住民主体の通いの場（かよい～の）」の運営

支援等に取り組むことで、住民同士の交流や支え合い、見守り活動のサポ

ートを行います。 

 

１－１－５ 地域づくり事業 ★ ○新（地１-１-１） 

事業概要 

介護、障害、子ども、生活困窮の各分野において実施されている既存

の地域づくりに関する事業の取組を活かしつつ、世代や属性を超えて交

流できる場や居場所の整備を行うとともに、地域における資源の開発や

ネットワークの構築、支援ニーズと取組のマッチング等により地域にお

ける多様な主体による取組のコーディネート等を行います。※令和７年

度より事業実施予定 

担当 事務局：福祉政策課 
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３年間の 

計画事業量 

社会福祉協議会と連携し、地域住民や NPO 等が運営するイベント等の

交流の場や、多機能な居場所を拡充します。 

また、既存の拠点等については、各個別制度では直接に対象としてい

ない方も利用できる多世代・多属性の活動の場としての利活用を検討し

ます。 

 

１－１－６ 参加支援事業 ★ ○新（地１-２-１） 

事業概要 

本人や世帯が、地域や社会と関わり方を選択し、自らの役割を見出せ

るよう、地域の社会資源等とのマッチングや開拓を行い、社会とのつな

がり作りに向けた支援を行います。※令和７年度より事業実施予定 

担当 事務局：福祉政策課 

３年間の 

計画事業量 

本人やその世帯のニーズや抱える課題など丁寧に把握し、地域の社会資

源や支援メニューとのコーディネートをし、マッチングを行います。 

また、既存の社会資源に働きかけたり、既存の社会資源の拡充を図り、

本人やその世帯の支援ニーズや状態に合った支援プランを作成します。 

さらに、マッチングした後に本人の状態や希望に沿った支援が実施でき

ているかの定着支援及びフォローアップ等を行い、本人やその世帯と社会

とのつながり作りに向けた支援を行います。 

 

１－１－７ 民生委員・児童委員による相談援助活動（地１-２-６） 
 

事業概要 

民生委員・児童委員は、地域住民の介護の悩みや子育ての不安、障害者

の生活上の困りごと、経済的困窮など福祉に関する様々な相談に応じ、支

援を必要とする方と行政機関を繋げるパイプ役を担います。 

また、高齢者の孤立を防ぐ居場所づくりや、子育てサロンの運営及び乳

幼児健診への協力などの予防的福祉活動を行っています。敬老金の配布、

緊急連絡カード調査などの区の事業への協力、災害対策への参加など様々

な活動をしています。区は民生委員・児童委員への支援や連携を通じて、

地域社会の中で生活上の様々な問題を抱えている方への相談及び援助活動

を行います。 

担当 福祉政策課 

 

１－１－８ 話し合い員による訪問活動 
 

事業概要 

地域のひとり暮らし高齢者等の孤独感や不安感を和らげるため、話し

合い員が定期的に対象者の自宅を訪問し、話し相手となるほか、生活や

身の上の相談に応じ、区と連携して必要なサービスや支援につなげま

す。 
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また、民生委員・児童委員、高齢者あんしん相談センター等と連携し

た見守り活動を行います。 

担当 高齢福祉課 

 

１－１－９ みまもり訪問事業（地１-２-９） 
 

事業概要 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域のボ

ランティア（みまもりサポーター）が自宅を定期的に訪問するなどし

て、安否確認を行います。 

担当 社会福祉協議会 

 

１－１－10 高齢者見守り相談窓口事業 
 

事業概要 

高齢者の在宅生活の安心を確保するため、各日常生活圏域の高齢者あ

んしん相談センターの本所又は分室に、見守り相談窓口を設置します。

専任職員（見守り相談員）による高齢者への戸別訪問や見守り相談を通

じ、生活実態の把握に努め、早期に必要な支援につなげます。 

担当 高齢福祉課 

 

１－１－11 高齢者見守りあんしんＩｏＴ事業 ○新  

事業概要 

高齢者の自宅に通信機能を備えた電球又は扉センサーを設置し、24

時間動作がない場合、家族等へメールで異常を通知することで、在宅高

齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援します。 

担当 高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ６年度 ７年度 ８年度 

見守り電球 人 99 300 400 500 

見守り扉センサー 人 ― 80 120 160 

 

１－１－12 高齢者クラブ活動（友愛活動）に対する支援 
 

事業概要 

クラブ会員による一声かけ運動、話し相手（情報提供、外出援助、交

流機会の創出）、ひとり暮らしや身体能力が低下した高齢者の安否確認

など、身近な隣人・友人としての高齢者相互の心のふれあいを中心とす

る活動を継続的に行っています。このような、在宅福祉を支える友愛活

動に対して支援します。 

担当 高齢福祉課 
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１－１－13 社会参加の促進事業 
 

事業概要 

概ね 50 歳以上の方が、講座受講をきっかけとして地域でボランティ

ア等の活動を開始することを目的に、ミドル・シニア講座、絵本の読み

聞かせ講座等を実施します。 

また、社会参画のきっかけづくりとして、区の情報誌をダイレクトメ

ールで送付します。 

担当 高齢福祉課 

 

１－１－14 シルバー人材センターの活動支援 
 

 

事業概要 

企業や家庭、公共団体などから臨時的・短期的・軽易な仕事を引き受

け、会員に就業の機会を提供しているシルバー人材センターの活動を支

援することで、高齢者の生きがいの創出、健康の維持につなげ、活力あ

る高齢社会、地域社会づくりを推進します。 

担当 高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ８年度 

会員数 人 1,275 1,424 

就業実人員 人 1,031 1,154 

 

１－１－15 シルバーお助け隊事業への支援 
 

事業概要 

高齢者等の日常生活で起こるちょっとした困りごとに対し、シルバー

人材センターが会員を派遣し、援助するサービスについて、区が助成す

ることで、住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援します。 

担当 高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ８年度 

実施件数 件 239 300 

 

１－１－16 いきいきサポート事業の推進（地１-２-５） 
 

事業概要 

区民の参加と協力を得て、日常生活で手助けを必要とする方に対し

て、家事援助を中心とした有償在宅福祉サービスを提供し、だれもが住

み慣れたまちで安心して暮らせるよう支援します。 

担当 社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ６年度 ７年度 ８年度 

新規登録利用会員数 人 54 75 100 125 

 

１－１－17 ボランティア活動への支援（地１-２-２） 
 

事業概要 
ボランティア養成講座や研修等を実施し、地域の担い手を育成するとと

もに、福祉教育の実施、ボランティア・市民活動に関する情報収集・提供
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を行うコーディネート機能の強化等により、地域福祉活動の多様化、活性

化を図ります。 

また、団体への研修費の助成等による支援のほか、地域活動や交流会等

を通じて活動団体間の交流を促進することでネットワーク化を推進し、ボ

ランティア・市民活動の輪を広げます。 

担当 社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

 個人や団体からの地域活動に係る相談に、必要な諸調整を行いながら丁

寧に応じます。 

 また、体験型プログラムを取り入れるなどの工夫を行いながらボランテ

ィア養成講座等を実施し、地域の担い手の育成に取り組むとともに、実際

にボランティア活動を行いたい方と実動しているボランティア団体とをつ

なげます。 

 さらに、活動している個人や団体同士のつながる機会を設けることで、

活動が停滞しないように支援を行います。 

 

１－１－18 地域活動情報サイト（地１-２-４） 
 

事業概要 
ＮＰＯ法人・ボランティア団体、町会・自治会及び企業等による地域

貢献活動などの情報を発信し、地域活動への参加促進を図ります。 

担当 社会福祉協議会 

 

１－２ 医療・介護の連携の推進 

高齢者一人ひとりのケアを充実するため、在宅生活を支える地域の医療関係者と介護サービ

ス事業者との連携及び調整を円滑にし、必要な医療と介護が継続的・一体的に受けられるよう

支援します。 

また、介護サービス事業者に対して関係情報を提供し、必要に応じて随時研修を開催しま

す。さらに、地域全体での連携を図るため、医療連携体制の取組を推進します。 
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１－２－１ 地域医療連携推進協議会・検討部会の運営（保２-１-１） 
 

事業概要 

 区内大学病院、都立病院、地区医師会・歯科医師会・薬剤師会等で構成

する協議会及び検討部会を通じて、地域医療の現状把握、課題の整理を行

って、対応策の協議・検討を行います。 

担当  健康推進課、高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目名 単位 ４年度実績 ８年度 

地域医療連携推進協議会 回 1 1 

高齢者・障害者口腔保健医療検討部会 回 1 1 

小児初期救急医療検討部会 回 1 1 

在宅医療検討部会 回 2 2 

 

１－２－２ 在宅医療・介護連携推進事業 
 

事業概要 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、人生の最期まで住み慣れた

地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域の医療・看護・

介護等の関係者による多職種連携体制を構築し、日常の療養支援、入退

院支援、急変時の対応、看取りといった 4 つの場面における在宅医療・

介護連携の取組を推進します。 

担当 高齢福祉課 

 

１－２－３ 「かかりつけ医・歯科医・薬剤師」の定着 
 

事業概要 

地域の医院・歯科医院・薬局を掲載した冊子の配布等を通じて、日頃

から健康や医療、薬について相談できるかかりつけ医・歯科医・薬剤師を

持つことを区民に推奨します。 

担当  高齢福祉課 

 

１－３ 認知症施策の推進 

認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、認知症に関する正しい知

識・理解の普及啓発を行うとともに、認知症の発症時期や症状に応じた切れ目のない支援を行

います。 

さらに、認知症の本人や家族の意向に寄り添い当事者の声を反映させた地域のネットワーク

づくりを促進し、地域における助け合い・支え合いの輪を拡げます。 
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１－３－１ 認知症に関する講演会 
 

事業概要 
講演会の実施及びパンフレットの活用等により、認知症に関する正しい

知識・理解の普及啓発を図ります。 

担当  高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ６年度 ７年度 ８年度 

開催回数 回 8 4 4 4 

 

１－３－２ 認知症サポーター養成講座 
 

事業概要 

認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認

知症の本人やその家族を温かく見守る認知症サポーターを養成します。 

また、一層の活動参加促進のため、より実践的な対応方法の習得等を内

容とする認知症サポーター実践講座を実施します。 

担当 高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ６年度 ７年度 ８年度 

年間サポーター養成数 人 765 1,000 1,000 1,000 

文京区サポーター総数 人 17,330 19,000 20,000 21,000 

実践講座の参加者数 人 23 20 20 20 

 

１－３－３ 認知症ケアパスの普及啓発 
 

事業概要 

認知症の本人やその家族が生活機能障害の進行状況に応じて、いつ、

どこで、どのような支援を受けることができるのかを早い段階で把握で

きるよう、適切なサービス提供の流れを整理・明示した認知症ケアパス

（あんしん生活ガイド）の普及啓発を図ります。 

また、認知症になっても、日常生活上の工夫があれば、自分らしい生

活が続けられることを周知するため、認知症に寄り添う機器展（認ＰＡ

ＫＵ）を実施します。 

担当 高齢福祉課 

 

１－３－４ 認知症地域支援推進員の設置 
 

事業概要 

認知症施策を円滑かつ効果的に実施するため、厚生労働省の定める研

修修了者を認知症地域支援推進員として区に配置し、医療・介護等の支

援ネットワークの構築、認知症対応力向上のための支援などを推進しま

す。 

担当 高齢福祉課 
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１－３－５ 認知症支援コーディネーターの設置 
 

事業概要 
認知症支援コーディネーターを高齢者あんしん相談センターに配置

し、関係機関と連携の上、認知症の早期支援・早期対応を推進します。 

担当 高齢福祉課 

 

１－３－６ 認知症サポート医・かかりつけ医との連携 
 

事業概要 

区内医師会に所属する認知症サポート医を嘱託医として配置し、かか

りつけ医と連携しながら、認知症の早期支援・早期対応等の認知症施策

を円滑かつ効果的に推進します。 

担当 高齢福祉課 

 

１－３－７ 認知症相談 
 

事業概要 

認知症の早期支援・早期対応を推進するため、高齢者あんしん相談セ

ンターに嘱託医を配置し、もの忘れ医療相談等、認知症に係る相談体制

を推進します。 

担当 高齢福祉課 

 

１－３－８ 認知症初期集中支援推進事業 
 

事業概要 

複数の専門職により構成する認知症初期集中支援チームを設置し、認

知症の本人や家族に対する初期の支援を包括的・集中的に行い、在宅生

活のサポートを行います。 

担当 高齢福祉課 

 

１－３－９ 認知症検診事業 
 

事業概要 

認知症に関する正しい知識・理解の普及啓発と、本人による認知症の早

期の気づきを支援するため、55 歳から 75 歳までの５歳ごとの節目検診を

実施します。検診では、認知機能測定デジタルツールによる脳の健康度測

定を行い、結果について医師からアドバイスを行うほか、必要に応じて医

療機関や、看護師による最長６か月間の支援等につなげます。 

担当 高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ６年度 ７年度 ８年度 

認知症検診普及啓発対象者 人 12,292 13,000 13,000 13,000 
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１－３－10 認知症ともにパートナー事業 
 

事業概要 

協力医療機関受診や認知症検診において、医師から認知機能の低下に

より生活上のサポートが必要と判断された方が、必要なサービス等につ

ながることができるように、訪問看護ステーションの看護師による最長

６か月間の伴走型の支援を行います。 

担当 高齢福祉課 

 

１－３－11 認知症ともにフォローアッププログラム 
 

事業概要 

認知症検診において、生活習慣の改善が必要な方を対象に、脳と体の

健康や生活習慣の見直し等を啓発するプログラムを実施します。プログ

ラムとして、脳の健康度測定や脳と体を活性化させるためのエクササイ

ズ体験、歯科衛生士や管理栄養士、健康運動指導士による指導等を行い

ます。 

担当 高齢福祉課 

 

１－３－12 認知症家族交流会・介護者教室・認知症カフェ 
 

事業概要 
認知症の本人を支える家族に対する支援を目的として、認知症家族交

流会、介護者教室及び認知症カフェに係る取組を推進します。 

担当 高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ６年度 ７年度 ８年度 

認知症家族交流会 回 8 8 8 8 

介護者教室 回 8 8 8 8 

認知症カフェ 回 22 44 44 44 

 

１－３－13 認知症の本人と家族を支える地域のネットワーキング ○新  

事業概要 

認知症になっても人として尊重され、希望を持って自分らしく生きる

ことができるまちづくりを推進するため、認知症本人との交流会等本人

や家族のニーズと「チームオレンジ Bunkyo」サポーターをつなぐ仕組み

を構築し、本人と家族を支える地域のネットワーキングを強化します。 

担当 高齢福祉課 

 

１－３－14 認知症の症状による行方不明者対策の充実 
 

事業概要 

認知症の症状による行方不明者の発生を防止し、また、発生した場合

の早期発見・早期保護のため、地域の見守り機能の強化や発見ネットワ

ークの活用を促進します。 

担当 高齢福祉課 
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３年間の 

計画事業量 

区民や事業者に対し、メール配信による行方不明認知症高齢者発見ネ

ットワーク登録への協力をお願いし、協力者を増やしていくとともに、

地域住民等による声かけ模擬訓練の実施など、地域における見守り機能

の強化を図ります。 

また、発見時の速やかな身元確認に役立つステッカー等の配付や、民

間事業者が運営するＧＰＳ探索サービスの利用助成を行います。 

 

１－３－15 若年性認知症への取組 
 

事業概要 

東京都若年性認知症総合支援センターや地域の関係機関と連携し、文

京区若年性認知症の会（シエル・ブルー）等により若年性認知症の方へ

支援を行うとともに、若年性認知症相談支援に関する研修に参加し、職

員の知識習得・相談支援技術の向上を図ります。 

担当 高齢福祉課 

 

１－３－16 生活環境維持事業 
 

事業概要 

認知症高齢者等のうち、自己で生活環境の整備を行うことが困難な方

に対し、廃棄物処理等のサービスを実施し、生活環境の維持保全を行い

ます。 

担当 高齢福祉課 

 

１－３－17 地域密着型サービス（認知症高齢者グループホーム）の整備 
 

事業概要 

介護が必要な認知症高齢者が、家庭的な環境と地域住民との交流の下、

食事や入浴などの介護や日常生活上の世話、機能訓練等を受けながら共

同生活をする「認知症高齢者グループホーム」を整備します。 

※ ３年間の事業量については、２-１-３を参照 

担当 介護保険課 

 

１－４ 家族介護者への支援 

介護を行っている家族（家族介護者）の心身の負担を軽減するため、定期的な介護保険サ

ービスの利用のほか、要介護者の在宅生活の継続や質の向上を図る事業を実施するととも

に、認知症の方を介護する家族が、互いに交流する場や機会を提供します。 

また、介護の知識や仕事との両立について、情報提供や意識啓発を行います。 
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１－４－１ 仕事と生活の調和に向けた啓発（子２-６-２） 
 

事業概要 
多様な働き方の実現に向けた意識を高めていくため、情報提供や広報・

啓発活動を行います。 

担当 総務課 

 

１－４－２ 認知症サポーター養成講座 

【再掲 １－３－２参照】 

 

１－４－３ 認知症初期集中支援推進事業 

【再掲 １－３－８参照】 

 

１－４－４ 認知症家族交流会・介護者教室・認知症カフェ 

【再掲 １－３－１２参照】 

 

１－４－５ 高齢者あんしん相談センターの機能強化 

【再掲 １－５－１参照】 

 

１－４－６ 緊急ショートステイ 
 

事業概要 
介護や見守りの必要な高齢者等の介護者が特別な理由で、一時的に介

護が困難になった場合等に短期入所サービスを提供します。 

担当 介護保険課 

 

１－５ 相談体制・情報提供の充実 

介護保険の申請や高齢者の総合相談など一人ひとりの様々なニーズに応え、切れ目のない

生活支援が提供できるよう、相談体制及び情報提供の充実を図ります。 

このため、関係機関と協力しつつ、地域における高齢者福祉の拠点としての役割を果たす

高齢者あんしん相談センターの機能及び体制を強化し、各種相談窓口等と連携していきま

す。 

 

１－５－１ 高齢者あんしん相談センターの機能強化 ★ 
 

事業概要 

在宅医療・介護連携や認知症施策の推進など、高齢者あんしん相談セ

ンターに期待される多様な役割を十分に果たせるよう、センターと区と

の連携強化を図るとともに、複雑化・複合化した課題を抱える困難ケー

スに適切に対応するため、介護分野に限らず、障害分野、児童分野、生

活困窮分野等の関係機関との連携体制の構築を推進します。 
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担当 高齢福祉課 

 

１－５－２ 老人福祉法に基づく相談・措置 
 

事業概要 

高齢者に関する相談を受け、実情の把握に努め、高齢者あんしん相談

センター等関係機関と連携を図りながら支援を行います。 

また、養護老人ホームや特別養護老人ホームへの入所や介護保険サー

ビス利用にかかる措置、成年後見制度にかかる審判請求等を行います。 

担当 高齢福祉課 

 

１－５－３ 包括的相談支援事業 ★ ○新（地２-１-１） 

事業概要 

 高齢・介護、障害、子ども、生活困窮等の各分野において実施されてい

る既存の相談支援を一体的に実施し、相談者の属性や世代、相談内容等に

関わらず、地域住民からの相談を包括的に受け止め、抱える課題の整理を

行います。 

 また、受け止めた相談のうち、複雑化・複合化している課題について

は、多機関協働事業につなぎ、連携を図りながら支援を行います。 

担当 事務局：福祉政策課 

 

１－５－４ 多機関協働事業 ★ ○新（地２-１-２） 

事業概要 

支援関係機関間の有機的な連携体制を構築し、当該連携体制の中で地

域における地域生活課題等の共有を図り、複雑化・複合化した支援ニー

ズを有し、様々な課題の解きほぐしが求められる事例等に対して支援を

行います。 

担当 事務局：福祉政策課 

３年間の 

計画事業量 

複雑化・複合化した支援ニーズを有し、様々な課題の解きほぐしが求めら

れる事例等を支援するため、分野横断的に多機関が連携した会議体（支援会

議及び重層的支援会議）を運営します。支援会議では、地域において関係機

関等がそれぞれ把握していながらも支援が届いていない個々の事例の情報

共有や、地域における必要な支援体制の検討を行います。重層的支援会議で

は、支援プランの協議と策定を行うとともに、定期的にモニタリング会議を

開催し、再プランやプラン終結等の判断を行います。 
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１－５－５ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 ★ ○新（地２-１-３） 

事業概要 

本人と直接かつ継続的に関わるための信頼関係の構築や、本人とのつ

ながりづくりに向けた支援を行い、複雑化・複合化した課題を抱えてい

るため必要な支援が届いていない方に支援を届けます。 

担当 事務局：福祉政策課 

 

１－５－６ 介護保険相談体制の充実 
 

事業概要 

区民や介護サービス事業者からの介護保険に関する相談・苦情等に対

し、適切な助言や情報提供、関係機関の紹介等を行い、早期解決を図り

ます。 

担当 介護保険課 

 

１－５－７ 高齢者向けサービスの情報提供の充実 
 

事業概要 

高齢者のための福祉・保健サービスをわかりやすくまとめた情報誌の

作成やホームページ・区報・フェイスブック等様々な媒体を活用し、高

齢者向けサービスの情報提供を適宜行います。 

担当 高齢福祉課 

 

１－５－８ 文京ユアストーリー（地２-１-17） 
 

事業概要 

人生の最後まで安心して住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、

身寄りのない高齢者を対象に、元気なうちから社会参画支援及び定期連

絡・訪問を行い、判断能力等の衰えが見られる場合には、利用者の意向

に沿って、後見制度や介護サービスの紹介、葬儀や家財処分の準備等の

支援を行います。 

担当 社会福祉協議会 
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１－５－９ 文京区版ひきこもり総合対策（地２-１-４） 
 

事業概要 

ひきこもり当事者やその家族及び 8050 問題ケース等の複合的な課題

を含む相談を文京区ひきこもり支援センターで実施し、関係機関と連携

しながら支援を行います。 

ひきこもり状態にある方の自立を支援するため、「ひきこもり等自立

支援事業（STEP 事業）」（Support 支援／Talk 相談／Experience 経験／

Place 居場所）を行います。 

担当 事務局：生活福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ６年度 ７年度 ８年度 

ひきこもり支援セン

ター相談件数 
件 164 220 240 260 

STEP 事業相談件数 件 818 920 940 960 

STEP 事業支援メニュ

ー利用件数 
件 505 540 550 560 

 

１－５－10 ヤングケアラー支援推進事業 ○新（地２-１-５） 

事業概要 

ヤングケアラーに対する理解促進を図るため、周知啓発用リーフレッ

トの作成や、関係機関を対象とした研修等を実施します。 

また、ヤングケアラー支援対策関係者連絡会において、課題を共有し

ながら支援のあり方等を協議し、関係機関との連携体制を強化するとと

もに、ヤングケアラー本人だけでなく、家族全体に対する支援を行いま

す。 

担当 事務局：福祉政策課 

３年間の 

計画事業量 

支援関係者やヤングケアラー本人向けのリーフレットを作成し、周知啓

発を図るとともに、子ども・教育・福祉・保健医療等の様々な分野の関係

者や地域の多様な主体を対象とした研修を行い、ヤングケアラー支援の事

例等を通して、対応力向上を図ります。 

また、ヤングケアラーの負担の軽減を図り、子どもらしく過ごせる時間と

場を確保するため、関係機関と連携して本人の意向を踏まえた支援計画を作

成し、本人及び家族全体に対する支援を行います。 

 

１－６ 高齢者の権利擁護の推進 

自分らしく安心して暮らし続けるために、福祉や介護などの支援が必要な高齢者が適切なサ

ービスを主体的に選択できるよう、福祉サービスの利用支援を継続して進めます。 

また、虐待防止や消費者トラブル防止に向けた啓発や相談を行うとともに、成年後見制度の

普及及び利用支援を行い、高齢者の権利擁護を推進します。 
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１－６－１ 福祉サービス利用援助事業の促進（地２-３-１） 
 

事業概要 

高齢、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分なため、日常

生活で支援を必要とする方に対し、福祉サービスの利用支援、日常的な

金銭管理及び重要書類預かり等を行うことにより、在宅生活が継続でき

るよう支援します。 

担当 社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

項目 件数 ４年度実績 ６年度 ７年度 ８年度 

福祉サービス利用援助事業 

契約件数 
件 67 73 80 88 

財産保全管理サービス契約 

件数 
件 14 15 16 17 

 

１－６－２ 福祉サービスに対する苦情申立・相談対応の充実（地２-３-２） 
 

事業概要 

福祉サービスの利用に当たり、利用契約やサービス内容について、サ

ービス提供事業者への苦情や要望を受け付け、中立・公正な立場で、解

決に向けた支援を行います。 

また、福祉サービス苦情等解決委員会を設置し、必要に応じて中立・

公正な専門委員による仲介や調査により、解決を図ります。 

担当 社会福祉協議会 

 

１－６－３ 成年後見制度利用支援事業（地２-３-４） 
 

事業概要 

成年後見制度の利用に要する費用のうち、申立てに要する経費を負担

することが困難な方に対し、その費用を助成します。 

また、後見人等の報酬に係る費用を負担することが困難な方に対し、

その費用を助成します。 

担当 福祉政策課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ６年度 ７年度 ８年度 

成年後見等申立費用助成 件 0 1 2 2 

成年後見等報酬助成 件 24 26 27 28 

 

１－６－４ 法人後見の受任（地２-３-５） 
 

事業概要 
成年後見人を必要としながら適切な後見人を得られない区民を対象

に、成年後見人を受任する法人後見を実施します。 

担当 社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ６年度 ７年度 ８年度 

法人後見受任数 人 7 7 8 8 
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１－６－５ 権利擁護支援に係る地域連携ネットワークの推進（地２-３-６） 
 

事業概要 

成年後見制度利用促進基本計画で定められた、福祉・行政・法律専門

職などの連携による「支援」機能を備える、権利擁護支援の地域連携ネ

ットワークを推進する中核機関を、文京区社会福祉協議会に委託して運

営します。 

中核機関の取組として、権利擁護センターとの有機的な連携を図りな

がら、専門職による専門的助言等の確保、支援を必要とする区民の早期

発見と継続的な支援に資する関係機関の連携体制の強化を図ります。 

あわせて、幅広く意思決定支援の理念の普及・啓発を行い、成年後見

制度の利用に至る前の支援から成年後見制度の利用に至るまでの支援が

切れ目なく一体的に確保されるよう、市民後見人及びその他の権利擁護

の担い手の養成・活躍の場の仕組みづくりに取り組みます。 

担当 福祉政策課 

３年間の 

計画事業量 

権利擁護支援の地域連携ネットワークを推進する中核機関の取組を、

文京区社会福祉協議会に委託し、コーディネート機能の維持・強化を図り

ます。 

あわせて、権利擁護支援を必要とする方が、尊厳のある本人らしい生活

を継続することができるよう、地域の関係者や地域住民へ意思決定支援

の理念の普及・啓発を行うとともに、福祉・法律の専門職による専門的助

言等の確保、関係機関の連携体制の強化等を図る協議会の運営を維持し

ます。 

さらに、この権利擁護支援の地域連携ネットワークを活用し、本人の意

思決定支援などの幅広い場面で活躍できる権利擁護支援の担い手の育

成・活躍の場の仕組みづくりの構築に向けて、関係機関との検討・調整を

図ります。 

 

１－６－６ 高齢者虐待防止への取組強化 
 

事業概要 

虐待を受けたと思われる高齢者の状況を速やかに確認し、保護等の必

要な措置を講じます。 

また、高齢者虐待に係る通報義務や早期発見などの広報啓発活動の実

施や成年後見制度の利用促進等を通じて、高齢者の権利擁護の実現に向

けた取組を進めます。 

担当 高齢福祉課 
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１－６－７ 悪質商法被害等防止のための啓発及び相談 
 

事業概要 

消費者の自立を支援することを目的に、消費者被害防止のための出前

講座などを実施します。 

また、消費者トラブルに関する消費者相談を行います。 

担当 経済課 

 

２ 在宅サービス等の充実と多様な住まい方の支援や取組 

２－１ 介護サービスの充実 

高齢者が安心して利用できる質の高い適切な介護サービスを確保するため、介護サービス

基盤の整備や、必要なサービスを提供できる支援策の確立に取り組んでいきます。 

 

２－１－１ 居宅サービス 
 

事業概要 

要支援・要介護状態になっても可能な限り居宅において、本人の能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護等のサービス

を提供します。 

担当 介護保険課 

 

２－１－２ 施設サービス 
 

事業概要 

在宅での生活が困難な方のための介護老人福祉施設（特別養護老人ホ

ーム）、在宅復帰に向けてリハビリを中心に行うための介護老人保健施設

及び急性期の治療を終え、長期の療養を行うための介護医療院に入所（入

院）している要介護者に対し、施設内において介護等のサービスを提供

します。 

担当 介護保険課 
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２－１－３ 地域密着型サービス8 
 

事業概要 

高齢者が要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅や地域で

の生活を継続できるよう、公有地等の活用も視野に入れながら、民間事

業者による地域密着型サービス事業所の整備を促進します。 

担当 介護保険課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ８年度 

小規模多機能型居宅介護9 か所 5 6 

認知症高齢者グループホーム10 か所 9 10 

 

２－１－４ 事業者への運営指導・集団指導 
 

事業概要 

介護サービス事業者等に対し、適正化に係る制度周知のための研修会

や指導及び監査を実施することにより、介護保険制度の円滑かつ適正な

運営、介護サービスの質の向上及び介護サービス利用者の保護を図りま

す。 

担当 介護保険課 

 

２－１－５ 介護サービス情報の提供 
 

事業概要 
介護保険事業の適正・円滑な実施に資するため、居宅・通所・訪問・

施設系の介護サービス事業者情報の収集・提供を行います。 

担当 高齢福祉課、介護保険課 

 

２－１－６ 公平・公正な要介護認定 
 

事業概要 

介護（介護予防）サービスを必要とする申請者に対して、認定調査票

と主治医意見書に基づき必要な介護及び支援の程度を「介護認定審査会」

において、適正・客観的に判定を行います。 

担当 介護保険課 

 

 

 

                                                   
8 地域密着型サービス 急速に進む高齢化を背景に、認知症の高齢者やひとり暮らし高齢者の増加

が見込まれる中で、介護が必要になっても可能な限り住み慣れた地域での生活を継続できるよ

うにするための介護サービス。原則、区民のみが利用できる。 
9 小規模多機能型居宅介護 通所を中心に訪問や泊りのサービスを組み合わせ、食事、入浴などの

介護や支援、機能訓練を受けられる地域密着型サービス。 
10 認知症高齢者グループホーム 介護保険法上の認知症対応型共同生活介護のこと。認知症の方が

少人数での共同生活を送りながら食事、入浴等の介護や支援、機能訓練を受けられる地域密着

型サービス。 
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２－１－７ 主任ケアマネジャーの支援・連携 
 

事業概要 

地域ケアマネジメント力向上の中核的役割を担う主任ケアマネジャー

に対し、研修の実施により資質向上を図るとともに、包括的・継続的ケア

マネジメントの支援・連携を行います。 

担当 高齢福祉課、介護保険課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ６年度 ７年度 ８年度 

主任ケアマネジャー向け研修 回 1 1 1 1 

 

２－１－８ 福祉用具購入・住宅改修に係る利用者宅訪問調査 
 

事業概要 
利用者の状態像に合った福祉用具購入・住宅改修が提供されている

か、利用者宅へ訪問し、調査します。 

担当 介護保険課 

 

２－１－９ 生活保護受給高齢者支援事業 
 

事業概要 

支援員を配置し、生活保護受給者のうち介護サービス利用者宅を訪問

し、介護サービスの利用状況等について確認します。併せて、それ以外

の 65 歳以上宅を訪問し、生活状況を確認するとともに、受給者のニーズ

を踏まえた支援を行います。 

担当 生活福祉課 

 

２－２ ひとり暮らし・身体能力が低下した高齢者等への支援 

ひとり暮らし等の高齢者が孤立化せず、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、必要

に応じて安否の確認を行うとともに、日常生活を支援する事業等を実施していきます。 

また、身体状況が低下した状態にある高齢者の日常生活の質の向上を図るため、介護保険

サービスのほか、理美容サービスや紙おむつ支給等の様々な支援を行います。 

 

２－２－１ 高齢者自立生活支援事業 
 

事業概要 

65 歳以上で、骨折や退院等により一時的に援助を要する方や、初期の

認知症・精神疾患などにより生活への助言や指導が必要な方が、自立し

た生活を営むことができるように、一定期間ヘルパーを派遣し、支援し

ます。 

担当 高齢福祉課 
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２－２－２ 高齢者日常生活支援用具の給付等事業 
 

事業概要 

65 歳以上で身体状況が低下し、日常生活を営む上で支障がある方に対

し、用具の給付及び補聴器購入費用の助成等を行うことにより日常生活

の利便を図ります。 

担当 高齢福祉課 

 

２－２－３ 院内介助サービス 
 

事業概要 

介護保険の通院介助サービスを利用し、要支援２以上の認定を受けて

いるひとり暮らし又は日中独居となる高齢者に対し、受診時の待ち時間

における付添い等のサービスを提供することにより、一人では通院が困

難な高齢者の通院の機会を確保します。 

担当 介護保険課 

 

２－２－４ 高齢者訪問理美容サービス 
 

事業概要 

65 歳以上の在宅で座位を保てない状態又は重度の認知症等で理美容

店までの外出が困難な方に対し、訪問理美容券を発行し、高齢者の理美

容の機会を確保します。 

担当 高齢福祉課 

 

２－２－５ 高齢者紙おむつ支給等事業 
 

事業概要 

身体状況の低下により失禁があり、常時おむつを使用している方（要

介護３以上程度）に対し、紙おむつの支給又はおむつ費用の一部を助成

することにより、精神的又は経済的負担の軽減を図ります。（65 歳以上

の方が入院中の場合は、要介護度不要。） 

担当 高齢福祉課 

 

２－２－６ ごみの訪問収集 
 

事業概要 

①満 65 歳以上のみの世帯／②障害者のみの世帯／③日常的に介助又

は介護を必要とする方のみの世帯／④母子健康手帳の交付を受けてから

産後 3 月程度までの妊産婦のみの世帯／⑤その他区長が特に必要である

と認めた世帯 

上記いずれかに該当する方のみで構成される世帯であって、自らごみ

等を集積所に持ち出すことが困難で、身近な人の協力が得られない世帯

に対し、ご家庭の可燃ごみ・不燃ごみを、清掃事務所職員が戸別に玄関

先又はドアの前から収集します。 

担当 文京清掃事務所 
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２－２－７ 歯と口腔の健康 
 

事業概要 

全身の健康に大きく関係のある歯周疾患を予防し、生涯における口腔

機能の維持・向上へつなげるために、歯周疾患検診を実施し、かかりつ

け歯科医を持つ機会を提供します。 

また、疾病や障害等で歯科医院へ通院困難な在宅療養者等に対して、

歯科医師や歯科衛生士が自宅等に訪問し、歯科健診・予防相談指導を実

施するとともに、かかりつけ歯科医の定着を促し、在宅療養者等の口腔

衛生の改善及び向上を図ります。 

担当 健康推進課 

 

２－３ 介護サービス事業者への支援 

介護保険事業の適切な運営を推進していくためには、介護サービス事業者の介護保険事業

に対する理解や協力が必要不可欠です。 

そのため、介護サービス事業者相互や区と事業者との連携を図るとともに、情報共有や研

修等の必要な支援を行うことで、事業者が提供するサービスの向上を目指します。 

 

２－３－１ 介護サービス事業者連絡協議会・部会の運営 
 

事業概要 

介護サービス事業者相互間及び区との連携促進及び区民に適切な介護

サービスの提供を行うため、協議会及び各部会を設置・運営します。 

また、部会において、介護従事者の資質・実務能力向上に資する研修

を実施します。 

担当 介護保険課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ６年度 ７年度 ８年度 

事業者連絡協議会 回 2 2 2 2 

事業者部会 

(委託・訪問・通所・施

設) 

回 8 8 8 8 

 

２－３－２ ケアマネジャーへの支援 
 

事業概要 

在宅介護を支えるため、高齢者あんしん相談センターがケアマネジャ

ーからの個別相談に応じるとともに、スキルアップのための研修会・勉

強会を開催します。 

担当 高齢福祉課 
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２－３－３ ケアプラン点検の実施 
 

事業概要 
居宅介護支援事業者等が利用者の状態に応じたより質の高いケアプラ

ンの作成ができるよう、事業者ごとに必要な支援を行います。 

担当 介護保険課 

 

２－３－４ 福祉サービス第三者評価制度の利用促進 
 

事業概要 

福祉サービスを提供する事業者の第三者評価の受審を支援し、福祉サ

ービスを利用する区民へのサービス選択のための情報提供の促進及び事

業者の福祉サービスの質の向上を図ります。 

担当 福祉政策課 

 

２－４ 介護人材の確保・定着への支援 

必要な介護サービスの提供を確保するためには、質の高いサービスを提供する人材の安定

的な確保と定着等が必要不可欠です。 

そのために、区内介護サービス事業者と連携し、介護人材を確保するためのイベントや定

着のためのネットワークづくり等、介護人材不足を解消するための施策に取り組みます。 

 

２－４－１ 介護人材の確保・定着に向けた支援 
 

事業概要 

介護人材の確保・定着を促進するため、介護職員に対する住宅費補助や、

啓発番組の配信、出張講座、介護の魅力を伝えるイベントの実施、啓発冊子

の作成・配布等を行います。 

さらに、介護従事者の専門性の向上や職員の職場定着を目的とした資格取

得支援や研修の実施、新たな介護人材としての外国人の受け入れに対する支

援や介護未経験者を対象とした研修など、包括的な事業を介護サービス事業

者と連携して行います。 

担当 介護保険課 

３年間の 

計画事業量 

項目 
単

位 

４年度

実績 
６年度 ７年度 ８年度 

介護施設従事職員住宅費補助 人 53 60 60 60 

介護職員初任者研修受講費用補助 人 9 15 15 15 

介護職員実務者研修受講費用補助 人 5 10 10 10 

外国人介護職員採用補助 人 4 12 12 12 

介護支援専門員研修費用補助 人 - 60 60 60 
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２－４－２ 介護施設ワークサポート事業 
 

事業概要 

シルバー人材センターに「介護施設お助け隊」を設置し、介護施設の

臨時的又は軽易な業務を引き受けることで、高齢者の活躍の場の拡大と

併せ、介護人材不足を側面から支援します。 

また、就業に興味のある高齢者を対象に、介護に関する基礎的な講義

と就業体験を行うセミナーを開催し、福祉の担い手として活躍する元気

高齢者の裾野を広げます。 

担当 高齢福祉課 

 

２－５ 住まい等の確保と生活環境の整備 

生活の基盤として必要な住まい等の確保と高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有す

る能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう住まい方の支援に取り組みます。 

また、高齢者が住み慣れた地域で安心して豊かに自立した在宅生活が送れるよう、バリア

フリー化等を推進します。 

 

２－５－１ 居住支援の推進（地２-１-11） 
 

事業概要 

住宅確保要配慮者（高齢者、障害者、ひとり親世帯等住宅の確保に特

に配慮を要する者）に対し、区内不動産店及び家主の協力を得ながら、

住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の確保を進めるととも

に、様々な既存の住宅ストックを活用することで住宅確保要配慮者の円

滑な入居を促進します。 

また、住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した日常生活を

営む住まい方ができるよう様々な機関と連携した支援をするとともに、

文京区、不動産関係団体、居住支援団体で構成する「文京区居住支援協

議会」において、相談支援等住まい方に関する支援を検討します。 

あわせて、区営住宅、シルバーピア及び障害者住宅の適切な管理運営

を行いつつ、入居者が継続的に安心して暮らすことができるよう関係機

関と連携した支援を行うとともに、都営住宅の募集に関する情報提供等

を適切に行うことで、住宅に困窮する世帯に対する住まいの確保を図り

ます。 

担当 福祉政策課 

 

２－５－２ 高齢者住宅設備等改造事業 
 

事業概要 

65 歳以上で要介護又は要支援の認定を受けた方のうち、日常生活を営

む上で住環境の改善を必要とする高齢者に対し、その方の居住する住宅

設備等の改造に係る費用の一部を給付することにより日常生活の安全
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性、利便性の向上を図ります。 

担当 介護保険課 

 

２－５－３ 住宅改修支援事業 
 

事業概要 

ケアマネジャーが付いていない利用者が介護保険住宅改修費申請を行

う場合に、申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」を福祉住環境コー

ディネーター等が作成した際に、作成費用の補助を行います。 

担当 介護保険課 

 

２－５－４ 高齢者等住宅修築資金助成事業（障５-１-８） 
 

事業概要 

 ①高齢者（65 歳以上）の方又は心身障害者世帯に属する方であること

／②工事着工前の住宅であること／③区内の自己又は親族（六親等内の

血族、配偶者、三親等内の姻族）が所有する住宅に居住し、住民登録を

していること／④住民税を滞納していないこと／⑤この助成金の交付を

受けたことがない住宅であること／⑥文京区高齢者等住宅修築資金融資

あっせん・利子補給を受けたことがない住宅であること／⑦その他の助

成金の交付を受けたことがない住宅であること 

 上記の要件を全て満たす場合で、住宅におけるバリアフリー化を含む

修築工事等を実施する方に対し、修築工事等に係る費用の一部を助成し

ます。 

担当 住環境課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ６年度 ７年度 ８年度 

高齢者等住宅修築資金助成 件 10 12 12 12 

 

２－５－５ 高齢者施設（特別養護老人ホーム）の整備 
 

事業概要 

施設入所が必要な高齢者のニーズに対応するため、民間事業者に対す

る支援を行い、小日向二丁目国有地を活用した特別養護老人ホームを整

備します。 

担当 介護保険課 

３年間の 

計画事業量 

小日向二丁目国有地を活用し、民間事業者主体による特別養護老人ホ

ームを整備します。 

 

２－５－６ 旧区立特別養護老人ホームの大規模改修 
 

事業概要 
老朽化が進んでいる旧区立特別養護老人ホームについて、施設入所し

ている高齢者に良好な環境を整備するため、大規模改修を実施します。 

担当 介護保険課 
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３年間の 

計画事業量 

文京白山の郷について、経年劣化により低下した建物躯体、建築設備

等の機能を回復させるための改修等を実施します。文京千駄木の郷につ

いても、状況を確認しながら、順次、大規模改修を実施していきます。 

 

２－５－７ 地域密着型サービス（認知症高齢者グループホーム）の整備 

【再掲 １－３－17 参照】 

 

２－５－８ 公園再整備事業（地３-１-５） 
 

事業概要 

区立の公園、児童遊園等をより安全・安心で快適なものとするため、

「文京区公園再整備基本計画」に基づき、地域主体の区民参画による計

画的な公園等の再整備を行い、ユニバーサルデザインに配慮した施設整

備や施設配置を行うことで、高齢者を始め、障害者や子育てをしている

方などにも利用しやすい公園づくりを推進します。 

担当 みどり公園課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ６年度 ７年度 ８年度 

公園再整備 園 4 1 3 4 

 

２－５－９ 文京区バリアフリー基本構想の推進（地３-１-２） 
 

事業概要 

バリアフリー基本構想の重点整備地区別計画に基づき、各施設設置管

理者等が特定事業を実施することで、重点的かつ一体的なバリアフリー

を推進します。 

担当 都市計画課 

 

２－５－10 文京区福祉のまちづくりに係る共同住宅等整備要綱に基づく指導（地３-１-３） 
 

事業概要 

高齢者や障害者を含めたすべての人が、安全、安心、快適に共同住宅

等で生活できるよう、その整備に関する基準を定めることにより、福祉

のまちづくりを推進します。 

担当 住環境課 

 

２－５－11 バリアフリーの道づくり（地３-１-１） 
 

事業概要 

文京区バリアフリー基本構想に基づき、生活関連経路（１次経路及び

歩道のある２次経路）の歩道の拡幅、平坦性の確保、視覚障害者誘導用

ブロックの設置などを行い、すべての人にやさしい道路の実現を図りま

す。 

担当 道路課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ６年度 ７年度 ８年度 

生活関連経路に指定された ％ 15.0 20.0 22.5 25.0 
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区道の整備率 

 

３ 健康で豊かな暮らしの実現 

３－１ 健康づくりの推進 

高齢者がいつまでも健康を維持していくため、地域の中でいきいきとした生活が続けられ

るよう、区民に対する普及啓発事業のほか、高齢者クラブの会員同士が自主的な取組を行う

活動を支援します。 

また、体育施設における高齢者向けの各種スポーツ教室の実施などを通して、健康づくり

を進めていきます。 

 

３－１－１ 一般健康相談（クリニック）（保１-８-１） 
 

事業概要 

相談日を定めて 15 歳以上の区民を対象に健康相談を行っています。必

要に応じて、Ｘ線検査、血圧測定、尿検査、血液検査等を行い、進学や

就職などに要する健康診断書の発行も行います。 

担当 保健サービスセンター 

 

３－１－２ 健康診査・保健指導（保１-１-３） 
 

事業概要 

40 歳以上の国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療制度に加入

する区民等を対象として、健康診査等を継続実施し、生活習慣病の発症

や重症化を予防します。 

担当 健康推進課、国保年金課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ８年度 

特定健康診査受診率 ％ 43.5 45.4 

特定保健指導実施率（終了率） ％ 14.5 16.8 

 

３－１－３ 高齢者向けスポーツ教室 
 

事業概要 
60 歳以上の区内在住・在勤者を対象として、高齢者水中ウォーキング

教室、シニア健康体操教室及び高齢者水泳＋健康体操教室を実施します。 

担当 スポーツ振興課 

 

３－１－４ 高齢者いきいき入浴事業 
 

事業概要 
外出機会の拡大や健康増進のため、区内公衆浴場を活用してシニア入

浴事業を実施し、高齢者の交流の場とします。 

担当 生活衛生課 
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３－１－５ 高齢者クラブ活動（健康づくり）に対する支援 
 

事業概要 

ペタンク大会・輪投げ大会や健康体操教室、都のシニア健康フェスタ

など健康事業への参加など、会員相互の親睦を深め、健康増進を図る活

動を継続的に行っています。このような、介護予防や健康寿命の延伸に

資する健康づくり活動に対して支援します。 

担当 高齢福祉課 

 

３－２ フレイル予防・介護予防の推進 

高齢者が住み慣れた地域で健康にいきいきとした暮らしを続けるため、フレイル予防・介

護予防に関する普及啓発を積極的に行うとともに、高齢者等の社会参加による地域でのゆる

やかな助け合い・支え合いの輪を拡げる取組を推進します。 

さらに、医療専門職等の関与を促進し、効果的なフレイル予防・介護予防のプログラム講

座等を実施するとともに、リスクの高い高齢者を早期に発見し、適切な医療や介護サービス

につなげる取組を推進します。 

 

３－２－１ 短期集中予防サービス 
 

事業概要 
生活機能等の低下が見られる高齢者に対して、筋力向上、口腔機能向

上、栄養改善の複合型プログラムを実施します。 

担当 高齢福祉課 

 

３－２－２ 介護予防把握事業 
 

事業概要 

介護認定を受けていない 75 歳以上 85 歳以下の方のうち、奇数年齢の

方に「基本チェックリスト」を送付し、生活機能等に低下が見られるか

把握するとともに、自身の心身や生活機能等の状態を知ることで、介護

予防に取り組む契機とします。 

担当 高齢福祉課 

 

３－２－３ 介護予防普及啓発事業 
 

事業概要 

文の京介護予防体操、介護予防教室、介護予防講演会、出前講座、

介護予防展等を実施して介護予防の重要性を周知するとともに、すべ

ての高齢者が介護予防に取り組むきっかけづくりと取組の機会を提供

します。 

担当 高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ８年度 

参加者数 人 3,111 3,140 
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３－２－４ 介護予防ボランティア指導者等養成事業 
 

事業概要 
地域で支える介護予防の担い手として、文の京介護予防体操推進リー

ダーや転倒骨折予防教室ボランティア指導員等の養成を図ります。 

担当 高齢福祉課 

 

３－２－５ 文の京フレイル予防プロジェクト 
 

事業概要 

高齢者の虚弱（フレイル）を予防するため、フレイルチェックなどの

取組を、区内の住民主体の通いの場などと連携して実施します。フレイ

ルチェックは、健康運動指導士等の専門職からなる「フレイルトレーナ

ー」の助言を受けながら、専門の研修を受けた区民からなる「フレイル

サポーター」が中心となって主体的に運営します。 

担当 高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ６年度 ７年度 ８年度 

フレイルサポーター養成講

座受講者 
人 16 16 16 16 

フレイルチェック参加者 人 346 350 350 350 

 

３－２－６ 地域リハビリテーション活動支援事業 
 

事業概要 

住民主体の通いの場等の地域の介護予防活動にリハビリテーション専

門職を派遣し、専門職としての知見を活かした介護予防に関する技術的

な助言、指導等を行い、地域の自主的な介護予防活動を支援します。 

担当 高齢福祉課 

 

３－３ 日常生活支援の推進 

高齢者の在宅生活を支えるため、区民等における地域活動への参加の取組を推進するとと

もに、高齢者のニーズと地域の多様な主体による支援とのマッチングにより、生活支援体制

のさらなる充実を図ります。 

さらに、住民主体の通いの場等におけるフレイル予防・介護予防の取組を積極的に展開

し、地域を支える担い手を創出するとともに、地域における助け合い・支え合いのための居

場所づくりの取組を推進します。 

 

３－３－１ 訪問型・通所型サービス 
 

事業概要 

高齢者の方が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、訪問型・通所

型サービスや多様な主体の参加による生活支援のサービスを提供しま

す。 

担当 介護保険課 
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３－３－２ 介護予防ケアマネジメントの実施 
 

事業概要 

要支援者及び基本チェックリストで該当した対象者に対し、心身の状

態や生活機能等を把握・分析するとともに、個々の目標を記載した介護

予防サービス・支援計画書を策定・交付します。対象者の状況等を適宜

モニタリング・評価し、必要に応じてサービス計画の見直し、サービス

事業者等との調整や助言を行います。 

担当 高齢福祉課 

 

３－３－３ 生活支援体制整備事業 ★ 
 

事業概要 

社会福祉協議会に配置する生活支援コーディネーター（地域支え合い

推進員）の活動を支援し、多様な事業主体による重層的な生活支援サー

ビスの提供体制の構築支援、資源開発、ネットワーク構築、ニーズと取

組のマッチングなどを推進します。 

担当 社会福祉協議会 

 

３－３－４ 地域介護予防支援事業（通いの場） ★ 
 

事業概要 
介護予防のための体操等とともに、住民同士の助け合い・支え合い活

動を積極的に推進する「通いの場（かよい～の）」の活動を支援します。 

担当 社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ８年度 

運営団体数 か所 28 38 

 

３－４ 生涯学習と地域交流の推進 

アカデミー推進計画に基づく各種事業の実施により、豊かな学びの場を用意するととも

に、高齢者を始めとした参加者同士の様々な交流を通じて、いきいきと地域で暮らすことが

できる環境を整えます。 

さらに、交流機会を創出し、外出のきっかけづくりや仲間づくりを推進します。 

 

３－４－１ アカデミー推進計画に基づく各種事業 
 

事業概要 
アカデミー推進計画に基づく各種事業の実施により、豊かな学びの場

を提供します。 

担当 アカデミー推進課 
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３－４－２ 文京いきいきアカデミア講座（高齢者大学） 
 

事業概要 
高齢者が継続的に学ぶ機会を提供するとともに、高齢者同士の親睦を

図ることを目的として、２年制の講座を実施します。 

担当 アカデミー推進課 

 

３－４－３ 生涯にわたる学習機会の提供 
 

事業概要 
バラエティに富んだ魅力的な生涯学習プログラムを提供し、区民の

様々なニーズに対応した生涯学習の機会を提供します。 

担当 アカデミー推進課 

 

３－４－４ 高齢者クラブ活動（学習と交流）に対する支援 
 

事業概要 

専門の講師を招いて行う教養講座や各クラブの教室、秋に行う「いき

いきシニアの集い」の作品展示や「芸能大会」での演目披露、区内学生

との交流などの活動を継続的に行います。このような、いきがい向上に

資する学習や交流活動に対して支援します。 

担当 高齢福祉課 

 

３－４－５ いきがいづくり世代間交流事業 

事業概要 

高齢者同士や多世代交流を通じた高齢者の生きがいや健康の向上を図

るため、高齢者クラブ、区内高校・大学の学生等の作品展示や活動紹介

を行う「いきいきシニアの集い」を実施します。 

担当 高齢福祉課 

 

３－４－６ いきがいづくり文化教養事業 
 

事業概要 
高齢者の生きがい向上及び外出機会の拡大を図るため、はつらつ体操

教室や囲碁・将棋交流会等を実施します。 

担当 高齢福祉課 

 

３－４－７ いきがいづくり敬老事業 
 

事業概要 

高齢者の生きがいや健康の向上、外出機会の拡大を図るため、高齢者

マッサージサービスや、高齢者クラブが日頃の活動場所で舞踊や歌の発

表などを行う「敬老の日の集い」等を実施します。 

担当 高齢福祉課 
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３－４－８ 地域の支え合い体制づくり推進事業（地１-１-９） 
 

事業概要 

地域交流の場である「ふれあいいきいきサロン」への支援を通して、

高齢者、障害者、子育て世代等が、おしゃべり等により地域での交流を

深めることで、孤立化を予防し、だれもが安心して楽しく暮らせる住民

同士の支え合いの仕組みづくりに取り組みます。 

また、地域住民が自主的に地域の課題解決を図る活動に寄与するた

め、不足するインフォーマルな資源の開発に取り組む事業（サロンぷら

す事業）に対して、立上げ及び事業運営に必要となる補助を行い、活動

を支援します。 

担当 社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ６年度 ７年度 ８年度 

ふれあいいきいきサ

ロン設置数 
か所 146 148 150 152 

 

３－４－９ 福祉センター事業 
 

事業概要 

高齢者の仲間づくりや教養の向上・健康維持を目的に、健康維持や介

護予防に資する事業、交流事業、入浴サービス事業、健康相談事業、文

京総合福祉センター祭り等を実施します。 

担当 高齢福祉課（指定管理者） 

 

３－４－10 長寿お祝い事業 
 

事業概要 

長年にわたり社会に尽力してきた高齢者に敬意を表し、長寿と健康を

願って、民生委員・児童委員の協力のもと、敬老のお祝いを贈呈します。

新たに 100 歳となる方には、誕生日前後に区から個別に連絡し、贈呈を

行います。 

担当 高齢福祉課 

 

３－４－11 シルバーセンター等活動場所の提供 
 

事業概要 

高齢者の生きがい向上及び健康の維持増進等を図るため、高齢者団体

に趣味の活動や会議の場としてシルバーセンター及び福祉センターを提

供します。 

担当 高齢福祉課 
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４ いざというときのための体制づくり 

４－１ 避難行動要支援者等への支援 

避難行動要支援者等について、区民防災組織、民生委員・児童委員、介護事業者等と連携

をさらに強化し、支援体制の充実を図ります。 

また、避難行動要支援者等が避難できる場所について、区内の福祉関連施設等と連携・協

力して整備を進めていきます。 

 

４－１－１ 避難行動要支援者への支援（地３-４-２） 
 

事業概要 

災害時の避難行動に支援を要する方に対して、安否確認、避難誘導等

を適切に行うため、支援者や関係機関との連携強化による状況把握等を

実施し、支援体制の充実を図ります。 

また、災害時の停電等により、生命に危険を及ぼす可能性のある在宅

人工呼吸器使用者については、東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援

指針に基づき災害時個別支援計画を策定するなど、災害時の安全確保の

ための支援体制を整えていくとともに、障害の特性に合わせた支援内容

の検討を行います。 

担当 防災課、予防対策課 

 

４－１－２ 災害ボランティア体制の整備（地３-４-３） 
 

事業概要 

災害時に被災者支援のボランティア活動を円滑に進めるため、災害ボ

ランティアセンターの体制の整備の実効性を担保できるよう、平常時か

ら関係機関との連携を進め、安心して暮らせる仕組みづくりに努めます。 

担当 社会福祉協議会 

３年間の 

計画事業量 

発災時に、災害ボランティアセンターの設置・運営に係るスタッフが

混乱することなく復興支援に携われるよう、被災地の最新情報等を参考

にしながら、随時、マニュアル等の更新を図ります。 

 

４－１－３ 高齢者緊急連絡カードの整備 
 

事業概要 

区、民生委員、話し合い員及び高齢者あんしん相談センターが、65

歳以上のひとり暮らしの高齢者や 80 歳以上の高齢者のみの世帯の緊急

連絡先やかかりつけ病院などの情報を共有し、緊急事態に適切に対応し

ます。 

担当 高齢福祉課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ８年度 

設置人数 人 7,545 8,716 
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４－１－４ 救急通報システム 
 

事業概要 

おおむね 65 歳以上のひとり暮らし等の方で、身体上慢性疾患があるな

ど常時注意を要する方が、家の中において慢性疾患の急変時に、ペンダ

ントボタン等の専用通報機を用いて、区が契約している民間会社を通じ

て東京消防庁に通報することにより、速やかな救援を行います。 

担当 高齢福祉課 

 

４－１－５ 福祉避難所の拡充（地３-４-４） 
 

事業概要 

避難所での避難生活が著しく困難な方を一時的に受け入れ、支援する

ための福祉避難所について、区内に存する福祉関連施設等と連携・協力

して設置箇所数の拡大を図るとともに、福祉避難所が機能するよう設置

及び運営方法に関する検討を進めます。 

担当 福祉政策課 

３年間の 

計画事業量 

区内に設置される福祉施設の運営事業者との間で、災害時における福

祉避難所の開設等の相互協力に関する協定を締結し、福祉避難所の拡充

を図ります。 

あわせて、協定を締結している福祉避難所が災害時に機能を発揮でき

るよう、訓練や運営マニュアルの改善、備蓄物資の拡充などに取り組む

とともに、直接避難に向けた受け入れ体制の調整等を行います。 

 

４－１－６ 被災者支援の仕組みづくり（地３－４－５） 
 

事業概要 

一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携しながら被

災者に対してきめ細かな支援を継続的に実施する、災害ケースマネジメ

ントなどによる被災者支援の仕組みを検討します。 

担当 防災課、福祉政策課 

 

４－２ 災害に備える住環境対策の推進 

高齢者が安心して在宅生活を継続できるよう、安全な住環境を守るための対策を推進しま

す。 

そのため、地震発生時に備えた耐震改修工事等の費用助成や、家具の転倒等による事故を

未然に防止するため、家具転倒防止器具設置と購入に係る費用助成を行います。 
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４－２－１ 耐震改修促進事業（地３-４-６） 
 

事業概要 

建築物の所有者が建物の耐震性能を把握し、耐震改修を行えるよう、

耐震診断、耐震設計及び改修工事等の費用助成を行います。高齢者又は

障害者が居住する木造住宅に対しては、助成の補助率と補助金上限額を

優遇します。 

担当 地域整備課 

 

４－２－２ 家具転倒防止器具設置費用助成（地３-４-７） 
 

事業概要 

災害時に、負傷の原因や避難・救出の障害となる家具の転倒・落下・

移動等を防止し、在宅避難を推進するため、家具の転倒等防止器具の購

入・設置に係る費用を助成し、自宅における減災対策を推進・啓発しま

す。 

担当 防災課 

３年間の 

計画事業量 

項目 単位 ４年度実績 ６年度 ７年度 ８年度 

家具転倒防止器具 

設置助成数 
件 114 200 200 200 

 

４－３ 災害等に備える介護サービス事業者への支援 

介護保険施設や介護サービス事業所を運営する事業者が、入所者や利用者を災害等から守

るとともに、発災後も事業に継続的に取り組むことができるための支援を行います。 

 

４－３－１ 介護サービス事業者連絡協議会を通じた災害等に関する情報提供 
 

事業概要 

介護サービス事業者連絡協議会において、区の災害や新たな感染症に

関する取組及び必要な情報を提供するとともに、研修会を実施します。

また、事業者専用 WEB サイトによる情報提供を行います。 

担当 介護保険課 
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１ 地域でとも
に支え合う
しくみの充
実 

○介護サービス事業者連絡協議会・部会の運営

[資料]計画の体系と計画事業の全体図 
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［ 基本目標 ］ ［ 小項目（施策の分野） ］ ［ 大項目（施策の方向性） ］ 

（１）高齢者等による支え合いの 
しくみの充実 

○ハートフルネットワーク事業の充実
○地域づくり事業 ○参加支援事業
○高齢者見守り相談窓口事業 ○高齢者見守りあんしんＩｏＴ事業
○シルバー人材センターの活動支援
○地域活動情報サイト 

（２）医療・介護の連携の推進 ○地域医療連携推進協議会・検討部会の運営

（３）認知症施策の推進 

○認知症に関する講演会 ○認知症サポーター養成講座
○認知症支援コーディネーターの設置
○認知症検診事業 ○認知症ともにパートナー事業
○認知症の本人と家族を支える地域のネットワーキング
○生活環境維持事業 ○地域密着型サービス（認知症高齢者グループホーム）

（４）家族介護者への支援 ○仕事と生活の調和に向けた啓発 ○認知症サポーター養成講座（再掲）
○認知症家族交流会・介護者教室・認知症カフェ（再掲）

（５）相談体制・情報提供の充実 ○高齢者あんしん相談センターの機能強化
○アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
○文京区版ひきこもり総合対策 ○ヤン

（６）高齢者の権利擁護の推進 ○福祉サービス利用援助事業の促進 
○権利擁護支援に係る地域連携ネットワークの

○居宅サービス ○施設サービス ○地域密着型サービス
○公平・公正な要介護認定 ○主任ケアマネジャーの支援・連携
○生活保護受給高齢者支援事業 

（１）介護サービスの充実 

（２）ひとり暮らし・身体状況が低
下した高齢者等への支援 

○高齢者自立生活支援事業 ○高齢者日常生活支援用具の給付等事業
○高齢者紙おむつ支給等事業 ○ごみの訪問収集

（３）介護サービス事業者への支援 

○介護人材の確保・定着に向けた支援

○居住支援の推進 ○高齢者住宅設備等改造事業
○高齢者施設（特別養護老人ホーム）の整備
○地域密着型サービス（認知症高齢者グループホーム）の整備
○文京区福祉のまちづくりに係る共同住宅等整備要綱に基づく指導

（５）住まい等の確保と生活環境の
整備 

○一般健康相談（クリニック） ○健康診査・保健指導
○高齢者クラブ活動（健康づくり）に対する支援

（１）健康づくりの推進 

○短期集中予防サービス ○介護予防把握事業
○文の京フレイル予防プロジェクト 

（２）フレイル予防・介護予防の推
進 

（３）日常生活支援の推進 ○訪問型・通所型サービス ○介護予防ケアマネジメントの実施

（４）生涯学習と地域交流の推進 
○アカデミー推進計画に基づく各種事業
○高齢者クラブ活動（学習と交流）に対する支援
○地域の支え合い体制づくり推進事業

（１）避難行動要支援者等への支援 ○避難行動要支援者への支援 ○災害ボランティア体制の整備
○被災者支援の仕組みづくり 

○耐震改修促進事業 ○家具転倒防止器具設置費用助成（２）災害に備える住環境対策の推
進 

（３）災害等に備える介護サービス
事業者への支援 

○介護サービス事業者連絡協議会を通じた災害等に関する情報提供

（４）介護人材の確保・定着への支
援 

２ 在宅サービ
ス等の充実
と多様な住
まい方の支
援や取組 

３ 健康で豊か
な暮らしの
実現 

４ いざという
ときのため
の体制づく
り 
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第６章 地域包括ケアシステムの推進 

１ 地域包括ケアシステムの実現に向

けた取組 

高齢者の尊厳を守り、可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立し

た生活を可能としていくため、区と社会福祉協議会が緊密に連携し、一体となって地

域活動を支援していきます。 

そして、区民とともに、地域包括ケアシステムの実現に向けた地域づくりを進めて

いくため、本区では３つのメッセージ「（何かを）はじめる」、「（誰かと）つながる」、

「（地域で）みまもる」を発信しながら、次の重点的取組を推進していきます。 

 

１）重点的取組事項 

①フレイル予防・介護予防の取組の推進 

高齢者が住み慣れた地域で健康にいきいきとした暮らしを続けるため、フレイル予

防・介護予防に関する普及啓発を積極的に行うとともに、高齢者等の社会参加による

地域でのゆるやかな助け合い・支え合いの輪を拡げる活動を推進します。 

さらに、医療専門職等の関与を促進し、効果的なフレイル予防・介護予防のプログ

ラム講座等を実施するとともに、リスクの高い高齢者を早期に発見し、適切な医療や

介護サービスにつなげる取組を推進します。 

 

ア）フレイル予防・介護予防の普及啓発等 

高齢者の虚弱や要介護状態等を予防するため、フレイル予防・介護予防におけるわ

かりやすいパンフレットを作成・配布するとともに、講演会やプログラム講座等を実

施し、運動や栄養に加え、社会参加等の重要性について普及啓発を行います。 

さらに、地域団体と連携し、ＩＣＴを活用した自宅等からも参加できるフレイル予

防・介護予防プログラム講座実施の取組を推進するとともに、高齢者の生活機能等を

健康質問調査票でチェックし、支援を要する者を介護予防等につなげる取組を強化し

ます。 

 

イ）高齢者等の社会参加による地域でのゆるやかな助け合い・支え合い 

高齢者の社会参加を促進するため、フレイル予防・介護予防の取組を地域で担うフ
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レイルサポーター・介護予防体操推進リーダーを育成するとともに、人と人とのつな

がりを通じ、幅広い年代の高齢者が参加するプログラム講座を実施します。 

さらに、住民主体の通いの場において、介護予防体操や地域での見守り活動等を

行う団体の取組を積極的に支援するとともに、地域の居場所などにおけるフレイル

サポーターの自主的な関わりも促しながら、地域でのゆるやかな助け合い・支え合

いの輪を拡げる活動を推進します。 

 

ウ）医療専門職等の関与による効果的な取組の推進 

フレイル予防・介護予防の取組をより効果的なものにするため、プログラム講座や

住民主体の通いの場等における理学療法士等専門職の関与を促進するとともに、高齢

者それぞれの年齢・健康状態等に応じたプログラム講座の取組を推進します。 

 

【図表】６－１ フレイル予防の展開イメージ 
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 【高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について】 

 

住み慣れた地域で自立した生活ができる期間を延ばし、ＱＯＬ（生活の質）を維

持向上させるためには、高齢者一人ひとりに合わせたきめ細かな支援が必要です。 

令和元年５月に、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険 

法等の一部を改正する法律」が成立し、令和２年４月に施行されました。 

この法改正では、高齢者保健事業について、国民健康保険の保健事業や介護保険 

の介護予防事業（地域支援事業）と一体的に実施するための規定が整備されました。 

高齢者の心身の多様な課題に対応するため、文京区では、令和６年度より、地域 

全体の事業の企画・調整を行う医療専門職が中心となって、高齢者の医療・健診・

介護等のデータを活用し、高齢者が抱える健康課題を整理・分析し、健康課題のあ

る高齢者への個別的な支援（ハイリスクアプローチ）と、通いの場等も活用したフ

レイル予防・介護予防（ポピュレーションアプローチ）の取組を推進します。 

 

 

 

②地域での支え合い体制づくりの推進 

高齢者本人が、地域や社会と関わり方を選択し、自らの役割を見出せるよう、地域

活動への参加の取組を推進するとともに、高齢者のニーズと地域の多様な主体による

支援とのマッチングにより、社会とのつながりづくりに向けた支援の充実を図ります。 

さらに、住民主体の通いの場等におけるフレイル予防・介護予防の取組を積極的に

展開し、地域を支える担い手を創出するとともに、地域において世代や属性を超えて

交流できる居場所づくりの取組を推進します。 

 

ア）社会的役割を担うことによる高齢者の生きがいづくり 

高齢者の生きがいづくりのため、ボランティア養成講座や研修会等の機会を拡大す

るとともに、ボランティア、ＮＰＯ法人、民間企業等による地域貢献活動の取組を積

極的に情報発信し、区民等における地域活動への参加の取組を推進します。 

さらに、地域福祉コーディネーター等の活動により、高齢者のニーズと地域の多様

な主体による支援とのマッチングを強化し、高齢者に対する生活支援体制のさらなる

充実を図ります。 

 

イ）住民主体の通いの場等の拡充 

地域を支える担い手を創出するため、フレイル予防・介護予防等の取組を住民主体
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の通いの場等で積極的に展開し、人と人とのつながりを通じた幅広い年代の区民が通

いの場等に参加する取組を推進します。 

さらに、生活支援コーディネーターやＮＰＯ法人等の活動を通じて、住民主体の

通いの場（かよい～の）等を運営する団体の立ち上げを支援し、地域における助け

合い・支え合いのための居場所づくりの取組を推進します。 

 

ウ）地域ケア会議の推進 

高齢者個人に対する支援の充実と地域づくりの取組を推進するため、多職種協働に

よる個別ケースの課題分析を積み重ねるとともに、地域に共通した課題を明確化し、

その解決に向けた政策形成につなげる取組を推進します。さらに、個別課題等の解決

に向けたプロセスを通じて、高齢者あんしん相談センターの職員やケアマネジャー等

における実務能力のさらなる向上を図るとともに、課題解決に必要な関係機関等との

ネットワークづくりの取組を推進します。 

 

③認知症施策の推進 

共生社会の実現の推進を目的とした認知症基本法が成立したことを踏まえ、認知症

になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

るため、認知症に関する正しい知識・理解の普及啓発を行うとともに、認知症の発症

時期や症状に応じた切れ目のない支援の取組を推進します。 

また、認知症の本人や家族の不安・孤立感に寄り添うため、普段から身近に通うこ

とができる居場所づくりや、認知症サポーター等によるボランティア活動の取組を推

進し、地域における助け合い・支え合いの輪を拡げます。 

さらに、認知症高齢者グループホームをはじめとする地域密着型サービスの整備を

進め、介護が必要になった認知症の方及びその家族の生活を支えます。 

 

ア）認知症に関する正しい知識・理解の普及啓発 

認知症に関する正しい知識と理解の普及を図るため、わかりやすいパンフレットを

作成・配布するとともに、講演会や講座等の実施に取り組みます。また、認知症の本

人や介護者である家族が自ら語る言葉など、認知症の本人や家族の視点を重視した情

報発信の取組を推進します。 

さらに、認知症の本人や家族を見守る認知症サポーターの養成をさらに進めるため、

区民、事業者等に加え、小・中・高校向け養成講座開催の取組を推進します。 

 

イ）切れ目なく適切な支援につなげる仕組みづくり 

認知症に備えるため、認知症サポート医、認知症支援コーディネーター（看護師）
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等の専門職による個別支援の取組を推進するとともに、適切な医療や必要な介護サー

ビス等につなげる取組を推進します。 

さらに、民間のノウハウの活用や医療機関との連携を強化し、認知症における早期

の気づきの支援に取り組むとともに、診断後のフォロー体制の充実を図り、認知症の

本人の尊厳に配慮した意思決定支援の取組を推進します。 

 

ウ）認知症の本人や家族を支える地域のネットワーキングづくり 

認知症の本人や家族の不安・孤立感に寄り添うため、認知症カフェ、認知症家族交

流会及び介護者教室などを定期的に開催するとともに、普段から認知症の本人等が身

近に通うことができる居場所づくりの取組を推進します。 

さらに、認知症の本人や家族のニーズに寄り添った心理面や生活面におけるサポー

ト体制を充実させるとともに、認知症の本人等が生きがいを持って地域で主体的に暮

らせるための取組を推進します。 

 

エ）地域密着型サービス（認知症高齢者グループホーム）の整備 

認知症の本人が、家庭的な環境のもと地域住民との交流を通じ自立した日常生活を

送ることを目的とした認知症高齢者グループホームを始め、地域密着型サービスの整

備を推進します。 
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【図表】６－２ 認知症の本人とその家族を支える地域づくりの推進イメージ(上段) 

 

 

【図表】６－２ 認知症の本人とその家族を支える地域づくりの推進イメージ（下段） 
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④在宅医療・介護連携の推進 

医療と介護を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けてい

くことができるよう、日常の療養支援、入退院支援、急変時の対応、看取りといった

４つの場面における在宅医療・介護連携の取組を推進します。 

さらに、区民の医療・介護・保健情報へのアクセスを向上させるため、在宅ケアに

関して地域の拠点となる機能の充実を図るとともに、医療・介護関係者間における情

報共有と顔の見える関係づくりの取組を推進します。 

 

ア）看取りまでを見据えた在宅医療・介護の充実 

人生の最終段階におけるケアの在り方や在宅での看取りも含め、在宅医療や介護サ

ービスに関する区民の理解を促進するため、地域の医療機関や介護事業者等と連携し

た講演会、講座等を開催します。また、身近な地域における日常的な医療の提供を行

うかかりつけ医の役割は重要であるため、かかりつけマップの作成等により情報提供

の取組を推進します。 

さらに、高齢者あんしん相談センターや地区医師会に設置する在宅医療・介護連携

を支援する相談窓口により、区民や地域の医療・介護関係者からの相談受付、連携調

整、情報提供等を積極的に行うとともに、高齢者の退院や在宅療養の支援の取組を推

進します。 

 

イ）在宅ケアに関する地域の拠点の整備 

区民からの医療・介護・保健に関する相談対応や、区民及び医療・介護専門職向け

の在宅医療や病気予防に関する講座開催など、在宅ケアに関して地域交流の起点とな

る機能の整備を行います。 

さらに、地域の医療・介護関係者等が参加する多職種の会議を開催し、地域におけ

る在宅医療と介護連携の現状と課題の整理を行い、その解決に向けた政策形成につな

がる取組を推進します。 

 

ウ）医療・介護関係者間の連携・情報共有の支援 

高齢者の在宅療養を支える取組を推進するため、ICT を活用した汎用性の高い情報

共有システムの利用を促進するとともに、医療・介護関係者間における速やかな情報

共有の取組を推進します。 

さらに、医師、看護師、ケアマネジャー、ヘルパー等の多職種が参加する研修会を

開催し、お互いの業務の現状、専門性や役割等の意見交換を通じた顔の見える関係づ

くりを推進します。 

 



 

110 
 

【図表】６－３ 文京区における在宅医療・介護連携のイメージ 

 

 

⑤高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）の機能強化 

高齢者あんしん相談センターが、地域包括ケアシステムにおける中核的な機関とし

ての重要な役割を担えるよう今後求められる役割等を勘案した適切な人員体制を整

備するとともに、職員における専門的知識・相談対応能力のさらなる向上を図ります。 

さらに、高齢者あんしん相談センターが多様な役割を十分に果たしていくため、セ

ンターと区との連携強化を図るとともに、複雑化・複合化した課題を抱える困難ケー

スに適切に対応するため、介護分野に限らず、障害分野、子ども分野、生活困窮分野

等の関係機関との連携体制を構築します。 

 

ア）適切な人員体制の確保 

高齢者あんしん相談センターが、総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメント

等の機能を十分に発揮できるようにするため、高齢者人口の増加や相談件数等の業務

量に応じた適切な人員体制や施設を整備します。 

さらに、複雑化・多様化する相談や困難事例に適切に対応するため、高齢者あんし

ん相談センターの職員における専門的知識や区民に対する相談対応能力のさらなる

向上の取組を推進します。 

 

イ）高齢者あんしん相談センターと区との連携強化 

高齢者あんしん相談センターにおける必要な機能を強化していくため、地域包括支

援センター運営協議会（地域包括ケア推進委員会）を活用し、その業務状況を明らか

にするとともに、それに対する評価及び必要な措置を講じる取組を推進します。 
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さらに、複雑化・多様化する相談や困難事例、在宅医療・介護連携、認知症施策の

推進等、多様な役割を高齢者あんしん相談センターが十分に果たしていくため、区に

おける後方支援及び総合調整を担う体制整備の取組を検討します。 

 

ウ）他の相談支援機関との連携強化 

高齢者を適切に支援するため、高齢者あんしん相談センターの周知活動に取り組む

とともに、民生委員・児童委員、介護事業者、社会福祉協議会、医療機関等との密接

な連携強化の取組を推進します。 

さらに、複雑化・複合化した課題を抱える困難ケースに適切に対応するため、高齢

者あんしん相談センターと子ども、障害者、生活困窮者等の支援に係る相談機関等と

の連携体制の構築を図ります。 

 

【図表】６－４ 高齢者あんしん相談センターの所在地 
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日常生活圏域 名 称 所在地 

富 坂 
高齢者あんしん相談センター富坂 白山五丁目16番３号 

高齢者あんしん相談センター富坂分室 小石川二丁目18番18号 

大 塚 
高齢者あんしん相談センター大塚 大塚四丁目50番１号 

高齢者あんしん相談センター大塚分室 音羽一丁目15番12号 

本富士 
高齢者あんしん相談センター本富士 本郷二丁目40番11号 

高齢者あんしん相談センター本富士分室 西片二丁目19番15号 

駒 込 
高齢者あんしん相談センター駒込 千駄木五丁目19番２号 

高齢者あんしん相談センター駒込分室 本駒込二丁目28番10号 

 

⑥高齢者の居住安定に係る支援の推進 

住宅の確保に配慮を要する高齢者に対する住まいの確保と住まい方の支援を行う

ため、「文京すまいるプロジェクト」を推進します。また、住み慣れた地域でその有

する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう「文京区居住支援協議会」

を運営し、関係機関との連携による支援の検討を行います。 

さらに、区営住宅やシルバーピアの公営住宅を提供し、管理運営を行います。 

 

ア）既存の住宅ストックを活用した高齢者の住まいの確保 

高齢者の住まいを確保するため、入居者に対する見守りサービスを提供することで、

高齢者の居住に不安を抱く住宅オーナー等の不安解消と住宅提供への理解を促進し、

区内不動産店及び住宅オーナーの協力を得ながら、すまいる住宅登録事業における民

間賃貸住宅の登録を促進します。 

また、住まいの協力店と連携して、高齢者に対して適切な情報提供を行います。 

 

イ）文京区居住支援協議会の運営 

区、不動産関係団体、居住支援団体で構成する文京区居住支援協議会において、情

報共有や支援体制の構築を行うとともに、地域の人口推計、医療・介護ニーズ及び高

齢者の住まいに関するニーズを把握及び分析し、多様な関係団体との連携による居住

支援を検討します。 

 

ウ）公営住宅の管理運営 

区営住宅、シルバーピアの適切な管理運営を行いつつ、入居者が継続的に安心して

暮らすことができるよう生活相談や生活支援を行います。 

また、住宅に困窮する世帯に対する住まいの確保を図るため、都営住宅の募集に関

する情報提供を適切に行います。 

 




